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第1部  計画の概要 

第１章  計画策定にあたって 

１． 計画策定の背景と目的 

本市は、平成 17 年の 1市４町合併以降の最初の障害者に関わる基本計画として、平成 18～25

年度を計画期間とする「久留米市障害者計画」（以下、「第 1期計画」という。）を策定し、市

民や地域の関係機関等と協働しながら、障害者福祉の推進に取り組んできました。 

この間、障害者を取り巻く社会環境は大きく変化し、国では、平成 19 年度に署名した「障害者

権利条約」の締結に向け、平成 21 年度から当面 5年間を障害者制度改革の集中期間と位置づけ、

必要な国内法の整備を進めてきました。 

平成 23 年度には、この制度改革の根幹となる法律として「障害者基本法」が改正され、社会モ

デルに基づく障害者の定義の見直しや、合理的配慮、差別禁止の考え方が盛り込まれるなど、障

害者支援に対する概念が大きく転換されました。 

その後、障害者総合支援法（平成 24 年成立）や障害者差別解消法（平成 25 年成立）、障害者

雇用促進法（平成 25 年改正）などの障害者基本法の概念の具体化等を目的とした重要な法律が相

次いで成立し、平成25年 9月には障害者基本法に基づく国の障害者施策に関する基本計画として、

「障害者基本計画（第 3次）」が策定され、今後 5年間の国による障害者支援施策の基本的方向

が明らかになりました。 

また、法制度以外の社会情勢に目を向けると、少子高齢社会・人口減少社会の本格化や景気の

低迷、東日本大震災に代表される大規模災害の発生など、障害者の暮らしに大きく影響する事象

が発生しており、このような社会情勢の中で、障害者が安心して生活できる環境整備の必要性が

より一層高まっています。 

この計画は、このような障害者を取り巻くさまざまな社会環境の変化や、本市の第 1期計画の

取り組み状況等を踏まえ、障害者基本法が目的とする「全ての国民が、障害の有無によって分け

隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」に向け、障害

者の自立及び社会参加の支援等に係る各種施策を推進するために策定するものです。 
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２． 計画の位置づけ 

○この計画は、障害者基本法（第 11 条）に基づく「市町村障害者計画」として、本市における障

害者のための施策全般に関する基本的な事項を定めた計画です。 

○この計画は、「久留米市新総合計画」をはじめ、「久留米市地域福祉計画」、「久留米市高齢

者福祉計画・介護保険事業計画」、「くるめ子ども・子育てプラン」、「健康くるめ２１」な

どの保健福祉分野の計画や、教育やまちづくり、人権、防災などのその他の関連分野の計画等

と整合性を図って策定しました。 

図表－１  計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 計画の期間 

この計画は、より長期的な展望を視野に入れつつも、国の「障害者計画（第 3次）」（計画期

間：平成 25～29 年度）や本市の障害福祉計画などの関連計画の計画期間を踏まえるとともに、社

会情勢や法制度改正への対応を考慮し、平成 26～29 年度までの４年間を計画期間とします。 

図表－２  計画の期間 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９

久留米市
障害者計画
【Ｈ２６－２９】

久留米市
障害福祉計画
（第１期）
【Ｈ１８－２０】

久留米市
障害福祉計画
（第２期）
【Ｈ２１－２３】

久留米市
障害福祉計画
（第３期）
【Ｈ２４－２６】

久留米市
障害福祉計画
（第４期）　※予定
【Ｈ２７－２９】

久留米市障害者計画
（第１期計画）
【Ｈ１８－２５】

久留米市新総合計画 

久留米市障害者計画 

障害者基本法（第 11 条）に基づ

き、障害者のための施策全般に関

する基本的な事項を定めた計画 

久留米市障害福祉計画 

障害者総合支援法（第 88 条）

に基づく障害福祉サービス等

の確保に関する実施計画 

久留米市地域福祉計画 

久留米市高齢者福祉計

画・介護保険事業計画 

久留米市 

子ども・子育てプラン 

健康くるめ２１ 

久留米市教育改革プラン 

久留米市災害時要援護者

支援プラン 

久留米市防犯まちづくり

推進計画 

その他の関連計画 

（まちづくり、人権等） 
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４． 計画策定の体制と過程 

（１） 計画の策定体制 

○この計画は、本市の障害者支援体制等について検討・協議を行う「久留米市障害者地域生活支

援協議会」の下部組織として、障害者の当事者団体や障害者支援に係る各種団体・機関やサー

ビス事業者、公募委員、学識経験者などにより構成する「障害者計画策定等検討部会」を設置

し、計画内容等について、当事者・関係者の意見を反映できるよう務めました。 

○また、庁内の検討組織として「久留米市障害者計画等策定推進会議」等を設置し、検討部会の

協議内容等も踏まえて、関係部局間の調整を行いました。 

○なお、計画策定にあたっては、アンケート方式による障害者（児）生活実態調査をはじめ、関

係団体等インタビュー調査や、市民説明会、計画原案に対するパブリック・コメントにより、

障害者やその家族などの当事者やその他の市民の意見の反映に努めました。 

 

図表－３  計画の策定体制と当事者等の意見反映手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定体制 当事者、市民意見の反映

久留米市
障害者地域生活支援協議会

障害者計画策定等検討部会
（当事者、専門家、患者会等から選出）

庁
外
組
織

庁
内
組
織

障害者計画等策定推進会議
（副市長・関係部長級）

〃 策定推進調整会議
（関係次長・課長級）

〃 策定推進担当者会議
（関係課担当者）

提案意見・評価

報告付議

反
映

障害者（児）生活実態調査
[身体・知的・精神障害者（児）、難病患者、発達

障害児 約4,600人対象の郵送アンケート調査]

関係団体等インタビュー調査
[難病等当事者団体・生活関連事業団体 23団体へ

のインタビュー調査]

市民説明会
[参加者アンケート、希望者個別インタビューによ

る意見聴取]

計画原案に対する
パブリック・コメント
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（２） 当事者・市民意見の反映手法 

①  障害者（児）生活実態調査 

障害者の生活の現状やニーズを把握し、計画策定の基礎資料とするため、平成 24 年 12 月～平

成 25 年 1 月に、身体・知的・精神障害者（児）、難病患者、発達の面で支援が必要と思われる子

どもを持つ保護者を対象とした 3種類のアンケート調査を実施しました。【詳細 資料編参照】 

 

②  関係団体等インタビュー調査 

障害者（児）生活実態調査を補完する調査として、難病や高次脳機能障害などの当事者団体や、

障害者の地域生活に関わりが深い生活関連事業団体（金融、交通、商業施設、文化施設、就労支

援機関、保育・教育機関など）に対するインタビュー調査を実施しました。【詳細 資料編参照】 

 

③  市民説明会 

計画策定の中間段階で広く市民の意見を聴取するため、平成 25 年 11 月 2 日に本計画に関する

市民説明会を開催しました。説明会では、生活実態調査結果や第 1期計画の進捗状況・課題、及

び本計画の方針案などを報告し、意見を聴取するとともに、希望者に対して、後日、個別インタ

ビューを実施し、意見・要望などの把握を行いました。 

 

④  計画原案に対するパブリック・コメント 

平成 26 年 2 月に計画原案を公表し意見を聴取する「市民意見提出手続（パブリック・コメント）」

を実施する予定です。 
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第２章  障害者を取り巻く現状 

１． 障害者に関わる法制度の動向 

我が国は、平成 21 年 12 月、内閣に「障がい者制度改革推進本部」を設置し、当面 5年間を障

害者の制度に係る改革の集中期間と位置づけ、障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備をは

じめとする障害者関連制度の改革を推進してきました。 

特に、平成 23 年の障害者基本法の改正においては、日常生活または社会生活において障害者が

受ける制限は、社会の在り方との関係によって生ずるという、いわゆる「社会モデル」に基づく

障害者の概念や、障害者権利条約で示されている「合理的配慮」の概念が盛り込まれるなど、新

たな障害者福祉施策の推進に向けた基本方針が整理され、その後、基本法の内容を具体化するた

めの関連法の成立や、基本法に基づく国の基本計画（障害者基本計画［第 3次］）が策定されて

います。 

図表－４  障害者施策に関わる主な関連法制度の動向 

時期 事項 概要 

Ｈ21．12 障がい者制度改革推進本部の設置 障害者制度改革に向けた取り組みの開始 

Ｈ23．06 障害者虐待防止法の成立 虐待の定義、防止策を明記 

Ｈ23．07 障害者基本法の改正 
障害者の定義の見直し、「合理的配慮」の概念や「差

別禁止」の明記 

Ｈ24．06 障害者総合支援法の成立 
障害者自立支援法の見直し、障害への難病追加、制

度の谷間の解消 

  〃 障害者優先調達推進法の成立 障害者就労施設などへの物品などの需要の増進 

10 障害者虐待防止法の施行  

Ｈ25．04 障害者総合支援法の施行  

  〃 障害者優先調達推進法の施行  

Ｈ25．06 障害者差別解消法の成立 障害者基本法の差別禁止の概念の具体化 

  〃 障害者雇用促進法の改正 雇用分野における差別禁止の具体化 

Ｈ25．09 障害者基本計画（第 3次）の策定 
障害者基本法に基づく国の障害者施策に関する基

本計画（計画期間：Ｈ25～29） 
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２． 障害者の動向 

（１） 障害者手帳所持者等の状況 

○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者数は第 1期計画策定時（平成

18 年度）以降、一貫して増加傾向にあります（身体障害者手帳所持者 1.1 倍、療育手帳所

持者 1.1 倍、精神障害者保健福祉手帳所持者 1.9 倍）。 

○精神障害者については、自立支援医療（精神通院医療）受給者も顕著に増加しています（1.4

倍）。 

【詳細 資料編参照】 

 

（２） その他の障害や難病の状況 

○幼児教育研究所の相談件数や通級指導教室の利用人数は増加傾向にあり、発達障害などをは

じめとした、発達面での支援が必要な子どもが増えていることがわかります。 

○特定疾患医療を受給している難病患者も増加しており、平成 24 年度で 2,000 人を超えてお

り、潰瘍性大腸炎などの消化器系疾患やパーキンソン病などの神経・筋疾患などの患者が多

くなっています。 

【詳細 資料編参照】 
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３． 生活実態調査などからみた現状 

【詳細 資料編参照】 

（１） 子どもの発達支援や教育をめぐる現状 

○少なくとも約６割の保護者が通園や通学をするにあたって何らかの困りごとを抱えていま

す（３障害）。 

○18 歳以降の進路を決めかねている人も多く、15～18 歳でも約 4人に 1人が進路を決めかね

ています（３障害）。 

○発達の面で支援が必要と思われる子どもを持つ保護者の約６割近くが、乳幼児期から学校卒

業まで相談・療育・訓練を一貫して行う機関が市内にないことに困っています。（発達） 

○教育に関する要望では、専門的知識を持った教職員を求める人が多く、特に発達の面で支援

が必要と思われる子どもを持つ保護者では 8割強と特に高くなっています（3障害、発達）。 

 

（２） 厳しい雇用・就労の状況 

○就労者の割合（一般就労と福祉的就労を合わせた割合）は、最も高い 30 歳代でも 5割以下

に留まります（３障害）。 

○就労している人の仕事上の悩み・困りごとは「収入が少ないこと」が最も多くなっています

（３障害）。 

○障害者が働くために必要な条件については「生活資金を得られる職場があること」「障害に

あった仕事であること」「周囲が自分を理解してくれること」などが上位にあがっており、

障害特性に応じた就労環境・条件整備が求められています（３障害、発達）。 

 

（３） 家族による介助の現状と生活課題の抱え込み、虐待の状況 

○主な介助者は配偶者や親等の家族が 7割を占めており、家族が障害者の身の回りの支援の中

心を担っています（３障害）。 

○生活上の困りごとを相談する相手も「家族・親族」が半数を超えており、相談相手の中心と

なっています（３障害、発達）。 

○虐待を受けた可能性がある人が１割を占めているが、精神障害者では約４人に１人と高くな

っています。また、虐待を受けたときの相談先も「家族」が最も多くなっています（３障害）。 

 

（４） 障害者差別の現状 

○差別を感じたり、いやな思いをしたりしたことがある人は依然として多く、特に知的障害

者・精神障害者では半数を超えています。（3障害、難病、発達） 



 

- 8 - 

○障害者理解のための啓発として、難病患者は「講演会・学習会開催」、発達の面で支援が必

要と思われる子どもを持つ保護者は「学校での福祉教育の充実」が市民理解向上に必要と考

えています（難病、発達）。 

 

（５） 災害に関する現状 

○災害に対する備えをしていない人が 8割を超えています（３障害）。 

○約 3割の人は災害時に避難所まで避難できないと回答しており、特に知的障害者では半数以

上と高くなっています（３障害）。 

○災害時に不安なこととして、「正確な情報が流れてこない」「避難所で必要な薬・治療が受

けられない」「避難所で障害に応じた対応があるか心配」などが上位にあがっています（３

障害、難病）。 

 

■調査対象について（詳細は資料編 89ページ） 

表 記 調査対象 

３障害 
身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者、自

立支援医療（精神通院制度）利用者 

難病 特定疾患医療受給者証所持者（身体障害者手帳所持者除く） 

発達 発達の面で支援が必要と思われる子どもを持つ保護者 
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４． 第 1 期計画の進捗と課題 

第 1期計画（計画期間：平成 18～25 年度）は、「障害者が 住み慣れた地域で 普通に暮らせ

るまちづくり」を基本理念として、その実現のため４つの基本目標と９つの施策分野を設定し、

166 の施策に取り組んできました。これらの施策について、計画した施策目標に対する実施状況や

課題を所管課において総括するとともに、4段階の達成度評価基準に基づき、各所管課で達成度の

自己評価を行いました。その結果、全体の過半数の施策でほぼ目標を達成（評価Ｓ・Ａ）できて

いますが、その一方で目標達成に至らなかったものや取り組みに着手できなかったものも一部見

受けられました。 

この計画では、これらの第 1期計画の進捗と課題を踏まえた取組みが必要です。 

図表－５  第 1 期計画の進捗と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ
（再掲）

Ｓ＋Ａ

Ｓ＋Ａ

の割合

１　療育・保育 14 1 9 2 2 10 71%
●療育センター機能の確立

●幼児教育研究所の機能強化（専門職員の確

保等）

２　教育・育成 19 0 17 2 0 17 89% ●通級指導教室のニーズ増への対応

３　雇用・就労 18 1 12 4 1 13 72%

●重度障害者の通勤支援制度、職場定着支援

の検討

●就労に関する相談支援体制づくりのための関

係機関連携強化

４　日中活動 8 0 5 2 1 5 63%
●精神障害者の日中活動の場の確保（日中活

動系サービス事業者への精神障害への理解促

進等）

５　社会活動 13 0 8 4 1 8 62%
●スポーツ活動参加者の固定化への対応（新た

な参加者層の開拓等）

●国内外交流イベントの参加促進策の検討

６　生活支援 30 3 16 7 4 19 63%

●市営住宅のグループホーム利用に向けた取

り組み

●障害者の住宅確保支援に向けた検討（不動

産業者等を交えた検証、公的保証人制度等の

支援方法の検討等）

●障害福祉サービスの利便性や質の向上（日

中一時支援の利便性向上、ガイドヘルプの質の

向上等）

●バリアフリーマップの内容充実

●相談支援体制づくりのための関係機関連携強

化

●サービス利用に関わる苦情処理制度の検討

７　保健・医療 7 0 5 2 0 5 71% －

８　啓発・広報、情報・
コミュニケーション

21 0 11 10 0 11 52%
●福祉ボランティアの育成に向けた検討

●生活訓練講座（インターネット、携帯電話等の

情報機器利用に関する講座）への参加促進

９　生活環境 36 0 21 14 1 21 58%

●公共交通機関等との連携強化

●警察との連携強化（警察での障害者対応に関

する協議等）

●福祉避難所指定のための調整

166 5 104 47 10 109 66%

＜達成度評価基準＞

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

基本
目標

達成度評価（施策数）

全　体

第1期計画の主な課題

目標を上回った、あるいは高い成果が得られた（１００％以上）

ほぼ目標は達成した（８０～１００％程度）

施策分野

目標の達成に至らない、成果が出るまで時間を要す（６０～８０％程度）

取組に着手できなかった、あるいは施策内容を見直したため、目標が達成できない

基本
目標
１

基本
目標
２

基本
目標
３

基本
目標
４
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第2部  計画の基本的な考え方 

第１章  計画策定の視点 

この計画の策定にあたっては、第１部で整理した国の法制度改革の動向や、障害者（児）生活

実態調査などの各種調査で把握した市民ニーズ、第 1期計画の進捗と課題をはじめとした、以下

の７つの視点を考慮しました。 

図表－６  計画策定の視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点 内容 

１ 法制度の動向  
第 1 期計画策定後の関連法制度への対応（障害者基本法など）、障害者へ

の差別禁止、合理的配慮の視点を重視  

２ 調査に基づくニーズ  
障害者（児）生活実態調査、インタビュー調査などで把握した課題や市民

ニーズへの対応  

３ 第 1期計画の進捗・課題  第 1 期計画進捗評価に基づく課題への対応  

４ 新たな障害者問題  
難病、発達障害、高次脳機能障害、複合差別（障害のある女性などへの問

題）などの新たな課題への対応  

５ 社会情勢  
少子高齢社会・人口減少社会の進展、障害者数の増加、景気・経済状況の

影響など、障害者を取り巻く社会情勢も考慮  

６ 中核市移行後の取り組み  中核市移行、分権推進法による権限移譲に伴う新たな施策の検討  

７ 本市の重点的取り組み  本市の行政運営の方針の反映（「協働」、「セーフコミュニティ」など） 

久留米市障害者計画 
（平成 26～29年度） 

法制度の動向 

１ 

中核市移行後

の取り組み 

６

調査に基づく

ニーズ 

２ 

第 1期計画の

進捗と課題 

３

新たな   

障害者問題 

４ 

社会情勢 

５ 

本市の重点的 

取り組み 

７ 
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１． 法制度の動向 

前述のとおり、第 1期計画策定以降、国において「障害者権利条約」の締結に向けた国内法の

整備等の障害者制度改革が進められてきました。この計画の策定にあたっては、障害者基本法を

はじめとした新たな法制度の内容を踏まえ、障害者基本法の基本原則である差別の禁止や、合理

的配慮の視点などを重視して策定に取り組みました。 

 

２． 調査に基づくニーズ 

障害者計画の策定にあたっては、障害者やその家族、支援に係る関係者などの意向を反映する

ことが必要です。この計画では、障害者（児）生活実態調査やインタビュー調査等で把握した課

題やニーズを充分に考慮して施策を検討しました。 

 

３． 第 1 期計画の進捗・課題 

第 1期計画は立案した施策の過半数でほぼ目標を達成できましたが、その一方で目標達成にい

たらなかったものや取り組みに着手できなかったものがありました。この計画は、このような第 1

期計画の進捗状況や課題を踏まえて策定しました。 

 

４． 新たな障害者問題 

障害者総合支援法において、障害福祉サービスの対象に難病患者が含まれるなど、障害者の範

囲は拡大しています。 

しかし、難病や高次脳機能障害については、症状のわかりづらさや周囲の理解不足などにより、

困難をかかえている人が依然として多く、また、社会問題となっている「ひきこもり」について

も、背後に精神障害や発達障害が存在する可能性があることが指摘されています。 

また、障害のある女性のように複合的な差別を受けやすい立場にある人もいます。 

この計画の策定にあたっては、このような新たな障害者問題についても可能な限り考慮しまし

た。 

 

５． 社会情勢 

我が国は既に少子高齢社会・人口減少社会に突入しており、本市も例外ではありません。障害

者施策についても、今後も少子高齢化・人口減少が進行することを前提とした施策立案が必要で

す。また、障害者雇用にも深刻な影響を与える景気の動向も注視していく必要があります。 

この計画の策定にあたっては、このような障害者を取り巻く大きな社会情勢についても考慮し

て取り組みました。 
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６． 中核市移行後の取り組み 

本市は平成 20 年度に中核市に移行し、福岡県等からの権限移譲により新たな取組みを開始した

施策があります。この計画の策定にあたっては、このような中核市移行後の新たな取り組みを確

実に位置づけ、さらなる展開を図ることを考慮しつつ、策定しました。 

 

７． 本市の重点的取り組み 

この計画の策定にあたっては、本市の行政運営の基本的視点である「協働の推進」や「安全・

安心なまちづくり（セーフコミュニティ）」についても反映できるよう努めました。 

 



 

- 13 - 

 

第２章  計画の基本理念 

障害者基本法は「すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と

個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」を目指しています。 

本市では、第 1期計画において「障害者が 住み慣れた地域で 普通に暮らせるまちづくり」

を基本理念として各種施策を推進してきましたが、今後は、「障害者にとって住みやすいまち」

は「障害のない人にとっても住みやすいまち」との考えのもと、障害の有無に関わらず、誰もが

安心して暮らし続けることができるまちを目指すこととし、基本理念を下記のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰もが その人らしく 安心して 

暮らし続けることができる まちの実現に向けて 

基本理念 

誰もが 

安心して暮らし続

けることができる 

まちの実現に 

向けて 

「障害者にとって住みやすいまち」＝「障害のない人にとっても住

みやすいまち」との考えのもと、誰にとっても暮らしやすいまちを

目指す 

さまざまな生活上の不安や課題を感じている障害者が、安心して地

域で暮らし続けられるようにする 

「誰もがその人らしく安心して暮らし続けることができるまち」は、

この計画期間のみに留まらない普遍的な目標として、長期的な視点

にたって、その実現に向けて取り組む 

人の違い（障害を含めて）を受け入れ、自分の意思で決めることが

できる社会の実現を目指す 
その人らしく 
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第３章  計画の基本目標 

基本理念のもと、次の５つの基本目標を定め、施策を進めていきます。 

１． 壁をなくし認め合って生きるために 

障害者を含むすべての市民が、その人らしく安心して暮らし続けることができるまちをつくる

ためには、その基盤として、障害のある人とない人がお互いを理解し、認め合ってともに生きる

という意識や、ともに暮らすための環境づくりが不可欠です。 

しかしながら、本市の障害者（児）生活実態調査によると、障害者の半数近くが差別を感じた

り、いやな思いをしたことがあると回答しており、インタビュー調査などでも難病に対する無理

解や偏見があることが指摘されていることから、障害者に対する心の障壁の除去は充分に進んで

いるとは言いがたい状況です。また、生活環境面においても、徐々にバリアフリー化などの取組

みが進んでいるものの、依然として、外出や移動、各種施設の利用などに困難を抱える障害者も

少なくありません。 

障害者基本法の改正により、障害とは「心身の機能の障害」と「社会的障壁」と定義され、そ

の緩和・除去のために、社会の側に「合理的配慮」が求められることとなりました。 

このような基本法の趣旨を踏まえ、人の心の障壁や、情報の取得・意思疎通に係る障壁、建物

や道路などの生活環境上の障壁の除去に向けて取り組みます。 

 

 

２． 安全と安心のために 

東日本大震災に代表される大規模災害の発生や、障害者や高齢者、児童などへの虐待事件が社

会問題化していることなどを踏まえると、これからのまちづくりにおいて、「安全・安心」は特

に重視すべき課題であると言えます。 

特に、相対的に弱い立場にある障害者は、権利侵害を受けやすい立場にあるため、その擁護が

図られなければなりません。このため、障害者虐待防止に向けた取り組みはもとより、成年後見

制度などを活用した権利擁護や、障害者の安全・安心な暮らしを支えるための相談支援体制の確

立に取り組みます。 

また、東日本大震災や九州北部豪雨の発生に伴い、防災意識は高まりつつありますが、障害者

（児）生活実態調査によると、障害者の約 8割が災害に対する備えをしておらず、避難所までの

避難や避難所での生活に不安を感じている人も多いことから、災害時における支援体制の充実も

重要な課題といえます。 

このような状況を踏まえ、障害者が安全・安心に暮らせる環境づくりとして、障害者を災害や

犯罪から守る取組みを進めます。 

 

啓発・広報 生活環境 

権利擁護 防災・防犯 
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３． 支援が必要な子どもの発達支援と教育の充実のために 

 

障害者基本法が目指す「共生社会の実現」に向け、障害のある子どもが、その年齢や能力に応

じ、かつ、その特性を踏まえた充分な支援や教育を、可能な限り、障害のない子どもとともに受

けることができるしくみづくりが求められています。 

障害のある子どもについては、障害をできるだけ早期に把握し、その特性に応じた適切な相談

や支援を継続して受けることが大切ですが、障害者（児）生活実態調査によると、発達面で支援

が必要と思われる子どもを持つ保護者の約６割が乳幼児期から学校卒業まで相談・療育・訓練を

一貫して行う機関が市内にないことに困っていると回答しています。 

このため、乳幼児期から学校卒業までの一貫した療育・教育体制の構築に向けて取り組みを進

めていきます。 

また、学校教育においては、前述のとおり、障害のある子とない子が可能な限りともに学ぶこ

とができるしくみ（インクルーシブ教育システム）の構築が必要とされています。保護者の教育

に対するニーズとして専門的知識を持った教職員の増員が求められていることなども踏まえ、教

職員の資質向上や学校施設のバリアフリー化などのともに学ぶ環境づくりや、通級指導教室の充

実などによる個別の教育的ニーズに対応できる多様な学びの場の確保などに取り組みます。 

 

４． 自立して暮らし続けるために 

障害者が地域で自立して生活するためには、さまざまな生活支援が必要です。 

障害者（児）生活実態調査によると、生活上の不安・困りごととして多くの人が「経済的な不

安」や「将来の不安」「親亡き後の不安」などの、自立して生活することに対する不安を抱えて

おり、市の施策に対する要望でも、これらの不安を払しょくするための経済的支援や就労支援な

どの充実が重視されています。 

不況の長期化などにより、障害者の就労は依然として厳しい状況ですが、障害者雇用促進法の

改正などを踏まえ、企業や就労支援を行う関係機関等と連携して、一般就労や福祉的就労などの

就労の場の確保や就労支援に取り組みます。 

また、生活支援としては、障害者や家族の高齢化、障害の重度化・重複化などの状況を踏まえ

つつ、障害者が地域で自立して暮らすために必要な住まいの確保や、多様な在宅福祉サービスの

提供、地域で活動するために必要な外出支援の充実などに取り組みます。 

 

 

 

療育・保育 教育・育成 

雇用・就労 生活支援 保健・医療 
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５． 生きがいを持って自分らしく生きるために 

障害者が地域で生きがいをもって自分らしく健やかに暮らしていくためには、さまざまな活動

に参加し、人との関わりを保つことが重要です。 

障害の程度やその人の希望などに応じて、就労や訓練、交流、仲間づくりなど、さまざまな日

中活動が行えるよう、障害者総合支援法による日中活動系サービスの充実や、地域活動支援セン

ター・オープンスペースなどの活動促進に取り組みます。 

また、障害のある人とない人がともに地域活動やスポーツ・文化活動などに参加できるよう、

地域の関係団体等と連携して、これらの活動への障害者の参加促進や、障害者の参加に配慮した

環境づくりなどに取り組みます。 

 

 

日中活動 社会活動 
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第４章  重点施策 

計画期間中に特に重点的に取り組みを進める施策（重点施策）を、以下の６施策区分とし、毎

年度進捗管理を行いながら、確実に推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点施策１ ノーマライゼーションの意識啓発の充実   【基本目標１-施策区分（１）】

 障害者基本法の改正に伴う障害者概念の転換や合理的配慮の必要性については、現時点では十
分に浸透しているとはいいがたい状況であり、今後、より積極的に意識啓発に取り組まなけれ

ばなりません。 

 このため、重点施策として、ノーマライゼーションの意識啓発の充実に取り組みます。 

≪主な具体的施策≫ 

■障害者問題に関する広報の充実（施策番号２） 

■障害者に対する差別の解消への取組み（施策番号５） 

■交流機会の拡大（施策番号８） 

重点施策２ 情報バリアフリーの推進          【基本目標１-施策区分（２）】

 情報の取得・利用は、社会参画の前提であり、他のさまざまな活動の支援を行ううえでも欠か
すことができない基盤となるものです。 

 このため、重点施策として、情報バリアフリーの推進に取り組みます。 

≪主な具体的施策≫ 

■情報バリアフリー推進に係る基本施策の検討（施策番号１４） 

■各種通知などの点訳・音訳コード添付の推進（施策番号１７） 

■盲ろう者向け通訳・介助員の派遣（施策番号２０） 

重点施策３ 防災・防犯対策の推進          【基本目標２-施策区分（２）】 

 東日本大震災などの大規模災害の発生により、市民の防災意識は高まっていますが、災害に対
する備えをしていない障害者も多く、また、避難所までの避難や、避難所での生活に不安を感

じている障害者も多くなっています。 

 このため、重点施策として、防災・防犯対策の推進に取り組みます。 

≪主な具体的施策≫ 

■防災知識の普及（施策番号５０） 

■災害時要援護者支援体制の充実（施策番号５６） 

■福祉避難所の指定（施策番号５８） 
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重点施策４ 切れ目のない療育・教育体制の確立     【基本目標３-施策区分（２）】

 障害のある子どもに対する支援として、乳幼児期から学校卒業まで一貫して支援するしくみづ
くりが強く求められています。これは第１期計画時点からも強く要望されていたものであるた

め、その必要性に鑑み、今回の計画期間中に前進を図らなければなりません。 

 このため、重点施策として、障害のある子どもに対する切れ目のない療育・教育体制の確立に
向けて取り組みます。 

≪主な具体的施策≫ 

■幼児教育研究所の機能充実（施策番号６８） 

■切れ目のない支援体制の確立（施策番号７１） 

重点施策５ 住まいの確保と居住支援の充実        【基本目標４-施策区分（４）】

 家族介助者の高齢化に伴い、親亡き後の生活に不安を抱える障害者が増えており、生活の基盤
となる住居としてグループホーム等の必要性が高まっています。 

 このため、重点施策として、住まいの確保と居住支援の充実に取り組みます。 

≪主な具体的施策≫ 

■不動産業者との協力（施策番号１１４） 

■居住系サービスの整備促進（施策番号１１５） 

重点施策６ 在宅福祉サービスなどの充実         【基本目標４-施策区分（５）】

 障害者が地域で自立して生活するためには在宅福祉サービスは非常に重要です。家族介助者の
高齢化も踏まえ、その負担を軽減するための支援（レスパイトケア）や重症心身障害児（者）

に対する支援など、障害の特性や本人・家族のニーズに応じた多様なサービスを質・量ともに

確保していくことが求められています。 

 このため、重点施策として、在宅福祉サービスなどの充実に取り組みます。 

≪主な具体的施策≫ 

■福祉事業所の適正運用の推進（施策番号１１８） 

■重症心身障害児の地域生活を支援する相談支援体制の充実・強化（施策番号１２２） 

■重症心身障害児などの日中活動及び短期入所の場の確保（施策番号１２４） 
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第５章  施策の体系 

基本理念 基本目標 施策区分 施策の方向 分野 
①障害者理解・配慮のための啓発・広報活

動の推進 

②障害を理由とする差別の解消への取り

組み 

（１）ノーマライゼーションの意

識啓発の充実【重点施策】

③福祉教育の充実 

（２）情報バリアフリーの推進 

【重点施策】
①情報バリアフリーの推進 

（３）ボランティアなどの育成・

活動促進 
①ボランティアなどの育成・活動促進 

≪１≫ 

啓発・広報

①施設などのバリアフリーの推進 

②移動・交通に関わるバリアフリーの推進 

１ 壁をなくし

認め合って

生きるため

に 

（４）障害者にやさしいまちづく

りの推進 
③住まいのバリアフリーの推進 

≪２≫ 

生活環境 

①権利擁護の推進 

②虐待防止体制の整備 

③相談支援事業の推進 

（１）権利擁護・相談支援体制の

確立 
④多様な相談窓口の充実 

≪３≫ 

権利擁護 

 

①防災対策の推進 

２ 安全と安心

のために 
（２）防災・防犯対策の推進 

【重点施策】 
②防犯・安全対策の推進 

≪４≫ 

防災・防犯

 

（１）健康相談の充実 ①母子保健事業の充実 

（２）切れ目のない療育・教育体

制の確立 【重点施策】 

①乳幼児期から学校卒業までの一貫した

療育・教育体制の確立 

①保育サービスなどの充実 
（３）療育の充実 

②発達障害などへの適切な支援 

≪５≫ 

療育・保育

①特別支援教育の推進 

②多様なニーズに対応する教育の充実 （４）学校教育の充実 
③学校教育施設のバリアフリー化 

①生涯学習の推進 

３ 支援が必要

な子どもの

発達支援と

教育の充実

のために 

（５）社会教育の充実 
②社会教育施設のバリアフリー化 

≪６≫ 

教育・育成

（１）一般就労の促進 ①一般就労移行への支援 

（２）福祉的就労の充実 ①福祉的就労の場の確保 

①就労に関する相談体制の充実 

②職業能力の習得支援 （３）就労支援の充実 
③関係機関・企業などとの連携 

≪７≫ 

雇用・就労

①住まいの確保 （４）住まいの確保と居住支援の

充実 【重点施策】 ②居住支援の充実 

①日常生活の支援や介助サービスの充実 （５）在宅福祉サービスなどの充

実 【重点施策】 ②レスパイトケアなどの充実 

（６）外出支援の充実 ①外出支援サービスの充実 

①障害者優先調達推進に係る取り組み 
（７）生活安定施策の充実 

②経済的負担の軽減 

≪８≫ 

生活支援 

①保健事業の充実 
（８）保健サービスの充実 

②心の健康づくりの推進 

４ 自立して暮

らし続ける

ために 

（９）医療サービスの充実 ①適切な医療サービスの提供 

≪９≫ 

保健・医療

①日中活動系サービスの整備 

②地域活動支援センターなどの整備 （１）日中活動の促進 
③精神障害者の地域生活支援 

≪10≫ 

日中活動 

①スポーツ活動の促進 （２）スポーツ・文化活動への参

加促進 ②文化活動の促進 

①地域活動などへの参画促進 

誰
も
が 

そ
の
人
ら
し
く 

安
心
し
て 

暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る 

ま
ち
の
実
現
に
向
け
て 

５ 生きがいを

持って自分

らしく生き

るために 
（３）地域活動や国内外交流の促

進 ②国内外での交流の促進 

≪11≫ 

社会活動 
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第3部  計画の展開 

第１章  壁をなくし認め合って生きるために 

【分野】１ 啓発・広報   ２ 生活環境  

１． ノーマライゼーションの意識啓発の充実  重 点 施 策  

≪現状と課題≫ 

改正障害者基本法は「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人

格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」を目的としています。このような共生社会の

実現のためには、障害のある人とない人がお互いを理解し、尊重し合うことが必要です。 

しかしながら、本市の障害者（児）生活実態調査によると、障害や病気などのために差別を感

じたり、いやな思いをしたりしたことがある人は依然として少なくなく、特に知的障害や精神障

害、発達障害などの、外見からはわかりづらい障害の人で多くなっています。また、インタビュ

ー調査などにおいても、難病等に対する無理解や偏見があることが指摘されています。 

このような障害に対する差別意識を解消し、ノーマライゼーションの意識をさらに浸透させる

ためには、障害者理解に向けた啓発・広報や、学校などにおける福祉教育の充実を図ることが不

可欠です。 

また、障害者基本法の基本原則である「差別の禁止」を具体化するため、平成 25 年に「障害者

差別解消法」の成立や「障害者雇用促進法」の改正といった法整備が進みました。これらの関連

法は、この計画の期間内に、順次施行されていくことから、これらの法律に基づき、障害者の差

別解消に向けた取り組みを進めることが必要です。 

 

 

≪基本方針≫ 

◎ 共生社会の実現に向けて、障害者理解のための啓発・広報活動や福祉教育を推進します。 

◎ 障害者差別解消法などの関連法に基づき、障害者に対する差別解消や合理的配慮の提供が図

られるよう、地域の関係機関等と連携して取り組みます。 
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≪施策の方向≫ 

（１） 障害者理解・配慮のための啓発・広報活動の推進 

○広報紙やホームページなどのさまざまな媒体や各種事業などの機会を活用して、障害や難病

等に関する啓発・広報に取り組みます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

１ 

「久留米市人権教育・

啓発基本指針」に基づ

く障害者問題の理解・

啓発の促進 

「久留米市人権教育・基本指針」に基づく施

策の展開により、偏見や差別などの人権問題

の解決のため、全庁的な啓発活動の推進を図

ります。 

協働推進部 

人権・同和対策課 

2 
障害者問題に関する広

報の充実 

難病等を含む障害に対する市民の理解を深

めるため、啓発・広報に努めます。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

3 
障害者問題啓発事業の

実施 

市民団体企画への補助方式などにより、障害

者週間における啓発事業を継続して行いま

す。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

4 
団体実施イベントの支

援 

障害者団体などが行う各種イベントに関す

る広報や実施支援を継続して行います。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

 

（２） 障害を理由とする差別の解消への取り組み 

○本市における障害者差別解消のための基本方針を策定し、差別解消に向けた取り組みを推進

していきます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

5 
障害者に対する差別の

解消への取組み【新規】 

障害者差別解消法の平成 28 年 4 月の施行に

向けて、基本方針の策定等の差別解消に係る

取組みを実施します。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

6 
投票所での障害者等へ

の配慮 

投票会場にて一人で投票が困難な障害者な

どの選挙人に対し、職員が付き添うなど、正

当な権利の行使ができるよう、合理的な配慮

の提供を行います。 

選挙管理委員会 

 

 

 

（３） 福祉教育の充実 

○学校教育において、障害者（児）との交流や体験型のカリキュラムを重視した福祉教育の充

実に取り組みます。 

○社会教育の一環として、人権問題や障害者問題に関する学習機会の充実に努めます。 
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≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

「総合的な学習の時間」などのカリキュラム

の中に福祉教育の視点を取り入れるよう、学

校訪問などの機会を活用して指導・助言を行

います。福祉教育の実施に当たっては障害者

との交流や障害体験グッズの活用など、体験

型の教育の実施を促進します。 7 
カリキュラムづくりへ

の積極的な支援 
◆数値目標◆ 

＜カリキュラムづくり支援校数＞ 

平成２４年度（実績）：２４校 ⇒ 

平成２９年度（目標）：２７校（小学校 20

校、中学校 6校、特別支援学校１校） 

教育部 

学校教育課 

｢総合的な学習の時間｣や運動会・文化祭など

の機会を活用して地域の小・中学校と、特別

支援学校（特別支援学校・ろう学校など）の

児童生徒との交流機会を積極的に拡大して

いきます。また、特別支援学級と通常学級と

の日常的な交流を促進します。 
8 交流機会の拡大 

◆数値目標◆ 

＜居住地校交流＞ 

平成２４年度（実績）：年３回 ⇒ 

平成２９年度（目標）：年３回 

教育部 

学校教育課 

久留米特別支援学校高等部は小中学部に比

べて地域との交流機会が少ないことから、隣

接する久留米商業高校などとの交流に努め

ます。 
9 

児童生徒の交流促進

（久留米特別支援学校

高等部） 
◆数値目標◆ 

＜交流回数＞ 

平成２４年度（実績）：年 1回 ⇒ 

平成２９年度（目標）：年 2回以上 

教育部 

学校教育課 

児童生徒と地域の障害者や障害者関係施設

との交流を進めるため、施設訪問や学校行事

への障害者の参加・参画の促進を図ります。 
10 

学校行事などの情報提

供 ◆数値目標◆ 

校内研修での指導・助言を毎年度５校以上に

対して行います。 

教育部 

学校教育課 

「なるほど人権セミナー」･「人権のまちづく

りコーディネーター講座」など人権講座の中

で、障害者に関する問題について啓発してい

くとともに、学習機会の充実に努めます。 
11 人権教育による啓発 

◆数値目標◆ 

＜各企画での障害者問題の啓発＞ 

平成２４年度（実績）：１回 

平成２９年度（目標）：１回以上 

市民文化部 

生涯学習推進課 

障害者問題に関するビデオ・映画など、啓発

のための教材の整備充実に努めます。 

12 
障害者問題に関する視

聴覚教材充実 
◆数値目標◆ 

＜所蔵本数＞ 

平成２４年度（実績）：34本 ⇒ 

平成２９年度（目標）：40本 

市民文化部 

視聴覚ライブラリー 
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13 
障害者問題に関する市

職員研修の充実 

新規採用職員研修を含む階層別研修におい

て障害者をテーマとした人権研修を実施し、

職員の意識啓発の充実に努めます。 

総務部 

人材育成課 
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２． 情報バリアフリーの推進  重 点 施 策  

≪現状と課題≫ 

障害者の自立と社会参加のためには、その前提として、生活に係るさまざまな情報の取得が不

可欠です。 

障害者基本法では、基本原則として「地域社会における共生等」を定めており、そのなかで、

障害者の意思疎通のための手段や情報の取得・利用のための手段の確保や拡大、すなわち、情報

バリアフリーの必要性がうたわれています。このため、国や地方公共団体には障害者の意思疎通

を仲介する者の養成・派遣や、災害などの非常事態の場合に障害者の安全確保に必要な情報を的

確に伝えるための取り組みなど、障害者の情報利用におけるバリアフリー化の推進を図ることが

求められています。 

本市では、広報紙の点訳・音訳版の作成や市ホームページへの音訳版の掲載、市の事業などへ

の手話通訳者・要約筆記者の派遣などにより、障害者の情報取得の機会拡大に取り組んできまし

たが、今後もさらなる取り組みの推進が必要です。 

なお、障害者の情報取得や意思疎通の手段として、インターネットや携帯電話などの電子情報

機器は有効であるため、情報バリアフリーの一環として、このような機器を活用するための環境

づくりや支援を行うことも大切です。 

 

 

≪基本方針≫ 

◎ 障害者が生活に必要な情報を入手したり、自由に意思疎通したりできるよう、障害の特性な

どに配慮した情報取得やコミュニケーションの支援の充実を図ります。 

 

 

 

≪施策の方向≫ 

（１） 情報バリアフリーの推進 

○本市における情報バリアフリー推進に係る基本方針を策定し、情報バリアフリーの取り組み

を推進していきます。 

○広報紙や各種通知などの行政文書の点訳・音訳を推進します。 

○手話通訳者や要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員などの育成・派遣の充実を図ります。 

○インターネットや携帯電話などの電子情報機器について、利用方法周知などによる活用支援

に努めます。 
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≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

14 

情報バリアフリー推進

に係る基本方針の検討 

【新規】 

市が行う情報発信（講演会の開催、出版物の

発行等）について、障害がある方の情報取得

への配慮について、市全体の方針を定めま

す。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

15 
「広報くるめ」の点

訳・音訳版などの発行 

「広報くるめ」について、ボランティア団体

と連携して、点訳版・音訳版を作成するとと

もに、市ホームページに音訳版の掲載等を行

います。 

総合政策部 

広報課 

16 
「議会だより」点訳・

音訳版の発行 

点訳ボランティアと連携して、「議会だより」

の点訳版を作成し、希望者及び関係団体に配

布します。また、音訳についても、音訳ボラ

ンティアと連携して、希望者に送付します。 

議会事務局 

議事調査課 

17 

各種通知などの点訳・

音声コード添付などの

推進 【拡充】 

各種通知などの行政文書について点訳・音声

コード添付やわかりやすい表現版の作成な

どの障害特性に応じた方法による提供に努

めます。 

健康福祉部 

障害者福祉課、 

市民文化部 

資産税課、 

市民文化部 

市民税課 

手話通訳者・要約筆記者養成を目的とした講

習会を継続して実施します。 

18 
手話通訳者・要約筆記

者養成講座の実施 

◆数値目標◆ 

＜年間受講者数＞ 

平成２４年度（実績）： 

手話通訳 42人・要約筆記 16人  ⇒ 

平成２９年度（目標）： 

手話通訳 80人・要約筆記 20人 

健康福祉部 

障害者福祉課 

19 

手話通訳者・要約筆記

者派遣 

（再掲：事業 95） 

聴覚障害者の参加が見込まれる市事業に手

話通訳者や要約筆記者を派遣します。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

20 
盲ろう者向け通訳・介

助員の派遣 【新規】 

 盲ろう者の要請に基づき、コミュニケーシ

ョン及び移動等の支援を行う盲ろう者向け

通訳・介助員を派遣します。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

21 

障害福祉サービスなど

の情報提供・相談の充

実 

広報紙や事業者ガイドブック、ホームページ

などの多様な媒体を活用して、障害福祉サー

ビスなどに関する情報提供を行います。ま

た、相談の手段としてインターネットのさら

なる活用を図ります。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

22 
情報機器の利用方法な

どの周知 

消費者保護の観点も含め、消費生活支援セン

ター等と連携・協力しながら、インターネッ

ト・携帯電話などの情報機器の利用方法など

の周知など、活用支援に努めます。 

健康福祉部 

障害者福祉課 
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３． ボランティアなどの育成・活動促進 

≪現状と課題≫ 

障害者が安心して地域で暮らし続けるためには、障害福祉サービスなどの公的な支援だけでな

く、ボランティアなどによる、より身近できめ細やかな支援があることが大切です。 

本市では、市民活動サポートセンターを中心に、さまざまな分野の市民活動やボランティア活

動の支援に取り組んでおり、第 1期計画期間においては、障害者福祉分野に取り組む団体が 31 団

体から 40 団体に増加するなど、障害福祉分野での市民活動の取り組みは着実に進んでいるといえ

ます。 

今後も市民活動サポートセンターでの市民活動の育成・支援に取り組むとともに、さらなるボ

ランティア活動の充実を図るため、久留米市社会福祉協議会などのボランティア育成に取り組む

関係団体との連携・協働して福祉ボランティアの育成に取り組むことが必要です。 

 

 

≪基本方針≫ 

◎ 市民及び関係団体などと連携・協働して、障害者の生活を地域で支える福祉ボランティアの

育成・支援に取り組みます。 

 

≪施策の方向≫ 

（１） ボランティアなどの育成・活動促進 

○福祉ボランティアを含む市民活動支援のため、市民活動サポートセンターでの相談・支援や

市民活動保険への加入を継続していきます。 

○久留米市社会福祉協議会などの関係機関と連携して福祉ボランティアの育成に努めるととも

に、地域活動支援センターにおいてもボランティア養成に取り組みます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

各種市民活動団体・ボランティアの活動を促

進するため、「市民活動サポートセンター」

において、各種団体が会議や作業を自由に行

える施設の提供や相談・支援を行います。 
23 

市民活動サポートセン

ターの運営 ◆数値目標◆ 

＜総利用者数＞ 

平成２４年度（実績）：115 人／日 

平成２９年度（目標）：120 人／日 

協働推進部 

協働推進課 

24 市民活動保険の加入 

市民が安心して市民活動を行えるよう、市民

活動保険に加入し、活動中のケガや損害賠償

などに備えます。 

協働推進部 

協働推進課 

25 

久留米市社会福祉協議

会など関係機関との連

携 

久留米市社会福祉協議会や久留米市ボラン

ティア連絡協議会などと連携して、福祉ボラ

ンティアの育成に努めます。 

健康福祉部 

障害者福祉課 
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26 

地域活動支援センター

（Ⅰ型）の運営 

（再掲：事業 144） 

【拡充】 

障害者の日中活動の場及び地域の支援ネッ

トワークの中核として、地域活動支援センタ

ーを運営します。また、障害者理解の促進、

地域住民ボランティア養成についても取組

みます。 

健康福祉部 

障害者福祉課 
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４． 障害者にやさしいまちづくりの推進 

≪現状と課題≫ 

障害者の自立と社会参加を支援するうえで、障害者が暮らしやすい生活環境をつくることは非

常に重要です。 

本市では、平成 18 年に制定された「バリアフリー法」等に基づき、誰もが快適で生活しやすい

ユニバーサルデザインの視点にも配慮しつつ、道路や公園、市営住宅等の整備を計画的に進めて

きました。 

しかし、障害者（児）生活実態調査によると、身体障害者の約 4人に１人が依然として外出時

の道路などの段差や公共交通機関の乗り降りに不便や困難を感じており、市の重点施策として「誰

もが利用しやすい交通機関や施設、道路・歩道の整備」に取り組むことを求めています。また、

インタビュー調査においても難病患者などから車いすで利用しやすい道路・歩行空間の整備など

についての意見があがっています。 

障害者にやさしいまちづくりを進めることは、誰にとっても暮らしやすいまちづくりを進める

こととの認識にたち、今後も公共施設などの整備を計画的に進めていくことが必要です。 

また、このようなやさしいまちづくりのためには、公共交通機関や民間施設の関係事業者の理

解・協力が不可欠であることから、これらの事業者との連携強化を図ることも大切です。 

 

 

≪基本方針≫ 

◎ 公共施設や道路などの歩行空間、公園などの公共空間や市営住宅について、バリアフリー化

やユニバーサルデザインの視点による整備を計画的に推進します。 

◎ 公共交通機関や民間施設などの関係事業者に対し、バリアフリーやユニバーサルデザインに

よる施設等の整備についての理解・協力を求めていきます。 

 

 

≪施策の方向≫ 

（１） 施設などのバリアフリーの推進 

○「バリアフリー法」や「福岡県福祉のまちづくり条例」などに基づき、市庁舎や公園などの

公共施設や民間施設のバリアフリー化を推進します。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

27 公共施設の整備・改善 
市庁舎等の公共施設の整備・改善に努めま

す。 

健康福祉部 

障害者福祉課、 

各施設所管課 

28 

都市公園整備事業にお

けるバリアフリー化の

推進 

誰もが安全快適に公園利用ができるように、

新たに公園整備を行う際には、バリアフリー

化に努めます。 

都市建設部 

公園緑化推進課 
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29 

福岡県福祉のまちづく

り条例に基づく届出・

完了検査制度 

不特定多数の人が利用する「まちづくり施

設」の計画に対して、バリアフリー化の技術

的な指導や相談、情報提供等を行います。 

都市建設部 

建築指導課 

30 商店街の環境整備 
空き店舗補助を活用する新規出店者に対し、

バリアフリー化の誘導に努めます。 

商工観光労働部 

商工政策課 

 

 

 

（２） 移動・交通に関わるバリアフリーの推進 

○国・県や地域の関係団体などと連携して、安全な道路・歩行空間の整備・確保に取り組みま

す。 

○交通事業者と行政で障害者を含む交通弱者に対する交通対策を協議できる場づくりを検討す

るとともに、ノンステップバス導入促進に向けた要請・支援などにより、公共交通機関等で

のバリアフリーを促進します。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

31 
道路整備の推進  

【拡充】 

市街地などへの交通アクセスの利便性を向

上するため、国などと協議し、バイパスなど

の必要な道路の整備に努めます。 

都市建設部 

広域道路対策課 

32 バリアフリー推進事業 

高齢者や車いす利用者が安全で快適に通行

できる歩行空間を形成するため、西鉄久留米

駅周辺の一定の地区を重点的に、国・県と連

携を図りながら、歩道の拡幅や段差解消等歩

行空間のバリアフリー化を行います。 

都市建設部 

生活道路課 

33 
視覚障害者のための設

備設置 

信号機設置は、公安委員会の判断となるた

め、所管である警察署に対し、設置を働きか

けていきます。 

都市建設部 

生活道路課 

34 
公共交通事業者等への

理解促進 【拡充】 

交通事業者と障害者に係る交通対策につい

て協議できる場の検討を行います。 

健康福祉部 

障害者福祉課、 

都市建設部 

都市デザイン課 

35 

ノンステップバス導入

促進 

【新規】 

久留米市内を運行する路線へのノンステッ

プバス導入促進に向けて、交通事業者に対す

る要請・支援に努めます。 

都市建設部 

都市デザイン課 

36 歩道空間の確保 

西鉄久留米駅・ＪＲ久留米駅周辺などにおい

て放置自転車の撤去や放置自転車防止の指

導を行い、安全な歩行空間の確保に努めま

す。 

都市建設部 

生活道路課 
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（３） 住まいのバリアフリーの推進 

○市営住宅の建替えや新築に際し、バリアフリー化を推進します。 

○障害者が暮らしやすい住まいづくりを支援するため、住宅改造アドバイザーや住宅改造に係

る補助などの関連制度の周知と利用促進に取り組みます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

老朽化した木造の市営住宅について集約を

図り、エレベーターの設置、室内の段差の解

消や手すりの設置など、障害者に配慮した建

替えを進めます。新築については、バリアフ

リーやユニバーサルデザインの住宅の確保

に努めます。 
37 

公営住宅建設・建替事

業の実施 

◆数値目標◆ 

＜建替戸数＞ 

※長寿命化計画（前期）における目標 

平成２３～２７年度：430戸 

都市建設部 

住宅政策課 

「住宅リフォーム事業」などにおいて、既設

の市営住宅の計画的改善を行い、後付けエレ

ベータの試験的導入の検討等、住宅のバリア

フリ－を推進します。 
38 

既存住宅の計画的改善 

【拡充】 ◆数値目標◆ 

＜エレベータ設置率＞ 

※長寿命化計画（前期）における目標 

 平成２７年度；23.8％ 

都市建設部 

住宅政策課 

手すり設置、床段差の解消及び風呂場の改修

など既設住宅の改修を総合的に行う中で、

個々の障害状況に一定配慮した住宅設備「ハ

ーフメイド方式」の導入について研究を行い

ます。 39 
住みやすい住宅の研

究・開発 
◆数値目標◆ 

＜専用住戸確保数＞ 

平成２４年度（実績）：０戸 

平成２９年度（目標）：既存・新築 各１戸 

都市建設部 

住宅政策課 

住宅の改造・新築の際の相談に、福岡県建築

住宅センターの住宅改造アドバイザーを周

知し、活用します。 

40 
住宅改造アドバイザー

の活用 
◆数値目標◆ 

＜利用件数＞ 

平成２４年度：年３件 ⇒ 

平成２９年度：年 10件 

健康福祉部 

障害者福祉課 

重度心身障害者の住宅改造費の補助を行う

「重度心身障害者住宅改造補助事業」につい

て周知と利用促進に努めます。 

41 
重度心身障害者住宅改

造補助事業の周知 
◆数値目標◆ 

＜利用件数＞ 

平成２４年度（実績）：年２件 ⇒ 

平成２９年度（目標）：年３件 

健康福祉部 

障害者福祉課 
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第２章  安全と安心のために 

【分野】３ 権利擁護   ４ 防災・防犯  

１． 権利擁護・相談支援体制の確立 

≪現状と課題≫ 

近年、障害者に対する虐待など、障害者の権利をおびやかすさまざまな事件が発生し、社会問

題となっています。 

本市の障害者（児）生活実態調査においても、障害者の 1割程度の人が虐待を受けた可能性が

あると回答するなど、地域の中で虐待などの障害者の権利侵害が行われているおそれがあります。

また、インタビュー調査などでは「親亡き後の不安」として、残された障害者の財産管理につい

て不安を覚えるなどの意見がみられました。 

本市では、このような障害者に対する権利侵害などへの対策として、障害者虐待防止法の施行

にあわせて平成 24 年 10 月に障害者虐待防止センターを設置し、365 日 24 時間の受付け体制によ

り虐待の防止や早期発見に取り組んでいるほか、成年後見制度などの関連制度の周知や利用支援

など権利擁護対策を進めてきました。 

今後は、少子高齢化や一人暮らしの増加などがさらに進むことも考慮しつつ、相対的に弱い立

場にある障害者を虐待などのさまざまな権利侵害から守るためのしくみをさらに強化していくこ

とが必要です。 

また、障害者が地域で安心して暮らし続けるためには、生活上の困りごとなどを気軽に相談し

解決できる場があることが大切です。障害者（児）生活実態調査においても、生活に必要な支援・

サービスとして「何かあったときすぐ相談できる相談支援」が第１位にあがっており、相談支援

に対するニーズの高さがうかがえます。 

本市では委託相談窓口の増設など相談支援体制の充実に取り組んでいますが、今後はさまざま

な相談機関・窓口などが連携しながら、さらなる相談支援体制の強化が必要です。 

 

 

≪基本方針≫ 

◎ 障害者の権利や財産を守るため、成年後見制度などを活用した権利擁護や虐待防止対策を進

めます。 

◎ 障害者からのさまざまな相談に適切に対応するため、相談支援の充実を図ります。 
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≪施策の方向≫ 

（１）  権利擁護の推進 

○成年後見制度や地域福祉権利擁護事業等の権利擁護に係る制度などについて、周知と利用促

進に努めます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

42 
成年後見制度の周知 

【拡充】 

成年後見制度の周知と利用促進・利用援助に

努めます。 

健康福祉部 

長寿支援課、 

健康福祉部 

障害者福祉課 

43 

障害福祉サービスに関

する苦情解決制度の周

知 【拡充】 

障害福祉サービスに関する利用者等の苦情

を適切に解決するため、助言、相談、調査等

を行う「福岡県運営適正化委員会」などの支

援機関・制度等の周知に努めます。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

44 
日常生活自立支援事業

の周知 

久留米市社会福祉協議会と連携して、日常生

活自立支援事業の周知と利用促進に努めま

す。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

 

 

 

（２）  虐待防止体制の整備  

○久留米市障害者虐待防止センターを中心に、障害者の虐待防止に取り組みます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

45 
障害者虐待防止対策支

援の推進 【拡充】 

久留米市障害者虐待防止センターにおいて、

障害者虐待に関する通報を受け付け、必要な

対応をとるとともに、障害者虐待の未然防止

について周知・啓発を図ります。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

 

 

 

（３）  相談支援事業の推進  

○基幹相談支援センター機能の検討など、相談支援体制の整備・充実に取り組みます。 

○「久留米市障害者地域生活支援協議会」を中心に、よりよい相談支援のあり方などを協議し、

相談支援体制の充実・強化を図ります。 
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≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

46 

障害者相談支援体制の

整備 【拡充】 

（再掲：事業 109） 

地域バランスや中立公平性の確保を考慮し

ながら、障害者などが利用しやすい相談支援

体制づくりを進めます。また、基幹相談支援

センターの機能の確立等について検討を行

います。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

47 

地域生活支援協議会の

運営 

（再掲；事業 113） 

「久留米市障害者地域生活支援協議会」を中

心に、地域の障害者に関する相談支援体制の

充実強化を図ります。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

 

 

 

（４）  多様な相談窓口の充実  

○障害者相談員を地域に配置し、身近な地域で障害者からの相談に対応します。 

○障害者の生活に係るさまざまな分野で障害者に配慮した相談対応ができるよう、障害福祉分

野以外の各種相談機関などとの連携強化を図ります。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

身体・知的障害者相談員を地域に配置し、地

域及び市民センター等で継続して障害者か

らの相談に対応します。 

また、相談員の資質向上のため、相談員など

に対する研修を実施します。 48 障害者相談員の配置 

◆数値目標◆ 

＜相談件数＞ 

平成 29 年度末までに平成 24 年度比 10％増

（153 件／年） 

健康福祉部 

障害者福祉課 

49 
各種相談機関の連携強

化 

民生委員・児童委員等の地域の活動団体や、

地域子育て支援センター、地域包括支援セン

ター等の各種相談機関、医療機関等の関係機

関の連携強化を図ります。 

健康福祉部 

障害者福祉課 



 

- 34 - 

２． 防災・防犯対策の推進  重 点 施 策  

≪現状と課題≫ 

障害者が地域で安心して安全に暮らし続けるうえで、防災・防犯はたいへん重要な課題です。 

東日本大震災や九州北部豪雨などの大規模災害の発生により、市民の防災意識は高まっており、

本市においても、災害時要援護者名簿の作成や避難訓練の実施など、障害者をはじめとする災害

弱者の支援に迅速に対応できる環境づくりを進めてきました。 

しかしながら、障害者の 8割以上は災害に対する備えをしておらず、また、約 3割の人は災害

時に避難所まで避難できないと回答しています。加えて、災害発生時に正確な情報が得られるか、

避難所で必要な薬や治療を受けたり、障害に応じた対応があるかといったことに不安を感じてい

る人が多くなっています。 

このような障害者の状況を踏まえつつ、避難時に障害者に適切な配慮を行うための福祉避難所

の確保など、防災対策のさらなる推進を図ることが必要です。また、避難所などにおいて、より

困難が大きいと考えられる女性の障害者への支援や配慮のあり方についても、今後研究が進めら

れていかなければなりません。 

あわせて、犯罪や事故から障害者を守るため、警察や地域関係者などと連携して防犯や安全確

保のための対策を進めることも必要です。 

 

≪基本方針≫ 

◎ 障害者を災害から守るため、災害時要援護者支援体制をはじめとした防災対策を推進します。 

◎ 障害者を犯罪や事故から守るため、防犯対策や地域での見守りなどを推進します。 

 

 

≪施策の方向≫ 

（１） 防災対策の推進 

○障害者をはじめとした市民や福祉施設などの関係事業者に対して、防災に係る知識や情報、

関連機器等の普及を図るとともに、防災設備の設置などに係る指導や啓発に努めます。 

○「災害時要援護者プラン」に基づき、災害時要援護者支援体制の充実を図ります。 

○福祉避難所の設置に向けて指定を進めます。 

 

 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

50 
防災知識の普及  

【拡充】 

地域防災計画及び国民保護計画に基づき、障

害者やその家族、地域住民に対して研修会の

開催、防災に関する資料の提供などにより防

災知識の普及を図ります。 

都市建設部 

防災対策課 
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聴覚・言語障害者向けのメール１１９の登録

普及を行います。 

51 メール１１９の登録 
◆数値目標◆ 

＜登録者数＞ 

平成２４年度（実績）：89人 ⇒ 

平成２９年度（目標）：110 人 

広域消防本部 

情報指令課、 

健康福祉部 

障害者福祉課 

障害者等への防火指導を継続して行います。 

52 防火指導の実施 
◆数値目標◆ 

平成２９年度までに久留米市身体障害者福

祉協会登録会員（視力部、ろうあの部）全員

［180 名］に指導 

広域消防本部 

予防課 

53 福祉防災機器の普及 福祉防災機器の周知と利用促進に努めます。 
健康福祉部 

障害者福祉課 

54 防災機器の普及・促進 

聴覚障害者等の住宅用火災警報器設置状況

調査を行います。 

聴覚障害者等への住宅用火災警報器の設置

指導及び維持管理の指導などを継続して行

います。 

広域消防本部 

予防課 

55 消防設備の整備・管理 福祉施設等の立入検査を行います。 
広域消防本部 

予防課 

「災害時要援護者支援プラン」を推進し、地

域における要援護者支援体制の整備に努め

るとともに、要援護者名簿を活用した防災訓

練を進めます。 

56 
災害時要援護者支援体

制の充実 【拡充】 

◆数値目標◆ 

＜要援護者名簿登録者数＞ 

平成２４年度（実績）：4,272 人 

平成２８年度（目標）：8,000 人 

＜要援護者名簿登録率＞ 

平成２４年度（実績）：10％ 

平成２８年度（目標）：20％ 

＜要援護者名簿を活用した防災訓練（図上訓

練）実施済み校区数＞ 

平成２４年度（実績）：44校区 

平成２８年度（目標）：全校区 
※目標値及び目標年度は「第2期久留米市地域福祉計画」

の値による 

健康福祉部 

地域福祉課、 

都市建設部 

防災対策課 

57 
障害者施設等の防災機

能の充実 

国・県の補助金等を活用して障害者施設等の

防災機能の充実を図ります。また、事業者に

対する防災対策の啓発・指導に努めます。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

一般の避難所では生活することが困難な、要

介護高齢者や障害のある方を対象とする福

祉避難所を指定します。 

58 
福祉避難所の指定 

【拡充】 

◆数値目標◆ 

＜要援護者名簿登録率＞ 

平成２４年度（実績）：0か所 

平成２８年度（目標）：公共施設 5 か所 

社会福祉施設等 

 40 か所 

健康福祉部 

地域福祉課、 

健康福祉部 

障害者福祉課、 

健康福祉部 

長寿支援課 
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（２） 防犯・安全対策の推進 

○悪質業者による消費者被害等の犯罪や交通事故などの防止に関する広報啓発を行います。 

○地域の関係者等と連携して、障害者等に対する見守りや緊急時などの安全確保のための取り

組みを進めます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

59 
消費者被害防止のため

の広報啓発 

悪質な訪問販売などから障害者を守るため、

関係機関などと連携して、悪質業者などから

の被害防止に関する広報や講座などの開催

に努めます。 

協働推進部 

消費生活センター、 

健康福祉部 

障害者福祉課 

60 
くるめ見守りネットワ

ークの推進 【新規】 

すべての市民が地域から孤立することなく

安心して暮らせるように、郵便、電気、ガス

等の巡回事業者との協働により見守りのネ

ットワークを構築し、異変の早期発見に努め

ます。 

健康福祉部 

地域福祉課 

61 
久留米高齢者ＳＯＳネ

ットワーク協議会 

認知症が原因で徘徊をするおそれがある高

齢者の情報を事前登録し、すみやかな発見保

護を行います。 

健康福祉部 

長寿支援課 

62 
緊急通報システム機器

の貸与 

概ね 65 歳以上の高齢者で心疾患等の慢性疾

患があり常時注意を要する方や、身体障害

１・２級の方で緊急時に対応が困難な一人暮

らしの方に、緊急通報システム機器貸与を継

続して行います。 

健康福祉部 

長寿支援課 

63 
自転車マナー向上のた

めの広報啓発 【拡充】 

「四季の交通安全県民運動」や学校単位での

交通安全教室などにより、自転車マナーに関

する講習会や広報啓発を継続して行います。 

協働推進部 

安全安心推進課 
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第３章  支援が必要な子どもの発達支援と教育の充実のために 

【分野】５ 療育・保育   ６ 教育・育成  

１． 健康相談の充実 

≪現状と課題≫ 

発達の遅れや障害のある子どもが、できるだけ早い時期から適切な支援を受けられるよう、早

期にその障害などを把握することが大切です。 

このため、本市では、乳幼児健診として、4か月児・10 か月児・１歳 6か月児・3歳児の健診を

行っており、健診未受診者への個別受診勧奨などの取り組みにより受診率 9割以上と高い水準を

維持できています。健診の結果、専門的な支援が必要と思われる子どもについては、市の各種相

談事業へ案内したり、幼児教育研究所や教育委員会などの各種相談窓口へ紹介するなど、その後

の相談・支援へのつなぎを行っています。また、中核市移行に伴う保健所設置以降は、発達相談

なども市が独自に実施することにより、よりきめ細やかな相談や情報提供が可能となりました。 

このように母子保健事業を中心とした健康相談の充実に取り組んできましたが、インタビュー

調査などでは、これらの相談などにつながりにくい保護者がいることも指摘されています。 

このため、今後も、乳幼児健診の受診勧奨に継続して取り組むとともに、健診から専門機関へ

のよりスムーズな紹介を行うなどの取り組みが必要です。 

 

≪基本方針≫ 

◎ 発達の遅れや障害のある子どもに対する早期支援の窓口として、乳幼児健診などの母子保健

事業の充実を図ります。 

 

 

≪施策の方向≫ 

（１） 母子保健事業の充実 

○乳幼児健診のさらなる受診率向上を目指すとともに、発達の遅れや障害のある子どもに対す

る健診後の支援体制の充実を図ります。 
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≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

乳幼児期の疾病などを早期に発見･支援する

ために、4ヶ月・10ヶ月・1歳 6ヶ月・3歳

児の健康診査を継続して行います。 

64 

4 か月児健康診査、 

10 か月児健康診査、 

1 歳 6か月児健康診査、 

3 歳児健康診査の実施 

◆数値目標◆ 

＜乳幼児健診受診率＞ 

平成２４年度（実績）： 

4 か月：96.1％、10 か月：91.8％ 

1 歳 6か月：98.8％、3歳：93.8％ 

⇒ 

平成２９年度（目標）：各健診 100％ 

健康福祉部保健所 

健康推進課 

65 
健診後の支援体制の充

実 

健診の結果、専門的な援助が必要と思われる

乳幼児については、気になるお子さん相談、

ことばの相談、ママパパきもち楽々相談会へ

の案内や、幼児教育研究所や学校教育などの

関係機関・部署に紹介するなど、必要な指

導・支援を行います。 

健診後の支援をより充実するため、保健師と

保育士、臨床心理士などの専門職との連携強

化を図ります。 

健康福祉部保健所 

健康推進課 
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２． 切れ目のない療育・教育体制の確立  重 点 施 策  

≪現状と課題≫ 

発達の遅れや障害がある子どもにとっては、乳幼児期から小学校・中学校・高校といった成長

段階に応じつつ、一貫した支援が行われることが大切です。 

しかしながら、障害者（児）生活実態調査によると、発達面で支援が必要と思われる子どもの

保護者の約 6割が乳幼児期から学校卒業まで相談・療育・訓練を一貫して行う機関が市内にない

ことに困っていると回答しています。 

また、本市は、就学前の子どもなどの保育や発達支援に関する研究や相談・支援を行う療育機

関として幼児教育研究所を設置していますが、利用者が増加傾向にあるため、専門的知識を有す

る職員の確保などによる機能強化が課題となっています。 

さらに、インタビュー調査等においては、学校や専門相談機関側の意見として、支援が必要な

子どもの増加傾向に対応するための人員の確保や、多様な障害に対応するための職員の専門性・

資質向上が必要であること、保育所・幼稚園・認定子ども園・小学校・中学校・高校といった、

関係機関間の連携強化が必要であることなどがあがっています。また、障害福祉と児童福祉、教

育といった行政の関係部署間の連携強化についても指摘があります。 

このような現状を踏まえ、障害のある子どもに対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した支

援を行うしくみづくりや、保育所・幼稚園・小学校・中学校・高校などの関係機関間の連携強化、

庁内関係部局連携による、総合的な支援体制の構築などに取り組む必要があります。 

 

 

≪基本方針≫ 

◎ 福祉・教育・保健・医療分野の庁内外の連携を強化しつつ、乳幼児期から学校卒業までの切

れ目のない療育・教育体制の確立に向けて取り組みます。 

 

 

≪施策の方向≫ 

（１） 乳幼児期から学校卒業までの一貫した療育・教育体制の確立 

○乳幼児期の療育・教育支援として、発達支援事業による相談や療育・訓練の充実を図ります。 

○幼児教育研究所の機能強化や、幼稚園・保育所・学校などとの連携強化を図ります。 

○乳幼児期から学校卒業までの一貫した切れ目のない支援体制の確立に向けて取り組みます。 
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≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

発達の遅れや障害のある乳幼児などに対し

て、医師、臨床心理士、言語聴覚士などの専

門家による相談事業を実施します。 

66 

発達支援事業（専門家

による相談事業）の充

実 
◆数値目標◆ 

＜相談者数（延べ）＞ 

平成２４年度（実績）：710 人 ⇒ 

平成２９年度（目標）：800 人 

子ども未来部 

幼児教育研究所 

発達の遅れや障害のある乳幼児などに対し、

療育、訓練事業を通して、子どもの実態に応

じたきめ細かな支援を実施します。 

67 
発達支援事業（療育・

訓練事業）の充実 
◆数値目標◆ 

＜利用者数（延べ）＞ 

平成２４年度（実績）：7,073 人 ⇒ 

平成２９年度（目標）：8,000 人 

子ども未来部 

幼児教育研究所 

68 
幼児教育研究所の機能

充実 【拡充】 

療育担当者の資質の向上、相談、療育、訓練

の担当者による協同的発達支援システムの

構築等により、幼児教育研究所の機能の充実

を図ります。 

子ども未来部 

幼児教育研究所 

幼保小の接続期の保育教育の充実のために、

久留米市幼児教育研究推進委員会を中心と

した合同研修会、連携担当者研修会の実施に

努めます。 

69 

久留米市幼児教育研究

推進委員会の開催（幼

保小連携強化事業） 
◆数値目標◆ 

＜参加者数（幼保小連携担当者研修）＞ 

平成２４年度（実績）：394 人 

平成２９年度（目標）：500 人 

子ども未来部 

幼児教育研究所 

70 障害児等療育支援事業 

在宅の重症心身障害児（者）、知的障害児

（者）、身体障害児（者）、精神障害者、難

病患者等の地域における生活を支えるため、

身近な地域で療育指導等が受けられる療育

機能の充実を図るとともに、これらを支援す

る圏域の療育機能との重層的な連携を図り

ます。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

71 
切れ目のない支援体制

の確立 【拡充】 

障害や発達面での支援が必要な子どもに関

する包括的支援を、幼保小の区別なく一貫し

て行う体制の検討・整備を図ります。 

健康福祉部 

障害者福祉課、 

子ども未来部 

幼児教育研究所 

教育部 

学校教育課 
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３． 療育の充実 

≪現状と課題≫ 

発達の遅れや障害がある子どもの成長においては、その障害などの特性に配慮した適切な医療

や保育・教育の提供が必要です。 

障害者基本法では、平成 23 年の法改正により、基本的施策の一分野として「療育」が新設され

ており、障害などのある子どもが、可能な限り身近な地域で療育を受けられるような環境整備や

専門職員の育成などにより療育の充実を図ることを、国や地方公共団体に求めています。 

本市では、就学前の保育や教育については、認可保育園全園で発達の遅れや障害のある子ども

を受け入れているほか、私立幼稚園でも障害児受入れの取り組みが進められています。これらの

保育・教育施設については、インタビュー調査等において、人員確保や職員の専門性向上などの

課題が指摘されていることから、研修の支援など、これらの保育・教育施設に対するさらなる支

援の充実が必要です。 

 

≪基本方針≫ 

◎ 保育園・幼稚園・認定こども園と連携して、障害などのある子どもに対する就学前の保育・

教育の充実を図ります。 

◎ 発達障害の子どもが適切な支援を受けられるよう、関係者などに対する啓発や理解促進に取

り組みます。 

 

 

≪施策の方向≫ 

（１） 保育サービス等の充実 

○保育園での障害児加配や職員研修を継続して行います。 

○就学後の放課後対策として、障害児放課後対策事業（放課後の預かり）や地域の学童保育所

での受入れを促進します。 

○障害などのある子どもを受け入れている私立幼稚園に対して、経費補助などの支援を行いま

す。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

72 
保育園職員の障害児加

配 

認可保育園で障害児や発達の遅れのある児

童を受け入れるため、保育士などの加配を継

続します。 

子ども未来部 

児童保育課 

多様化する保育ニーズに適切に対処できる

保育士を育成するため、公私立保育所の職員

に対する研修を行います。 
73 

久留米市保育所連盟研

修事業 ◆数値目標◆ 

＜参加者数＞ 

平成２４年度（実績）：4,097 人※ ⇒ 

子ども未来部 

幼児教育研究所 
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※筑後地方保育研究事業研究大会による増 

平成２９年度（目標）：3,800 人 

障害のある児童生徒を対象とした放課後対

策事業を継続するとともに、空き教室以外の

保育施設の確保や土曜日の活動内容などに

ついて検討していきます。 

74 
障害児放課後対策事業

の充実 

◆数値目標◆ 

＜利用者数＞ 

平成２４年度（実績）：83人 

平成２９年度（目標）：102 人 

＜利用日数（延べ）＞ 

平成２４年度（実績）：4,597 日 

平成２９年度（目標）：5,637 日 

健康福祉部 

障害者福祉課 

75 
学童保育所指導員の障

害児加配 

学童保育所で障害児や発達の遅れのある児

童を受け入れるため、指導員の加配を継続し

ます。 

子ども未来部 

子ども育成課 

76 

私立幼稚園への心身障

害児教育振興補助金の

交付 

心身障害児が在園する市内幼稚園に対し、心

身障害児教育に係る経常的経費の一部を補

助します。 

子ども未来部 

子ども育成課 

 

 

（２）  発達障害などへの適切な支援  

○発達障害などに対する理解を促進するため、発達障害に関する情報提供・啓発に取り組みま

す。 

○幼稚園、保育園、認定こども園、学校などの教職員等に対して、発達障害などに関する研修

を行います。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

77 

発達面で支援が必要な

子どもについての情報

提供と啓発 【拡充】 

広報紙やチラシ・パンフレットなどの媒体

や、保健・保育・教育などの各種相談事業、

講演会などを通じて、学習障害、注意欠陥多

動性障害、高機能自閉症などの発達面での支

援が必要な子どもに関する情報を提供し、障

害に対する知識の普及と理解促進を図りま

す。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

78 
幼稚園教諭などへの研

修の実施 

幼稚園教諭などを対象に、発達障害について

の研修を実施します。 

子ども未来部 

子ども育成課 

79 
学童保育所指導員など

への研修の実施 

学童保育所指導員などを対象に、発達障害に

ついての研修を実施します。 

子ども未来部 

子ども育成課 

小・中・高学校や特別支援学校などの教職員

を対象に、発達障害についての研修を実施し

ます。また、保育士を対象に統合保育研修な

どを実施します。 
80 

教職員などへの研修の

実施 ◆数値目標◆ 

＜市教育委員会主催の研修会開催回数＞ 

平成２４年度（実績）：年 3回 ⇒ 

平成２９年度（目標）：年 3回 

教育部 

教育センター 
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４． 学校教育の充実 

≪現状と課題≫ 

学校教育においては、障害のある児童生徒が、合理的配慮を含む必要な支援のもと、年齢や能

力に応じ、かつ特性を踏まえた教育を、可能な限り障害のない児童生徒とともに受けることがで

きるしくみであるインクルーシブ教育システムの構築が必要とされています。 

本市ではこのようなインクルーシブ教育のための環境づくりとして、学校での訪問看護への利

用料援助や学校施設のバリアフリー化、教職員に対する特別支援教育研修などの学校教育の充実

に取り組んできました。 

しかしながら、障害者（児）生活実態調査によると、教育に関する要望として 4割強の保護者

が「専門知識を持った教職員の増員」をあげており、教職員の確保やさらなる資質向上が求めら

れていることがわかります。また、インタビュー調査等では、学校側の意見として、教職員など

の人材確保や資質向上のほか、学校施設のバリアフリー化や医療的ケアなどへの配慮、視覚指導

用具などの教育的ニーズに応じた支援機器の充実などの意見があがっています。 

また、ともに学ぶ環境づくりを進めると同時に、個別の教育的ニーズのある子どもに対し、将

来の自立と社会参加を見据えて、各成長段階での教育的ニーズに最適な指導を提供できるよう、

通常の学級や通級指導、特別支援学級や特別支援学校という多様な学びの場があることが大切で

す。 

本市では、このような多様な学びの場として、通級指導教室や特別支援学校での教育の充実に

努めていますが、通級指導教室の利用者増への対応など、利用者のニーズに対応した環境改善や

機能充実が必要となっています。 

 

 

≪基本方針≫ 

◎ 教職員の人材確保や資質向上、学校施設のバリアフリー化など、障害のある児童生徒が可能

な限り障害のない児童生徒とともに学べる環境づくりに取り組みます。 

◎ 個別の支援ニーズに応じた適切な教育が行えるよう、通級指導教室や特別支援学校などの多

様な学びの場の確保・充実を図ります。 

 

 

≪施策の方向≫ 

（１） 特別支援教育の推進 

○地域の特別支援教育の中核として久留米市特別支援学校のセンター機能の充実を図るととも

に、教職員研修などにより、特別支援教育の充実を図ります。 
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≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

障害児の適切な就学のために、医療・福祉・

心理・学校教育分野の専門委員の意見をもと

に保護者への就学指導などを行います。 

81 就学指導の充実 ◆数値目標◆ 

＜就学先一致＞ 

平成２４年度（実績）：97％ ⇒ 

平成２９年度（目標）：99％以上 

教育部 

学校教育課 

特別支援教育についての校内研修会（年1回）

や市教育委員会主催の研修会を開催します。 

82 
特別支援教育に関わる

教職員研修 

◆数値目標◆ 

＜特別支援教育についての研修を受けた教

職員の割合＞ 

平成２４年度（実績）：90％ ⇒ 

平成２９年度（目標）：95％ 

教育部 

学校教育課 

通級指導教室を継続し、周知と利用促進に努

めます。 

83 通級指導教室 ◆数値目標◆ 

幼児教育研究所における保護者への通級に

関する研修回数を毎年度１回以上実施 

教育部 

学校教育課 

久留米特別支援学校が地域の特別支援教育

の中核として機能するよう、教職員研修の充

実や、関係機関とのネットワークづくりを進

めます。 

84 
久留米特別支援学校の

センター的役割の充実 

◆数値目標◆ 

＜校内研修会開催回数＞ 

平成２４年度（実績）：年 3回 ⇒ 

平成２９年度（目標）：年 4回以上 

＜関係機関とのﾈｯﾄﾜｰｸ会議開催回数＞ 

平成２４年度（実績）：年 1回 ⇒ 

平成２９年度（目標）：年 3回 

教育部 

学校教育課 

 

 

（２） 多様なニーズに対応する教育の充実  

○医療的ケアを必要とする児童生徒に対して、学校への訪問看護等の支援に取り組みます。 

○学校卒業後の進学・就職に向けた適切な進路指導や職業教育の充実に努めます。 

○市立高校での特別支援教育の検討やスクールカウンセラーの活用などにより、障害のある児

童生徒の多様なニーズに対応する教育の充実に努めます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

85 学校訪問看護支援事業 

医療的ケアを必要とする児童生徒の保護者

に対して、訪問看護を学校で利用する際の費

用を補助します。 

教育部 

学校教育課 
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86 医療的ケア対応事業 

久留米特別支援学校での医療的ケアを要す

る児童生徒への対応を充実するため、医療的

ケア実施体制整備事業運営協議会を設置し、

医療的ケアのあり方について検討するとと

もに、看護師を配置します。また、保護者待

機をなくすために看護師増員に取り組みま

す。 

教育部 

学校教育課 

職場実習の時間中に進路指導助手を市費で

配置します。また、関係機関と連携して実習

先でのジョブコーチの活用を検討し、充実に

努めます。 
87 

進路指導・職業教育の

充実 ◆数値目標◆ 

＜卒業後 一般就労した生徒の割合＞ 

平成２４年度（実績）：7％ ⇒ 

平成２９年度（目標）：9％ 

教育部 

学校教育課 

88 
市立高校での特別支援

教育のあり方の検討 

特別支援学級の設置や通常の学級に在籍す

る生徒への対応などを含め、市立高校での特

別支援教育のあり方について検討します。 

教育部 

学校教育課 

全校に配置されるスクールカウンセラーが

発達障害児の教育についても適切な相談・支

援を行えるよう、スクールカウンセラーの確

保及び小中学校のスクールカウンセラー相

互の連携に努めます。 

89 
スクールカウンセラー

活用事業 
◆数値目標◆ 

＜小・中学校、特別支援学校ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ

配置数＞ 

平成２４年度（実績）：各校１人 ⇒ 

平成２９年度（目標）：各校１人（委託２０

人、市常駐１人） 

教育部 

学校教育課 

 

 

（３） 学校教育施設のバリアフリー化  

○小・中学校や特別支援学校、市立高校などにおいて、障害のある児童生徒に配慮した施設・

設備の整備や改善に取り組みます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

90 
特別支援学校施設維持

管理建設事業 

久留米特別支援学校について、生徒の障害状

況に応じた必要な設備などの整備を進めま

す。 

教育部 

学校施設課 

小中学校のバリアフリー化のため、学校施設

定期点検や学校からの情報収集に努め、適切

に対応していきます。 

91 
小中学校施設・設備の

改善 

◆目標◆ 

・平成 34 年度までに全小中学校に多目的ト

イレ設置 

・校舎改築事業に併せエレベーターの設置に

努める 

教育部 

学校施設課 
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５． 社会教育の充実 

≪現状と課題≫ 

「教育」は学校だけで行われるものではなく、社会に出てからも何かを学んでいくことが大切

であり、障害の有無に関わらず、そのような学びの機会が確保されることが大切です。 

本市では、障害者が地域で行われる生涯学習の場に参加しやすい環境づくりとして、校区コミ

ュニティセンター（校区公民館）や体育施設などのバリアフリー化、学習会などへの手話通訳派

遣などに取り組んできました。 

今後も、関連施設のバリアフリー化などにより、障害者が地域の中で生涯学習などに参加しや

すい環境づくりに取り組むことが必要です。 

 

 

≪基本方針≫ 

◎ 障害者の社会教育を推進するため、生涯学習などに参加しやすい環境づくりに取り組みます。 

 

 

 

≪施策の方向≫ 

（１） 生涯学習の推進 

○地域での生涯学習活動を推進するとともに、障害者がこれらの活動に参加できるよう、情報

提供や受入れのための配慮に努めます。 

○生涯学習センターや図書館などの生涯学習に係る施設において、障害者の利用に配慮した環

境や備品などの整備に取り組みます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

92 
チャレンジ土曜塾の実

施 【拡充】 

校区コミュニティセンターを中心として行

われている「チャレンジ子ども土曜塾」につ

いては、各校区社会教育団体と連携して、企

画・運営面や諸活動について支援を行いま

す。 

市民文化部 

生涯学習推進課 

93 

校区コミュニティセン

ター（公民館）での委

嘱学級や自主学級にお

ける手話通訳の実施 

校区コミュニティセンター（公民館）での委

嘱学級や自主学級において、参加者募集の際

には、館報やチラシなどで手話通訳、一時保

育についてＰＲするよう説明会で指導する

とともに、これらの経費の補助を行います。 

市民文化部 

生涯学習推進課 

94 学習活動の支援 

生涯学習センターにおいて、聴覚障害者に対

応できる学習室の提供など、障害者の利用に

配慮した学習・活動の場を提供します。 

 

市民文化部 

生涯学習推進課 
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95 

手話通訳者・要約筆記

者派遣 

（再掲：事業 19） 

市主催の学習会・講演会などに手話通訳者や

要約筆記者を配置し、聴覚障害者の社会参加

の機会の拡大と、活動の支援に努めます。 

健康福祉部 

障害者福祉課、 

全 庁 

図書館での録音図書・点字図書を充実すると

ともに、利用者のニーズに応えられるように

音訳・点訳ボランティアの技術向上のため研

修を行います。利用者からのリクエストの割

合を製作図書数に反映させると伴に、プライ

ベートサービスの充実に努めます。 

96 
点字・録音図書資料の

整備充実 

◆数値目標◆ 

＜蔵書数＞ 

平成２４年度（実績） 

録音／カセット：11,157 タイトル 

録音／デイジー：389 タイトル 

点字：3,581 タイトル 

⇒ 

平成２９年度（目標） 

録音／カセット：11,375 タイトル 

録音／デイジー：690 タイトル 

点字：3,630 タイトル 

市民文化部 

中央図書館 

 

 

 

（２） 社会教育施設のバリアフリー化 

○校区コミュニティセンター（公民館）などの社会教育施設について、障害者に配慮した施設・

設備の充実に努めます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

97 

校区コミュニティーセ

ンター（公民館）建築

費助成 

校区コミュニティセンター等が障害者にと

って利用しやすい施設となるよう、継続して

建築費などの一部を助成します。 

協働推進部 

地域コミュニティ課 

「スポーツ振興基本計画」（平成 18 年度策

定）において、障害者や高齢者にとって使い

勝手の良い施設の整備を意識し、生涯スポー

ツの振興を図るため、施設のバリアフリー化

を推進します。 
98 

社会体育施設のバリア

フリー化 

（再掲：事業 151） 

◆数値目標◆ 

新設施設のバリアフリー実施率 100％ 

市民文化部 

体育スポーツ課 

99 
文化施設整備事業 

（再掲：事業 154） 

各種文化施設において障害者の利用に配慮

した施設整備に努めます。 

市民文化部 

文化振興課 
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第４章  自立して暮らし続けるために 

【分野】７ 雇用・就労   ８ 生活支援  ９ 保健・医療  

１． 一般就労の促進 

≪現状と課題≫ 

障害者の自立にとって就労は重要であり、働く意欲がある障害者が一般就労できる環境づくり

が必要です。 

本市では、一般就労のための訓練や就職後の職場定着等の支援を行う就労移行支援事業所の整

備を進めたことにより、一般就労する人も徐々に増加していますが、障害者（児）生活実態調査

によると、障害者の一般就労率は、最も高い 30 歳代でも 4割を下回っています。また、法定雇用

率を達成している企業・事業所も全体の半数以下に留まるなど、依然として少ない状況です。 

就労できた場合でも、就労に関してさまざま課題を抱えている人が多く、障害者（児）生活実

態調査では、仕事上の悩み・困りごととして、収入が少ないことや障害への周囲の理解不足、人

間関係やコミュニケーションが難しいことや体調不良時の休暇取得が難しいことなどが上位にあ

がっています。 

このような就労に係る悩みを解決し、障害者が一般就労し続けられる環境をつくるためには、

企業・事業所の理解・協力が不可欠です。 

このため、企業・事業所に対して障害者基本法や障害者雇用促進法における雇用のうえでの合

理的配慮の概念などの周知を図るとともに、障害者や企業・事業所に対し、就労や雇い入れに向

けたきめ細やかな支援が必要です。 

 

≪基本方針≫ 

◎ 障害者の一般就労への移行と職場定着の支援に取り組みます。 

◎ 企業・事業所に対して、障害者雇用に対する理解促進を図るとともに、市の業務委託等など

の機会を活用して、障害者の就労機会の提供に努めます。 

 

 

≪施策の方向≫ 

（１） 一般就労移行への支援 

○就労移行支援事業や障害者就業支援などにより、障害者の一般就労と職場定着支援に取り組

みます。 

○企業・事業所に対する関連法制度などの情報提供や雇用優良事業所の表彰などにより、障害

者雇用に対する理解促進を図ります。 

○市が行う業務委託や入札、企業誘致などの機会を活用して、障害者の就労機会の提供に努め

ます。 
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≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

一般就労を目指して訓練を行う場として就

労移行支援事業の基盤整備を図るとともに、

就労支援事業所での就業・生活支援センター

やジョブコーチなどの活用を促進します。 

100 
就労移行支援事業の推

進 

◆数値目標◆ 

＜利用者数＞ 

平成２４年度（実績）：118 人 ⇒ 

平成２９年度（目標）：153 人 

＜利用人日数（延べ）＞ 

平成２４年度（実績）：2,273 人日／月 ⇒ 

平成２９年度（目標）：2,892 人日／月 

健康福祉部 

障害者福祉課 

101 
障害者雇用に関する情

報発信 

事業所（産業団地等への誘致企業を含む。）

に対して、障害者雇用に関する法令や制度な

どの情報を提供し、障害者雇用に関する理解

促進を図ります。 

商工観光労働部 

労政課、 

商工観光労働部 

企業誘致推進課 

102 雇用優良事業所の表彰 

障害者を積極的に雇用している事業所等を

雇用優良事業所（障害者雇用部門）として表

彰し、ＰＲに努めます。 

商工観光労働部 

労政課 

特定非営利活動法人へ白色トレイの選別・保

管業務の業務委託を行っており、今後も障害

者に適した委託業務の開拓に努めます。 

環境部 

資源循環推進課 

103 
障害者への就労機会の

提供 障害者団体に印刷業務等の委託を行ってお

り、今後も障害者の就労の機会を提供するこ

とに努めます。 

総務部 

情報政策課 

104 
入札などでの障害者雇

用事業所の優遇 

建設工事の入札参加資格において、障害者の

雇用状況により評点の加算を行います。 

総務部 

契約課 

105 

市職員等への障害者の

雇用環境及び職場環境

の整備 

市職員採用試験については、障害者に配慮し

た環境整備を行うとともに、職場環境の整

備、職員の意識改革、及びその他の雇用の場

の確保などに取り組みます。 

総務部 

人事厚生課  

障害者が、地域の中で安心して働き、安定し

た生活を送るため、ハローワークや地域の就

労支援関係機関と連携し、必要な相談・支援

や面談会、企業向けの雇用促進セミナー等を

行います。 106 障害者就業支援 

◆数値目標◆ 

＜職業訪問による定着支援件数＞ 

平成２４年度（実績）：150 件 

平成２９年度（目標）：150 件以上 

商工観光労働部 

労政課 



 

- 50 - 

２． 福祉的就労の充実 

≪現状と課題≫ 

障害の特性や年齢などの事情から、一般就労が難しい障害者が、働く喜びを実感し生きがいを

持って働けるよう、福祉的就労の場を提供することも大切です。 

本市では一般就労が難しい障害者の雇用の場として、就労継続支援事業所（Ａ型・Ｂ型）の整

備を進めたことにより、当該事業を利用して福祉的就労をする人も徐々に増加しています。 

また、就労継続支援事業所や地域活動支援センターなどで作成した製品について、総合福祉会

館などで展示販売を行うなど、製品の販路拡大の支援にも取り組んでいます。 

今後は、就労継続支援事業所が、障害者の福祉的就労の場としてよりよいものとなるよう、事

業所の経営力強化や工賃向上などに向けた取り組みの検討も含め、必要な助言や支援を行うこと

も大切です。 

 

≪基本方針≫ 

◎ 就労継続支援事業の基盤整備を進め、一般就労が難しい障害者の福祉的就労の場の確保・充

実を図ります。 

 

≪施策の方向≫ 

（１） 福祉的就労の場の確保 

○事業所などと連携して、就労継続支援事業の基盤整備を進めます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

障害者の社会的雇用の場の充実を図るため、

事業所と連携して就労継続支援事業（A型）

の基盤整備を進めるとともに、事業所の安定

運営のための支援に努めます。 

107 
就労継続支援事業（A

型）の基盤整備 

◆数値目標◆ 

＜利用者数＞ 

平成２４年度（実績）：152 人 ⇒ 

平成２９年度（目標）：271 人 

＜利用人日数（延べ）＞ 

平成２４年度（実績）：3,135 人日／月 ⇒ 

平成２９年度（目標）：5,610 人日／月 

健康福祉部 

障害者福祉課 

一般就労が困難な障害者の就労の場として、

事業所などと連携して就労継続支援事業（Ｂ

型）の基盤整備を進めます。 

108 
就労継続支援事業（Ｂ

型）の基盤整備 

◆数値目標◆ 

＜利用者数＞ 

平成２４年度（実績）：334 人 ⇒ 

平成２９年度（目標）：415 人 

＜利用人日数（延べ）＞ 

平成２４年度（実績）：5,927 人日／月 ⇒ 

平成２９年度（目標）：7,470 人日／月 

健康福祉部 

障害者福祉課 
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３． 就労支援の充実 

≪現状と課題≫ 

障害者が仕事に就き、働き続けるためには、就労に必要な知識や技術の習得はもとより、就労

も含めた生活全般に対する総合的な支援があることが必要です。 

このため、本市では、相談支援事業所において就労も含めた生活全般の相談支援を行っている

ほか、職業訓練センターの職業能力習得講座への助成などにより、障害者の職業能力の習得・向

上支援などに取り組んでいます。 

今後もこれらの関係機関などと連携して、障害者に対する就労相談や職業能力習得などの支援

に取り組むととともに、就労支援をさらに推進していくために、学校や企業・事業所、医療機関、

行政など障害者の就労支援に係るさまざまな分野の関係機関のさらなる連携強化を図ることが必

要です。 

 

 

≪基本方針≫ 

◎ 障害者の就労及び職場定着を支援するため、就労に関する相談支援体制の充実や職業能力の

習得支援に取り組みます。 

◎ 久留米市障害者地域生活支援協議会などにより、就労支援に係る関係機関などの連携強化を

図ります。 

 

 

≪施策の方向≫ 

（１） 就労に関する相談体制の充実 

○障害者の生活全般の相談・支援を行う相談窓口（相談支援事業所）の整備を進め、当該相談

窓口での就労に関する相談の充実に努めます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

109 

障害者相談支援体制の

整備 

(再掲：事業 46） 

【拡充】 

地域バランスや中立公平性の確保を考慮し

ながら、障害者などが利用しやすい相談支援

体制づくりを進めます。また、基幹相談支援

センターの機能の確立等について検討を行

います。 

健康福祉部 

障害者福祉課 
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（２） 職業能力の習得支援 

○関係機関と連携して、障害者の職業能力習得のための機会を確保するとともに、市役所内で

の障害者職場実習の受入れに向けた取り組みを進めます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

110 
職業能力習得講座の支

援 

久留米地域職業訓練センターに対して、障害

者の職業技能を高めるための講座の開催費

用を助成します。また、県立久留米高等技術

専門校と連携し、障害者向け訓練科目の案内

や広報を行います。 

商工観光労働部 

労政課 

111 

障害者職場実習の受入

体制の構築に向けた職

員研修の実施 【新規】 

障害者の就労支援（職場実習の受入）の推進

に向けて職員研修を実施し、職員、職場の理

解と意識啓発に努めます。 

総務部 

人材育成課 

 

 

 

（３） 関係機関・企業などとの連携 

○「久留米市障害者地域生活支援協議会」での関係機関などの連携強化の一環として、障害者

の就労に係る各種関係機関や企業・事業所、学校、障害者関連事業所などの連携強化を図り

ます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

112 

地域生活支援協議会の

運営 

(再掲：事業 47） 

「久留米市障害者地域生活支援協議会」を中

心に、地域の障害者に関する相談支援体制の

連携強化を図ります。 

健康福祉部 

障害者福祉課 
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４． 住まいの確保と居住支援の充実  重 点 施 策  

≪現状と課題≫ 

障害者が地域で暮らし続けるためには、その基盤として、安心して生活できる住まいが必要で

す。 

本市では障害者の住まい確保のため、市営住宅への障害者優先入居やグループホームなどの整

備に取り組んできました。今後は、少子高齢化のさらなる進行などにより、障害者の高齢化や一

人暮らしの増加などが予測されるため、グループホームなどの障害者が安心して生活できる共同

生活の場などの確保がより一層重要になります。 

また、民間賃貸住宅については、貸主や周囲の住民の障害に対する偏見や、病状が急変した場

合などの緊急時に対する不安等から、入居が難しい状況にあるため、障害に対する理解促進や、

貸主・入居者双方が安心して賃貸契約を結べるようなしくみづくりが必要です。 

また、障害者の地域生活のためには、住まいの確保に加え、そこで暮らし続けるためのさまざ

まな支援が必要です。障害者（児）生活実態調査では、生活に必要な支援・サービスとして「何

かあったときすぐ相談できる相談支援」や「常に見守ってくれるような見守り支援」が望まれて

います。本市では相談支援事業所において、住まいの確保などの地域移行支援や移行後の生活継

続のための相談支援を行っていますが、今後も地域の関係団体などと連携して、障害者の自立を

見守りながら、必要な支援を行っていくことが必要です。 

 

 

≪基本方針≫ 

◎ 障害者が安心して地域で暮らし続けることができるよう、グループホーム整備などによる住

まいの確保と居住支援に取り組みます。 

 

 

≪施策の方向≫ 

（１） 住まいの確保 

○市営住宅への優先入居や不動産業者との協力により、障害者の住まいの確保を支援します。 

○グループホームなどの共同生活の場の整備に取り組みます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

市営住宅入居者募集において、定期募集と重

複応募可能な別枠募集を行います。 

113 
市営住宅申し込みの優

遇 
◆数値目標◆ 

＜別枠募集回数＞ 

平成２４年度（実績）：年 2回 ⇒ 

平成２９年度（目標）：年 2回 

都市建設部 

住宅政策課 

114 不動産業者との協力 
障害者の住まい確保支援のため「あんしん賃

貸住宅協力店」の情報提供をします。 

健康福祉部 

障害者福祉課 
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また、不動産業者に対し、障害者に対する賃

貸住宅の斡旋、情報提供について、理解・協

力を求めます。 

グループホームなどの計画的な整備を図り

ます。 

115 
居住系サービスの整備

促進 【拡充】 

◆数値目標◆ 

＜利用者数＞ 

平成２４年度（実績）：188 人／月 

（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 67、ｹｱﾎｰﾑ 120、福祉ﾎｰﾑ 1） 

⇒ 

平成２９年度（目標）：210 人／月（ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾎｰﾑ） 

健康福祉部 

障害者福祉課 

116 
市営住宅のグループホ

ーム対応の研究 

既存の市営住宅がグループホームとして利

用できるよう、制度の研究と仕組みづくりを

行います。 

健康福祉部 

障害者福祉課、 

都市建設部 

住宅政策課 

 

 

 

（２）  居住支援の充実 

○住宅入居等支援（居住サポート）事業により、障害者の一般住宅への入居や地域生活継続の

支援を行います。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

地域生活支援事業の「相談支援事業」の強化

事業として、適切な対応ができる委託先を確

保し、実施します。 

117 

住宅入居等支援（居住

サポート）事業の実施

（相談支援強化事業） 
◆数値目標◆ 

＜サポート件数＞ 

平成２４年度（実績）：9件（人） ⇒ 

平成２９年度（目標）：13件（人） 

健康福祉部 

障害者福祉課 
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５． 在宅福祉サービスなどの充実  重 点 施 策  

≪現状と課題≫ 

障害者の地域での生活を支えるうえで、在宅福祉サービスは重要な役割を担っています。 

障害者（児）生活実態調査によると、地域生活に必要な条件として「ホームヘルプ等の日常生

活の介助が充分に受けられること」が重視されており、また、生活に必要な支援・サービスとし

て約 4人に１人が「家事等の支援」をあげていることからも、そのニーズの高さがうかがえます。 

このようなニーズに対応するため、本市では、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを

中心に、障害者の日常生活支援や介助のための各種在宅福祉サービスを提供しており、訪問系サ

ービスの利用も年々増加しています。 

今後は障害者の高齢化や障害の重度化・重複化等の状況も見据えつつ、障害者の自立生活に必

要な在宅福祉サービスのさらなる充実を図ることが求められています。なお、障害福祉サービス

については、障害者総合支援法により難病患者の利用が可能となったことから、今後は難病患者

の利用に配慮していくことも必要です。 

また、障害者（児）生活実態調査によると、障害者の日常の介助や身の回りの支援は、主に配

偶者や親などの家族が担っている状況にあり、家族による介助の抱え込みが懸念されます。この

ため、短期入所や日中一時支援等の家族の介助負担を緩和・軽減するための取り組みの充実も必

要です。 

あわせて、障害の状態が重く、手厚い支援を要する重症心身障害児（者）については、地域生

活への移行・定着等の支援体制が充分に確立できていないため、生活に必要な支援・サービスの

提供に向けて取り組みを進めていくことが大切です。 

 

 

≪基本方針≫ 

◎ 障害者の地域での自立生活を支えるため、日常生活の支援や介助に必要な各種在宅福祉サー

ビスの充実を図ります。 

◎ 障害者を介助する家族の負担緩和・軽減のための支援（レスパイトケア）や重症心身障害者

児（者）に対する支援の充実を図ります。 

 

 

≪施策の方向≫ 

（１） 日常生活の支援や介助サービスの充実 

○生活支援や介助サービスをはじめとした各種障害福祉サービスが適正に提供されるよう、サ

ービス事業者（福祉事業所）への指導・監査を行います。 

○障害者の日常生活支援や介助のための訪問系サービスなどの充実を図ります。 
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≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

福祉事業所に対して、実地指導、監査を実施

し、適正な運営の確保を図ります。 

また、新規事業所の設置についても、関係法

令等の規定に基づき、適正なものとなるよう

努めていきます。 
118 

福祉事業所の適正運用

の推進 【新規】 

◆数値目標◆ 

平成 29年度までに、延べ 120 か所の福祉事

業への実地指導を実施 

健康福祉部 

障害者福祉課 

在宅生活を支える訪問系サービスの質・量両

面での充実を図ります。 

119 訪問系サービスの充実 

◆数値目標◆ 

＜利用者数＞ 

平成２４年度（実績）：546 人 ⇒ 

平成２９年度（目標）：721 人 

＜利用時間数（延べ）＞ 

平成２４年度（実績）：15,622 時間／月 ⇒ 

平成２９年度（目標）：20,773 時間／月 

健康福祉部 

障害者福祉課 

訪問入浴サービスなどの地域生活支援事業

を充実します。 

120 
地域生活支援事業の充

実 
◆数値目標◆ 

＜利用者数＞ 

平成２４年度（実績）：20人 ⇒ 

平成２９年度（目標）：32人 

健康福祉部 

障害者福祉課 

121 
久留米市社会福祉協議

会実施事業の周知 

久留米市社会福祉協議会と連携して、福祉器

具貸出や生活福祉資金貸付事業などの周知

と利用促進に努めます。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

 

 

 

（２） レスパイトケアなどの充実 

○家族介助者の負担緩和や軽減のため、日中一時支援事業などのレスパイトケアの充実を図り

ます。 

○重症心身障害児（者）に対する相談支援体制や短期入所などのサービスの充実を図ります。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

122 

重症心身障害児者の地

域生活を支援する相談

支援体制の充実・強化 

【新規】 

医療・福祉部門等の連携のもと重症心身障害

児者の地域生活移行・定着等を支援するため

の相談支援体制の充実・強化を目指します。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

「日中一時支援事業」などに取り組みレスパ

イトケアの充実を図ります。 

123 レスパイトケアの充実 
◆数値目標◆ 

※日中一時支援事業（障害児タイムケア含む） 

＜利用者数＞ 

平成２４年度（実績）：178 人 ⇒ 

健康福祉部 

障害者福祉課 
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平成２９年度（目標）：189 人 

＜利用人日数（延べ）＞ 

平成２４年度（実績）：808 人日／月 ⇒ 

平成２９年度（目標）：834 人日／月 

医療的ケアを要する障害児者の日中活動及

び短期入所の場の設置について、医療機関等

関係機関と連携・協力しながら、整備に努め

ます。 

124 

重症心身障害児者など

の日中活動及び短期入

所の場の確保 

（再掲：事業 143） 

【拡充】 

◆数値目標◆ 

＜市内の受入施設整備数＞ 

平成２４年度（実績）：日中活動６か所 

短期入所３か所 

⇒ 

平成２９年度（目標）：日中活動 10か所 

短期入所７か所 

健康福祉部 

障害者福祉課 
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６． 外出支援の充実 

≪現状と課題≫ 

地域生活を送るうえで外出は必要不可欠な活動であり、障害者（児）生活実態調査でも生活に

必要な支援・サービスの上位に通院支援やその他の日常生活での外出支援があがっています。 

また、移動支援事業の利用者数は第１期計画の期間中に目標を上回る実績の年度がみられるこ

とからも、外出や移動に対する支援ニーズが高いことがわかります。 

このような障害者のニーズを踏まえて、外出支援サービスの量的な充実に向けた取り組みを進

めることが必要です。 

さらに、公共交通機関やタクシー、自家用車などを利用して外出する人も多いため、それらに

係る費用負担の軽減や、外出先に関するバリアフリー情報の提供など、総合的な外出支援策が求

められています。 

 

≪基本方針≫ 

◎ 障害者の自立と社会参加支援の一環として、移動支援事業をはじめとした外出支援に係る施

策の充実を図ります。 

 

≪施策の方向≫ 

（１） 外出支援サービスの充実 

○移動支援事業やタクシー料金の助成などにより、障害者の外出を支援します。 

○障害者の外出に役立つ情報の提供や外出しやすい環境づくりに努めます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

「移動支援事業」に取り組み、外出支援の充

実を図ります。 

125 移動支援事業の実施 

◆数値目標◆ 

＜利用者数（延べ）＞ 

平成２４年度（実績）：243 人／月 ⇒ 

平成２９年度（目標）：270 人／月 

＜利用時間数（延べ）＞ 

平成２４年度（実績）：3,280 時間／月 ⇒ 

平成２９年度（目標）：3,945 時間／月 

健康福祉部 

障害者福祉課 

126 
タクシー基本料金助成

事業の実施 

身体障害者手帳所持者（1～2級）、療育手帳

所持者（Ａ判定）、精神障害者保健福祉手帳

所持者（１級）に対して、福祉タクシー券を

継続して交付します。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

127 

身体障害者自動車購

入・改造補助事業の実

施 

障害者が自分で運転する車を障害にあわせ

て改造（購入）する場合、または介護者が車

椅子運搬用に車を改造（購入）する場合に、

その費用の一部を助成します。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

128 
障害者自動車免許取得

助成事業の実施 

障害者が、就業等のため運転免許を取得する

場合、その費用の一部を助成します。 

健康福祉部 

障害者福祉課 
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129 
外出支援情報の提供の

充実 

障害者が外出時に必要なバリアフリー情報

等を整備提供します。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

130 
タウンモビリティ運営

事業業務委託 

NPO 法人シニア情報プラザ久留米と連携し

て、高齢者や障害者などの歩行弱者に対して

の来街支援を行っており、関係部局や NPO 法

人と連携し、活動の充実に努めます。 

商工観光労働部 

商工政策課 
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７． 生活安定施策の充実 

≪現状と課題≫ 

障害者（児）生活実態調査によると、地域で生活するために必要な条件として「生活するのに

十分な収入があること」が第 1位にあがっており、市が重点的に進めるべきこととしても「年金

や手当の充実」「医療費の助成」が上位にあがるなど、生活費の確保や経済的負担軽減を重視す

る人が多くなっています。このため、各種年金や手当、貸付や助成制度等の周知などにより、障

害者の生活の安定を図ることが必要です。 

また、平成 25 年に施行された障害者優先調達推進法により、国や地方公共団体などの公的機関

が物品やサービスを調達する場合、障害者就労施設などから優先的・積極的に購入することが努

力義務として規定されました。このため、障害者就労施設や自営で働く人の経済的自立の一助と

して、同法に基づく優先調達（購入）を進めるための取り組みが必要です。 

 

≪基本方針≫ 

◎ 障害者の生活安定を図るため、障害者優先調達推進法に基づく優先調達の推進や、国・県な

どと連携した経済的負担の軽減に努めます。 

 

≪施策の方向≫ 

（１） 障害者優先調達推進に係る取り組み 

○障害者就労施設等からの物品などの優先調達を推進するとともに、セルプ製品の販売支援に

努めます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

131 

障害者就労施設等から

の優先調達の推進 

【新規】 

市の事業に要する物品、役務について、障害

者就労施設等からの調達を推進し、障害者の

経済的基盤確立を支援します。 

健康福祉部 

障害者福祉課、 

総務部 

契約課 

132 
セルプ製品販売拠点の

設置支援 

障害者就労施設等で製造されるセルプ製品

の販売場所の提供や製品展示等の支援に努

めます。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

 

 

 

（２） 経済的負担の軽減 

○諸手当や生活福祉資金の貸付などの周知に努めます。 
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≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

133 年金・手当制度の周知 

障害基礎年金や特別障害者手当などを紹介

したハンドブック等により、各種制度の周知

に努めます。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

134 
生活福祉資金貸付事業

の周知 

久留米市社会福祉協議会が行う「生活福祉資

金貸付事業」の周知と利用促進に努めます。 

健康福祉部 

障害者福祉課 
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８． 保健サービスの充実 

≪現状と課題≫ 

障害の発生時期や原因はさまざまであり、市民のライフステージに応じた障害の原因となる疾

病などの発生予防と早期発見・早期治療に取り組むことが大切です。 

本市では、市民の健康づくり推進と保健医療施策の拠点として保健センターを整備しており、

平成 25 年度からは新規 2か所を含む 5カ所のセンター体制で、健康づくりに関する啓発や健康教

育、健康相談、健（検）診などを実施しています。今後もこれらの保健事業を中心に、障害者を

含む市民の疾病予防・早期発見などの健康づくりを支援していくことが必要です。 

また、不況の長期化や社会環境の多様化等によるストレスなどによって、うつ病等の心の病を

抱える人が増加していることから、学校や企業、地域などと連携して、心の健康づくりに関する

取り組みを進めることも大切です。 

 

 

≪基本方針≫ 

◎ 障害の原因となる疾病などの予防や早期発見のため、各種保健事業を推進し、市民の心身の

健康づくりを支援します。 

 

 

≪施策の方向≫ 

（１） 保健事業の充実 

○健康教育・健康相談や各種検診（健診）などの保健事業を推進します。 

○保健情報システムの活用や保健センター整備などにより、市民の健康づくりに関する相談・

支援体制の充実を図ります。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

生活習慣病予防などの市民の健康増進のた

め、健康教育・健康相談、各種がん検診など

の保健事業を推進します。 

また、各種保健事業の実施にあたっては障害

者が利用しやすい環境づくりに努めます。 

135 保健事業の実施 

◆数値目標◆ 

＜健診受診率＞ 

平成２４年度（実績） 

胃がん：3.9％、子宮頸がん：18.1％ 

乳がん：18.8％、肺がん：18.9％ 

大腸がん：17.8％、前立腺がん；17.5％ 

⇒ 
平成３４年度（目標） 

※「第 2期健康くるめ 21計画」における目標 

胃がん：10％以上 

健康福祉部保健所 

健康推進課 
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子宮頸がん：40％以上 

乳がん：40％以上 

肺がん：30％以上 

大腸がん：30％以上 

前立腺がん：30％以上 

136 
障害者歯科健診補助事

業 

久留米歯科医師会と連携して、障害者に対す

る歯科検診を推進し、障害者の口腔衛生の向

上を図ります。 

健康福祉部保健所 

健康推進課 

137 
保健情報システムの活

用 

市民の健康づくりに関する助言・指導を適切

に行うため、健診結果などの保健事業の情報

を一元的に管理する「保健情報システム」を

活用します。 

健康福祉部保健所 

健康推進課 

138 保健センターの整備 

障害の早期発見なども含む市民の健康づく

り及び保健の向上に関する施策を推進する

とともに、市民の主体的な健康づくりを支援

する拠点として、保健センターを整備しま

す。 

健康福祉部保健所 

地域保健課 

 

 

 

（２） 心の健康づくりの推進 

○関係機関と連携して、心の健康づくりや自殺予防、精神障害などに関する啓発・広報に取り

組みます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

139 
精神障害などに関する

啓発・広報の推進 

学校・企業などと連携した講演会などの実施

や、パンフレット・広報紙などにより、心の

健康づくりや自殺予防、精神障害などについ

ての普及啓発に努めます。 

健康福祉部保健所 

保健予防課、 

健康福祉部 

障害者福祉課 
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９． 医療サービスの充実 

≪現状と課題≫ 

障害者（児）生活実態調査によると、地域で生活するために必要な条件の第２位に「主治医の

いる医療機関が近くにあること」があがっているほか、市が重点的に進めるべきこととして「医

療費の助成」が上位にあがっており、医療サービスに対する障害者のニーズが高いことがわかり

ます。この傾向は特に精神障害者や難病患者で顕著であり、インタビュー調査においても難病患

者を中心に医療費の負担軽減などに対する要望があげられています。 

このため、自立支援医療や重度障害者医療制度などの公費負担制度、現在見直しが行われてい

る難病患者に対する新たな医療費助成制度などを広く周知し、必要としている人が適切に医療サ

ービスを利用できるよう支援することが大切です。 

また、地域の医療機関と連携して必要なサービスが受けられる環境整備に取り組むことも大切

です。 

 

 

≪基本方針≫ 

◎ 障害者が適切な医療サービスを受けられるよう、関連情報の提供などの支援に取り組みます。 

 

 

≪施策の方向≫ 

（１） 適切な医療サービスの提供 

○医療費の負担軽減に係る制度などの周知に努めます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

140 
自立支援医療、重度障

害者医療制度の周知 

パンフレットや広報紙などにより、自立支援

医療や重度障害者医療制度などの医療費公

費負担制度の周知に努めます。 

健康福祉部 

医療・年金課、 

健康福祉部 

障害者福祉課 

141 
特定疾患治療研究事業

の周知 

広報紙などにより、特定疾患治療研究事業

（医療費助成制度）の周知に努めます。 

健康福祉部保健所 

健康推進課、 

健康福祉部 

障害者福祉課 
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第５章  生きがいを持って自分らしく生きるために 

【分野】１０ 日中活動   １１ 社会活動  

１． 日中活動の促進 

≪現状と課題≫ 

障害者が地域で自分らしく生活するためには、障害者の状態や年齢、意向などに応じて、さま

ざまな日中活動の場があることが大切です。 

本市では、生活介護や療養介護などの日中活動系サービスの提供により障害者の地域生活の援

助に取り組んだほか、地域活動支援センターや精神障害者の交流の場としてのオープンスペース

の運営を支援し、日中活動や交流、仲間づくりの場の充実を図ってきました。 

今後も障害者が希望に応じてさまざまな日中活動を選ぶことができるよう、日中活動の場や関

連サービスの質・量両面での拡充を図ることが必要です。 

特に精神障害者については、利用できる日中活動系サービスが少ないとの指摘があるため、サ

ービス提供事業者に精神障害に対する理解促進を図り、精神障害者の地域での日中活動の場を拡

大していくことが必要です。 

 

 

≪基本方針≫ 

◎ 多様な日中活動の選択肢を確保するため、介護給付、訓練等給付などの日中活動系サービス

の充実を図ります。 

◎ 障害者の日中活動や交流、仲間づくりの場として、地域活動支援センターやオープンスペー

スでの活動促進に取り組みます。 

 

 

≪施策の方向≫ 

（１） 日中活動系サービスの整備 

○日中活動系サービスや重症心身障害児（者）の短期入所などの充実を図ります。 
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≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

事業所や地域活動支援センターなどと連携

して、障害者総合支援法の日中活動系サービ

スの基盤整備を進めます。 

142 
日中活動系サービスの

充実 

◆数値目標◆ 

＜生活介護（利用人日数［延べ］）＞ 

平成２４年度（実績）：13,497 人日／月⇒ 

平成２９年度（目標）：13,978 人日／月 

＜療養介護（利用人数）＞ 

平成２４年度（実績）：88人／月 ⇒ 

平成２９年度（目標）：90人／月 

＜短期入所（利用人日数［延べ］）＞ 

平成２４年度（実績）：509 人日／月 ⇒ 

平成２９年度（目標）：474 人日／月 

健康福祉部 

障害者福祉課 

医療的ケアを要する障害児者の日中活動及

び短期入所の場の設置について、医療機関等

関係機関と連携・協力しながら、整備に努め

ます。 

143 

重症心身障害児者など

の日中活動及び短期入

所の場の確保 

（再掲：事業 124） 

【拡充】 

◆数値目標◆ 

＜市内の受入施設整備数＞ 

平成２４年度（実績）：日中活動 6か所 

短期入所 3か所 

⇒ 

平成２９年度（目標）：日中活動 10か所 

短期入所７か所 

健康福祉部 

障害者福祉課 

 

 

 

（２） 地域活動支援センターなどの整備 

○地域活動支援センター（Ⅰ型・Ⅲ型）やオープンスペースなど、多様な日中活動の場の確保

と活動促進に取り組みます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

144 

地域活動支援センター

（Ⅰ型）の運営支援 

（再掲：事業 26） 

【拡充】 

障害者の日中活動の場及び地域の支援ネッ

トワークの中核として、地域活動支援センタ

ーを運営します。また、障害者理解の促進、

地域住民ボランティア養成についても取り

組みます。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

145 
地域活動支援センター

（Ⅲ型）への支援 

地域に根ざした多様性のある日中活動の場

として、地域バランスや個別給付事業所の整

備状況等も考慮しながら整備し、運営への支

援を行います。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

146 
オープンスペースなど

への支援 

精神障害者などの仲間づくり・交流の場であ

るオープンスペースの設置を推進します。 

健康福祉部 

障害者福祉課 
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（３） 精神障害者の地域生活支援 

○精神障害者の日中活動の場を確保するため、サービス事業者に対する研修を実施するととも

に、医療機関などからの地域移行支援に努めます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

147 

サービス事業者への精

神障害に関する研修の

実施 

日中活動系サービス事業者の精神障害に対

する知識や対応技術の向上を図るための研

修を実施し、精神障害者が安心してサービス

を利用できるようにします。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

148 
精神障害者の地域移行

支援 

医療機関やサービス事業者、その他関係機関

と連携して退院可能な精神障害者の退院促

進に努めます。 

健康福祉部 

障害者福祉課 
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２． スポーツ・文化活動への参加促進 

≪現状と課題≫ 

スポーツ・文化活動は余暇活動として重要であり、これらの活動に障害者が参加できる機会を

つくることが必要です。 

本市では、障害者ふれあいスポーツ大会や障害者スポーツ教室の開催のほか、生涯学習センタ

ー等で障害者を含めたあらゆる世代の市民のための学習講座を開催するなど、障害者のスポー

ツ・文化活動への参加促進に取り組んでいますが、これらの行事については、参加者の固定化や

高齢化などが課題となっています。 

これらの関連行事について新たな参加者の参加促進を図るとともに、スポーツ・文化関連のバ

リアフリー化など、障害者が地域でスポーツ・文化活動を楽しめる環境づくりを進めることが必

要です。 

 

≪基本方針≫ 

◎ 障害者がスポーツ・文化活動を楽しめるよう、障害者の利用や参加に配慮したしくみや環境

づくりに取り組みます。 

 

 

≪施策の方向≫ 

（１） スポーツ活動の促進 

○障害者のためのスポーツ大会・スポーツ教室などのスポーツ活動の場・機会の提供に取り組

みます。 

○障害者スポーツの指導者育成や関連施設のバリアフリー化などにより、障害者のスポーツ活

動への参加を促進します。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

149 
ふれあいスポーツ大会

の開催への支援 

障害者のスポーツを広めるため、当事者団体

等と協力して、障害者ふれあいスポーツ大会

への支援を実施します。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

150 

障害者スポーツの指導

者育成支援、障害者ス

ポーツ教室の支援 

福岡県障害者スポーツ協会などの関係団体

と連携して、障害者に対するスポーツ指導者

の育成に取り組むとともに、当事者団体等と

協力して、障害者スポーツ教室などの開催を

継続して実施します。 

市民文化部 

体育スポーツ課、 

健康福祉部 

障害者福祉課 

151 

社会体育施設のバリア

フリー化 

（再掲：事業 98） 

「スポーツ振興基本計画」（平成 18 年度策

定）において、障害者や高齢者にとって使い

勝手の良い施設の整備を意識し、生涯スポー

ツの振興を図るため、施設のバリアフリー化

を推進します。 

市民文化部 

体育スポーツ課 
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◆数値目標◆ 

新設施設のバリアフリー実施率 100％ 

 

 

 

（２） 文化活動の促進 

○生涯学習センターなどで実施される主催講座などを充実し、障害者の文化活動などの場・機

会の提供に取り組みます。 

○関連施設の利用料割引制度の周知やバリアフリー化などにより、障害者の文化活動への参加

を促進します。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

152 

生涯学習センターなど

で実施する主催講座な

どの充実 

生涯学習センターなどで実施する障害者を

含めたあらゆる世代の市民のための講座の

充実を図ります。 

市民文化部 

生涯学習推進課、 

各総合支所 

文化スポーツ課 

153 
障害者の余暇活動の促

進 

施設の利用料の割引など、障害者の余暇活動

を促進する制度の周知に努めます。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

154 
文化施設整備事業 

（再掲：事業 99） 

各種文化施設において障害者の利用に配慮

した施設整備に努めます。 

市民文化部 

文化振興課 
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３． 地域活動や国内外交流の促進 

≪現状と課題≫ 

共生社会の実現のためには、同じ地域に住む人同士が、障害の有無に関係なく、お互いを理解・

尊重し合いながら、さまざまな活動に参画していくことが大切です。 

しかし、障害者（児）生活実態調査によると、障害者の約 7割は地域活動に参加しておらず、

その主な理由として「どのような活動が行われているか知らない」「一緒に活動する友人・仲間

がいない」「コミュニケーションが難しい」といった課題が上位にあがっており、地域の関係者

などに対する障害者理解の促進が必要とされています。 

また、本市の障害者と国内外のさまざまな人々との交流の機会づくりの一環として、つつじマ

ーチなどの国内イベントや国際交流イベントへの障害者の参加促進を図っていますが、参加者は

伸び悩んでいる状況であり、障害者の交流活動への関心やニーズを踏まえつつ、参加を促進して

いくことが必要です。 

 

 

≪基本方針≫ 

◎ 障害者が地域のさまざまな活動へ参画し、多くの人と交流できるよう、活動参加の機会づく

りや参加しやすい環境整備に取り組みます。 

 

 

≪施策の方向≫ 

（１） 地域活動などへの参加促進 

○障害者が地域活動に参加できるよう、地域活動に係る情報提供や、地域関係者などに対する

理解促進に取り組みます。 

○審議会等への登用など、市政への障害者の参画や意見提案の機会確保に努めます。 

○障害者や家族などの当事者団体を育成・支援します。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

155 
地域活動への啓発・支

援 【拡充】 

障害の有無に関係なく、市民誰もが地域行事

に参加できるよう、地域コミュニティ組織へ

の情報提供や地域活動への支援などを行う

とともに、地域行事への参加に関する理解が

進むよう、関係部局と協力し、校区まちづく

り連絡協議会と連携しながら、啓発に努めま

す。 

協働推進部 

地域コミュニティ課、

健康福祉部 

障害者福祉課 

市民の声システムの障害者福祉関係 FAQ 登

録数を増やし、登録内容を充実させることで

市民サービスの向上を図ります。 156 
市民の声システムの充

実 
◆数値目標◆ 

＜障害者福祉関係 FAQ登録件数＞ 

協働推進部 

広聴・相談課 
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平成２４年度（実績）：26件 ⇒ 

平成２９年度（目標）：35件 

157 
各種啓発事業への参画

支援 

久留米市人権啓発推進協議会が実施する「市

民のつどい」などの各種啓発事業への障害者

団体の参画を支援します。 

協働推進部 

人権啓発センター 

158 
審議会・委員会などへ

の登用の促進 

障害者に関係のある施策を協議する審議会

などへの障害者の登用を図ります。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

159 障害者団体への支援 
障害者団体へ各種活動支援と各種事業実施

への補助などを継続して行います。 

健康福祉部 

障害者福祉課、 

関係各課 

 

 

 

（２） 国内外での交流の促進 

○国内外の交流イベントにおいて、障害者が参加しやすい環境づくりと参加促進に努めます。 

≪具体的施策≫ 

番号 施策の名称 施策の内容 所管部署 

160 国内交流事業の推進 
各種交流イベントへの障害者の参加を促進

します。 

健康福祉部 

障害者福祉課 

161 
国際交流イベントへの

参加促進 【新規】 

現在実施されている国際交流イベントへの

参加を呼びかけ、障害者団体あるいは個人の

活動拡大を図るとともに、障害者が参加しや

すい環境づくりに努めます。 

商工観光労働部 

観光・国際課 
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第4部  計画の推進 

 

第１章  計画の進行管理 

(1) 基本的な考え方 

４か年の計画期間中に確実に計画を推進するため、本計画で定めた具体的施策について、年度

ごとの実施計画を定め、取組みを進めていきます。特に、第 2部第 4章に定めた重点施策につい

ては、次章の実施計画に基づき、毎年度進行管理を実施し、施策の推進を図ります。 

なお、本計画に掲げる施策の推進にあたっては、国の制度改正や社会状況の変化などに注視し

ながら、適宜見直しの検討を行うとともに、必要な財源確保については、市の財政状況やその他

関連計画などとの関係性に配慮したうえで、必要な予算措置を講ずるよう努めていきます。 

(2) 数値目標 

  各具体的施策の達成状況を客観的に評価するため、可能な限り数値目標を設定しました。ただ

し、本計画期間中に「第 4期障害福祉計画」の策定を迎えることから（P2 参照）、同計画に係る

施策の数値目標は、同計画の策定後、適宜見直すこととします。 

(3) 推進体制 

  総合的な障害者施策の展開にあたっては、庁内関係部局の協力が不可欠です。必要に応じて、

関係部局が連携できる協力体制の構築に努めます。 

  また、本計画における具体的施策の年度毎の進捗管理は、前年度の施策の進捗について所管部

局による自己評価を行い、その結果を「久留米市障害者地域生活支援協議会」へ報告します。同

協議において、進捗状況についての評価・意見を審議します。この評価・意見については、所管

部局へ送付し、次年度以降への施策展開へ反映できるよう努めます。 

なお、本計画の期間満了に伴う次期計画の策定にあたっては、本計画の進捗状況や課題を反映

させることとします。 

＜イメージ図＞ 

進捗状況の評価

所管部局

進捗状況についての審議
（評価・意見）

次年度以降の施策実施
への反映

地域生活支援協議会所管部局

施策の実施

所管部局

計画期間中
年度ごとの進捗管理

次期（第３期）
久留米市障害者計画の策定

進捗状況・課題の反映
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第２章  重点施策の実施計画 

計画期間中に特に重点的に取り組みを進める６つの重点施策については、取り組みを確実に進めるため、以下のとおり、年度ごとの実施計画を定めます。 

 

 

 

 
実施計画 

施策の方向 番号 施策の名称 施策の内容 
平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

所管部署 

1 

「久留米市人権教

育・啓発基本指針」に

基づく障害者問題の

理解・啓発の促進 

「久留米市人権教育・基本指針」に基づく施策の展開

により、偏見や差別などの人権問題の解決のため、全

庁的な啓発活動の推進を図ります。 

指針に基づく個別施策に

ついて、進捗の管理を行

い、所管課をして事業の

推進を図ります。 

 

   
協働推進部 

人権・同和対策課 

2 
障害者問題に関する

広報の充実 

難病等を含む障害に対する市民の理解を深めるため、

啓発・広報に努めます。 

「広報くるめ」や市ホー

ムページへの掲載、講演

会の開催を通して理解促

進を図ります。 

 
  

健康福祉部 

障害者福祉課 

3 障害者問題啓発事業 
市民団体企画への補助方式などにより、障害者週間の

啓発事業を継続して行います。 

市民団体企画への支援を

通じて市民の理解促進を

図ります。 

年間目標 4 件程度 

 

  
健康福祉部 

障害者福祉課 

（１） 

障害者理解・配慮のた

めの啓発・広報活動の

推進 

4 
団体実施イベントの

支援 

障害者団体などが行う各種イベントに関する広報や実

施支援を継続して行います。 

要請に応じて広報や実施

支援を行います。 

  

    
健康福祉部 

障害者福祉課 

5 

障害者に対する差別

の解消への取組み 

【新規】 

障害者差別解消法の平成 28年 4月の施行に向けて、基

本方針の策定等の差別解消に係る取組みを実施しま

す。 

先進自治体の調査 

国の方針の確認 

基本方針の策定 

周知・啓発 

基本方針の実施 

周知・啓発 

 
健康福祉部 

障害者福祉課 
（２） 

障害を理由とする差

別の解消への取り組

み 6 
投票所での障害者等

への配慮 

投票会場にて一人で投票が困難な障害者などの選挙人

に対し、職員が付き添うなど、正当な権利の行使がで

きるよう、合理的な配慮の提供を行います。 

投票会場における合理的

配慮の提供に努めます。

 

  選挙管理委員会 

「総合的な学習の時間」などのカリキュラムの中に福

祉教育の視点を取り入れるよう、学校訪問などの機会

を活用して指導・助言を行います。福祉教育の実施に

当たっては障害者との交流や障害体験グッズの活用な

ど、体験型の教育の実施を促進します。 
7 

カリキュラムづくり

への積極的な支援 ◆数値目標◆ 

＜カリキュラムづくり支援校数＞ 

平成２４年度（実績）：２４校 ⇒ 

平成２９年度（目標）：２７校（小学校 20校、中学校

6校、特別支援学校１校） 

小学校２０校、中学校６

校、特別支援学校１校  

合計２７校 へ支援を実

施します。 

 

  
教育部 

学校教育課 

（３） 

福祉教育の充実 

8 交流機会の拡大 

｢総合的な学習の時間｣や運動会・文化祭などの機会を活

用して地域の小・中学校と、特別支援学校（特別支援

学校・ろう学校など）の児童生徒との交流機会を積極

的に拡大していきます。また、特別支援学級と通常学

級との日常的な交流を促進します。 

地域の小・中学校と特別

支援学校の交流について

年間３回以上の機会を設

けるよう努めます。 

 

  
教育部 

学校教育課 

重点施策１ ノーマライゼーションの意識啓発の充実   【基本目標１-施策区分（１）】
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◆数値目標◆ 

＜居住地校交流＞ 

（久留米特別支援学校、久留米聴覚特別支援学校、柳

河特別支援学校と京町小、合川小、北野小、北野中）

平成２４年度（実績）：年 3回 ⇒ 

平成２９年度（目標）：年３回 

久留米特別支援学校高等部は小中学部に比べて地域と

の交流機会が少ないことから、隣接する久留米商業高

校などとの交流に努めます。 

9 

児童生徒の交流促進

（久留米特別支援学

校高等部） 
◆数値目標◆ 

＜交流回数＞ 

平成２４年度（実績）：年 1回 ⇒ 

平成２９年度（目標）：年 2回以上 

久留米特別支援学校と久

留米商業高校の交流につ

いて年間 1回以上の機会

を設けるよう努めます。

 

  
教育部 

学校教育課 

児童生徒と地域の障害者や障害者関係施設との交流を

進めるため、施設訪問や学校行事への障害者の参加・

参画の促進を図ります。 
10 

学校行事などの情報

提供 ◆数値目標◆ 

校内研修での指導・助言を、毎年度５校以上に対して

行います。 

施設訪問や学校行事への

障害者の招待について、

校内研修にて指導・助言

５校以上に対して行いま

す。 

 

  
教育部 

学校教育課 

「なるほど人権セミナー」･「人権のまちづくりコーデ

ィネーター講座」など人権講座の中で、障害者に関す

る問題について啓発していくとともに、学習機会の充

実に努めます。 
11 人権教育による啓発 

◆数値目標◆ 

＜各企画での障害者問題の啓発＞ 

平成２４年度（実績）：１回 

平成２９年度（目標）：１回以上 

毎年度、必ず 1回は障害

者問題啓発について、各

企画の中で取り上げてい

きます。 

 

  
市民文化部 

生涯学習推進課 

障害者問題に関するビデオ・映画など、啓発のための

教材の整備充実に努めます。 

12 
障害者問題に関する

視聴覚教材充実 
◆数値目標◆ 

＜所蔵本数＞ 

平成２４年度（実績）：34本 ⇒ 

平成２９年度（目標）：40本 

年間１～2本程度の整備

の充実を図ります。 

 

  

市民文化部 

視聴覚ライブラリ

ー 

13 
障害者問題に関する

市職員研修の充実 

新規採用職員研修を含む階層別研修において障害者を

テーマとした人権研修を実施し、職員の意識啓発の充

実に努めます。 

既存の研修を継続して実

施し、必要に応じて研修

機会を拡充する等、継続

的に職員の意識啓発を図

る。 

 

  
総務部 

人材育成課 
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実施計画 施策の方向 
番号 施策の名称 施策の内容 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 
所管部署 

14 

情報バリアフリー推

進に係る基本方針の

検討 【新規】 

市が行う情報発信（講演会の開催、出版物の発行等）

について、障害がある方の情報取得への配慮について、

市全体の方針を定めます。 

・現状の把握 

・検討体制（庁内会議等）

の立ち上げ 

・基本方針案の策定 

・基本方針の実施 

 

 
健康福祉部 

障害者福祉課 

15 
「広報くるめ」の点

訳・音訳版などの発行 

「広報くるめ」について、ボランティア団体と連携し

て、点訳版・音訳版を作成するとともに、市ホームペ

ージに音訳版の掲載等を行います。 

「広報くるめ」を点訳・

音訳版の発行します。 

また、ホームページにお

いて、「広報くるめ」音

声版・テキスト版を掲載。

 

  
総合政策部 

広報課 

16 
「議会だより」点訳・

音訳版の発行 

点訳ボランティアと連携して、「議会だより」の点訳

版を作成し、希望者及び関係団体に配布します。また、

音訳についても、音訳ボランティアと連携して、希望

者に送付します。 

年に４回、音訳版、点訳

版を作成します。 

 

  
議会事務局 

議事調査課 

17 

各種通知などの点

訳・音声コード添付な

どの推進 【拡充】 

各種通知などの行政文書について点訳・音声コード添

付やわかりやすい表現版の作成などの障害特性に応じ

た方法による提供に努めます。 

依頼に応じて、通知の点

字版を作成します。 

また、行政資料の音声コ

ード添付を進めます。 

 

  

健康福祉部 

障害者福祉課、 

市民文化部 

資産税課、 

市民文化部 

市民税課 

手話通訳者・要約筆記者養成を目的とした講習会を継

続して実施します。 

18 
手話通訳者・要約筆記

者養成講座の実施 

◆数値目標◆ 

＜年間受講者数＞ 

平成２４年度（実績）： 

手話通訳 42人・要約筆記 16人  ⇒ 

平成２９年度（目標）： 

手話通訳 80人・要約筆記 20人 

・手話通訳者の養成：年

間 50人 

・要約筆記者の養成：年

間 18人 

・手話通訳者の養成：年

間 60人 

・要約筆記者の養成：年

間 20人 

・手話通訳者の養成：年

間 70人 

・要約筆記者の養成：年

間 20人 

・手話通訳者の養成：年

間 80人 

・要約筆記者の養成：年

間 20人 

健康福祉部 

障害者福祉課 

19 

手話通訳者・要約筆記

者派遣 

（再掲：事業 95） 

聴覚障害者の参加が見込まれる市事業に手話通訳者や

要約筆記者を配置します。 

要請に応じて、手話通訳

者・要約筆記者を派遣し

ます。 

 

  
健康福祉部 

障害者福祉課 

20 
盲ろう者向け通訳・介

助員の派遣 【新規】 

 盲ろう者の要請に基づき、コミュニケーション及び

移動等の支援を行う盲ろう者向け通訳・介助員を派遣

します。 

要請に応じて、盲ろう者

向け通訳・介助員を派遣

します。 

 

  
健康福祉部 

障害者福祉課 

21 

障害福祉サービスな

どの情報提供・相談の

充実 

広報紙や事業者ガイドブック、ホームページなどの多

様な媒体を活用して、障害福祉サービスなどに関する

情報提供を行います。また、相談の手段としてインタ

ーネットのさらなる活用を図ります。 

情報弱者へ配慮した情報

提供に努めます。 

 

  
健康福祉部 

障害者福祉課 

（１） 

情報バリアフリーの

推進 

22 
情報機器の利用方法

などの周知 

消費者保護の観点も含め、消費生活支援センター等と

連携・協力しながら、インターネット・携帯電話など

の情報機器の利用方法などの周知など、活用支援に努

めます。 

 消費生活支援センタ

ー等と連携・協力しな

がら情報機器の利用方

法などの周知など、活

用支援に努めます。 

  

    
健康福祉部 

障害者福祉課 

重点施策２ 情報バリアフリーの推進          【基本目標１-施策区分（２）】
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実施計画 施策の方向 
番号 施策の名称 施策の内容 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 
所管部署 

50 
防災知識の普及  

【拡充】 

地域防災計画及び国民保護計画に基づき、障害者やそ

の家族、地域住民に対して研修会の開催、防災に関す

る資料の提供などにより防災知識の普及を図ります。

出前講座 

自主防災研修・訓練 

市総合防災訓練 

防災とﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ訓練 

 

  
都市建設部 

防災対策課 

聴覚・言語障害者向けのメール１１９の登録普及を行

います。 

51 メール１１９の登録 
◆数値目標◆ 

＜登録者数＞ 

平成２４年度（実績）：89人 ⇒ 

平成２９年度（目標）：110 人 

・広報活動を継続し実施

します。 

・メール 119 登録者に対

する通報対応力の現状把

握に努め、利用方法及び

通報要領の啓発による理

解促進を図り、既登録者

との連携により普及を推

進します。 

 

登録者数：94人 

前年度比 5％増 

・広報活動を継続し実施

します。 

・メール 119 登録者に対

する通報対応力の現状把

握に努め、利用方法及び

通報要領の啓発による理

解促進を図り、既登録者

との連携により普及を推

進します。 

 

登録者数：99人 

前年度比 5％増 

・広報活動を継続し実施

します。 

・メール 119 登録者に対

する通報対応力の現状把

握に努め、利用方法及び

通報要領の啓発による理

解促進を図り、既登録者

との連携により普及を推

進します。 

 

登録者数：104人 

前年度比 5％増 

・広報活動を継続し実施

します。 

・メール 119 登録者に対

する通報対応力の現状把

握に努め、利用方法及び

通報要領の啓発による理

解促進を図り、既登録者

との連携により普及を推

進します。 

 

登録者数：110人 

前年度比 5％増 

広域消防本部 

情報指令課、 

健康福祉部 

障害者福祉課 

障害者等への防火指導を継続して行います。 

52 防火指導の実施 ◆数値目標◆ 

平成２９年度までに久留米市身体障害者福祉協会登録

会員（視力部、ろうあの部）全員［180名］に指導 

・聴覚・言語障害者対し

て防火指導を行います。

・視覚障害者に対して防

火指導を行います。 

・聴覚・言語障害者に対

して防火指導を行いま

す。 

・視覚障害者に対して防

火指導を行います。 

広域消防本部 

予防課 

53 福祉防災機器の普及 福祉防災機器の周知と利用促進に努めます。 
適宜、制度の周知と利用

促進を図ります。 

 

  
健康福祉部 

障害者福祉課 

54 防災機器の普及・促進 

聴覚障害者等の住宅用火災警報器設置状況調査を行い

ます。 

聴覚障害者等への住宅用火災警報器の設置指導及び維

持管理の指導などを継続して行います。 

市と連携し、聴覚障害者

等の住宅用火災警報器設

置状況調査を行います。

聴覚障害者等への住宅用

火災警報器の設置指導及

び維持管理の指導などを

継続して行います。 

 

 
広域消防本部 

予防課 

55 消防設備の整備・管理 福祉施設等の立入検査を行います。 

福祉施設等への立入検査

の実施により、避難経路、

消防用設備等の設置指導

及び管理指導を行いま

す。 

 

  
広域消防本部 

予防課 

「災害時要援護者支援プラン」を推進し、地域におけ

る要援護者支援体制の整備に努めるとともに、要援護

者名簿を活用した防災訓練を進めます。 

（１） 

防災対策の推進 

56 
災害時要援護者支援

体制の充実 【拡充】 

◆数値目標◆ 

＜要援護者名簿登録者数＞ 

平成２４年度（実績）：4,272 人 

平成２８年度（目標）：8,000 人 

＜要援護者名簿登録率＞ 

平成２４年度（実績）：10％ 

平成２８年度（目標）：20％ 

＜要援護者名簿を活用した防災訓練（図上訓練）実施

済み校区数＞ 

平成２４年度（実績）：44校区 

平成２８年度（目標）：全校区 
※目標値及び目標年度は「第 2 期久留米市地域福祉計画」の値によ

る 

①名簿登録者 6,000 人 

②要援護者名簿登録率

14％ 

③名簿を活用した防災訓

練（図上訓練）を実施（20

校区） 

①名簿登録者 7,000 人 

②要援護者名簿登録率

17％ 

③名簿を活用した防災訓

練（図上訓練）を実施（34

校区） 

①名簿登録者 8,000 人 

②要援護者名簿登録率

20％ 

③名簿を活用した防災訓

練（図上訓練）を実施（全

46校区完了） 

― 

健康福祉部 

地域福祉課、 

都市建設部 

防災対策課 

重点施策３ 防災・防犯対策の推進          【基本目標２-施策区分（２）】 
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57 
障害者施設等の防災

機能の充実 

国・県の補助金等を活用して障害者施設等の防災機能

の充実を図ります。また、事業者に対する防災対策の

啓発・指導に努めます。 

国県補助金等を活用し、

既存施設への支援、新設

事業所整備への支援等を

行います。 

 

  
健康福祉部 

障害者福祉課 

一般の避難所では生活することが困難な、要介護高齢

者や障害のある方を対象とする福祉避難所を指定しま

す。 

58 
福祉避難所の指定 

【拡充】 ◆数値目標◆ 

＜福祉避難所指定＞ 

平成２４年度（実績）：0か所 

平成２9年度（目標）：公共施設 5 か所 

           社会福祉施設等 40 か所 

施設管理者と協議のう

え、福祉避難所の指定を

行います。 

・公共施設 5 か所 

・社会福祉施設等 15か所

施設管理者と協議のう

え、福祉避難所の指定を

行います。 

 

・社会福祉施設等 15か所

施設管理者と協議のう

え、福祉避難所の指定を

行います。 

 

・社会福祉施設等 5か所 

施設管理者と協議のう

え、福祉避難所の指定を

行います。 

 

・社会福祉施設等 5か所

健康福祉部 

地域福祉課、 

障害者福祉課、 

長寿支援課 

59 
消費者被害防止のた

めの広報啓発 

悪質な訪問販売などから障害者を守るため、関係機関

などと連携して、悪質業者などからの被害防止に関す

る広報や講座などの開催に努めます。 

関係各課と連携し、障碍

者団体等への出前講座の

周知に努めます。 

 

  

協働推進部 

消費生活センター、

健康福祉部 

障害者福祉課 

60 

くるめ見守りネット

ワークの推進 

【新規】 

すべての市民が地域から孤立することなく安心して暮

らせるように、郵便、電気、ガス等の巡回事業者との

協働により見守りのネットワークを構築し、異変の早

期発見に努めます。 

地域住民や事業者等に協

力いただき行政と連携し

て地域全体で見守り活動

を行ない異変を早期に発

見し、支援につなげる 

取組みを推進します。 

   

健康福祉部 

地域福祉課 

61 

久留米市高齢者等Ｓ

ＯＳネットワーク協

議会 

認知症などが原因で徘徊をするおそれがある高齢者の

情報を事前登録し、すみやかな発見保護を行います。

徘徊高齢者が発生した際

の早期発見・早期保護の

体制の充実を図ります。

 

  
健康福祉部 

長寿支援課 

62 
緊急通報システム機

器の貸与 

概ね 65 歳以上の高齢者で心疾患等の慢性疾患があり

常時注意を要する方や、身体障害１・２級の方で緊急

時に対応が困難な一人暮らしの方に、緊急通報システ

ム機器貸与を継続して行います。 

緊急時に登録先に通報で

きる通信機器の貸与を行

うことで、緊急時の不安

を解消し、生活の安全確

保を図ります。 

 

  
健康福祉部 

長寿支援課 

（２） 

防犯・安全対策の推進 

63 

自転車マナー向上の

ための広報啓発  

【拡充】 

「四季の交通安全県民運動」や学校単位での交通安全

教室などにより、自転車マナーに関する講習会や広報

啓発を継続して行います。 

自転車マナー向上のた

め、中高生を対象とした

自転車交通安全教室を実

施するとともに、駅周辺

や自転車駐車場で街頭キ

ャンペーンを実施しま

す。 

 

  
協働推進部 

安全安心推進課 
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実施計画 施策の方向 
番号 施策の名称 施策の内容 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 
所管部署 

発達の遅れや障害のある乳幼児などに対して、医師、

臨床心理士、言語聴覚士などの専門家による相談事業

を実施します。 

66 

発達支援事業（専門家

による相談事業）の充

実 
◆数値目標◆ 

＜相談者数（延べ）＞ 

平成２４年度（実績）：710 人 ⇒ 

平成２９年度（目標）：800 人 

           

延利用者数：740人 

           

延利用者数：760人 

           

延利用者数：780人 

           

延利用者数：800人 

子ども未来部 

幼児教育研究所 

発達の遅れや障害のある乳幼児などに対し、療育、訓

練事業を通して、子どもの実態に応じたきめ細かな支

援を実施します。 

67 
発達支援事業（療育・

訓練事業）の充実 
◆数値目標◆ 

＜利用者数（延べ）＞ 

平成２４年度（実績）：7,073 人 ⇒ 

平成２９年度（目標）：8,000 人 

           

延利用者数：7400 人 

           

延利用者数：7600 人 

           

延利用者数：7800 人 

           

延利用者数：8000 人 

子ども未来部 

幼児教育研究所 

68 
幼児教育研究所の機

能充実 【拡充】 

療育担当者の資質の向上、相談、療育、訓練の担当者

による協同的発達支援システムの構築等により、幼児

教育研究所の機能の充実を図ります。 

専門相談で得られた支援

の方向性をもとに、特性

に応じたグループでの療

育を行うため、時間割の

変更を行います。 

専門相談（心理士→医師）

で得られた支援の方向性

をもとに療育・訓練内容

の充実を図る。 

 

 
子ども未来部 

幼児教育研究所 

幼保小の接続期の保育教育の充実のために、久留米市

幼児教育研究推進委員会を中心とした合同研修会、連

携担当者研修会の実施に努めます。 

69 

久留米市幼児教育研

究推進委員会の開催

（幼保小連携強化事

業） 

◆数値目標◆ 

＜参加者数（幼保小連携担当者研修）＞ 

平成２４年度（実績）：394 人 

平成２９年度（目標）：500 人 

参加者数；500人 参加者数；500人 参加者数；500人 参加者数；500人 
子ども未来部 

幼児教育研究所 

70 
障害児等療育支援事

業 

在宅の重症心身障害児（者）、知的障害児（者）、身

体障害児（者）、精神障害者、難病患者等の地域にお

ける生活を支えるため、身近な地域で療育指導等が受

けられる療育機能の充実を図るとともに、これらを支

援する圏域の療育機能との重層的な連携を図ります。

療育機能の充実を図ると

ともに、これらを支援す

る圏域の療育機能との重

層的な連携を図ります。

   

健康福祉部 

障害者福祉課 

（１） 

乳幼児期から学校卒

業までの一貫した療

育・教育体制の確立 

71 
切れ目のない支援体

制の確立 【拡充】 

障害や発達面での支援が必要な子どもに関する包括的

支援を、幼保小の区別なく一貫して行う体制の検討・

整備を図ります。 

業務体制の枠組みの検討

各部間における調整 
事業の段階的実施 事業の段階的実施 体制の確立 

健康福祉部 

障害者福祉課、 

子ども未来部 

幼児教育研究所、 

教育部 

学校教育課 

重点施策４ 切れ目のない療育・教育体制の確立     【基本目標３-施策区分（２）】
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実施計画 施策の方向 
番号 施策の名称 施策の内容 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 
所管部署 

市営住宅入居者募集において、定期募集と重複応募可

能な別枠募集を行います。 

113 
市営住宅申し込みの

優遇 
◆数値目標◆ 

＜別枠募集回数＞ 

平成２４年度（実績）：年 2回 ⇒ 

平成２９年度（目標）：年 2回 

募集戸数 6戸 募集戸数 6戸 募集戸数 6戸 募集戸数 6戸 
都市建設部 

住宅政策課 

114 不動産業者との協力 

障害者の住まい確保支援のため「あんしん賃貸住宅協

力店」の情報提供をします。 

また、不動産業者に対し、障害者に対する賃貸住宅の

斡旋、情報提供について、理解・協力を求めます。 

現状・課題の調査 協議の場の設定 協力体制について協議 協力体制の構築 
健康福祉部 

障害者福祉課 

グループホームなどの計画的な整備を図ります。 

115 
居住系サービスの整

備促進 【拡充】 

◆数値目標◆ 

＜利用者数＞ 

平成２４年度（実績）：188 人／月 

（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 67、ｹｱﾎｰﾑ 120、福祉ﾎｰﾑ 1） 

⇒ 

平成２９年度（目標）：210 人／月（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 

グループホーム利用人数

195人／月 

グループホーム利用人数

200人／月 

グループホーム利用人数

205人／月 

グループホーム利用人数

210人／月 

健康福祉部 

障害者福祉課 

（１） 

住まいの確保 

116 
市営住宅のグループ

ホーム対応の研究 

既存の市営住宅がグループホームとして利用できるよ

う、制度の研究と仕組みづくりを行います。 

・制度や他市町村の研究

・仕組みづくり 

 

   

健康福祉部 

障害者福祉課、 

都市建設部 

住宅政策課 

地域生活支援事業の「相談支援事業」の強化事業とし

て、適切な対応ができる委託先を確保し、実施します。

（２） 

居住支援の充実 
117 

住宅入居等支援（居住

サポート）事業の実施

（相談支援強化事業） 

◆数値目標◆ 

＜サポート件数＞ 

平成２４年度（実績）：9件（人） ⇒ 

平成２９年度（目標）：13件（人） 

延べサポート件数： 10

件（人）/年 

延べサポート件数： 1１

件（人）/年 

延べサポート件数： 12

件（人）/年 

延べサポート件数： 13

件（人）/年 

健康福祉部 

障害者福祉課 

重点施策５ 住まいの確保と居住支援の充実        【基本目標４-施策区分（４）】
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実施計画 
施策の方向 番号 施策の名称 施策の内容 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 
所管部署 

福祉事業所に対して、実地指導、監査を実施し、適正

な運営の確保を図ります。 

また、新規事業所の設置についても、関係法令等の規

定に基づき、適正なものとなるよう努めていきます。118 
福祉事業所の適正運

用の推進 【新規】 
◆数値目標◆ 

平成 29 年度までに、延べ 120 か所の福祉事業への実

地指導を実施 

福祉事業に対して実地指

導を実施します。 

 年間 30箇所 

 

  
健康福祉部 

障害者福祉課 

在宅生活を支える訪問系サービスの質・量両面での充

実を図ります。 

119 
訪問系サービスの充

実 

◆数値目標◆ 

＜利用者数＞ 

平成２４年度（実績）：546 人 ⇒ 

平成２９年度（目標）：721 人 

＜利用時間数（延べ）＞ 

平成２４年度（実績）：15,622 時間／月 ⇒ 

平成２９年度（目標）：20,773 時間／月 

実利用者数 618人延べ利

用時間数 17,837 時間/月

実利用者数 651人：延べ

利用時間数 18,763 時間/

月 

実利用者数 685人：延べ

利用時間数 19,740 時間/

月 

実利用者数 721人：延べ

利用時間数 20,773 時間/

月 

健康福祉部 

障害者福祉課 

訪問入浴サービスなどの地域生活支援事業を充実しま

す。 

120 
地域生活支援事業の

充実 
◆数値目標◆ 

＜利用者数＞ 

平成２４年度（実績）：20人 ⇒ 

平成２９年度（目標）：32人 

実利用者数 29 人 実利用者数 32 人 実利用者数 32 人 実利用者数 32 人 
健康福祉部 

障害者福祉課 

（１） 

日常生活の支援や介

助サービスの充実 

121 
久留米市社会福祉協

議会実施事業の周知 

久留米市社会福祉協議会と連携して、福祉器具貸出や

生活福祉資金貸付事業などの周知と利用促進に努めま

す。 

窓口や電話相談の際に制

度の周知・情報提供に努

めます。 

 

  
健康福祉部 

障害者福祉課 

122 

重症心身障害児者の

地域生活を支援する

相談支援体制の充

実・強化【新規】 

医療・福祉部門等の連携のもと重症心身障害児者の地

域生活移行・定着等を支援するための相談支援体制の

充実・強化を目指します。 

民間団体との協働により

相談支援体制の充実・強

化に努めます。 

 

  
健康福祉部 

障害者福祉課 

「日中一時支援事業」に取り組み、レスパイトケアの

充実を図ります。 

123 
レスパイトケアの充

実 

◆数値目標◆ 

※日中一時支援事業（障害児タイムケア含む） 

＜利用者数＞ 

平成２４年度（実績）：178 人 ⇒ 

平成２９年度（目標）：189 人 

＜利用人日数（延べ）＞ 

平成２４年度（実績）：808 人日／月 ⇒ 

平成２９年度（目標）：834 人日／月 

実利用者数 183人 

延利用人数 822人日／月

実利用者数 185人 

延利用人数 826人日／月

実利用者数 187人 

延利用人数 830人日／月 

実利用者数 189人 

延利用人数 834人日／月

健康福祉部 

障害者福祉課 

医療的ケアを要する障害児者の日中活動及び短期入所

の場の設置について、医療機関等関係機関と連携・協

力しながら、整備に努めます。 

（２） 

レスパイトケアなど

の充実 

124 

重症心身障害児者な

どの日中活動及び短

期入所の場の確保 

（再掲：事業 143） 

【拡充】 

◆数値目標◆ 

＜市内の受入施設整備数＞ 

平成２４年度（実績）：日中活動 6か所 

短期入所 3か所  ⇒ 

平成２９年度（目標）：日中活動 10か所 

短期入所７か所 

市内 

（日中活動）8ヶ所 

（短期入所）4か所 

市内 

（日中活動）9ヶ所 

（短期入所）5か所 

市内 

（日中活動）10ヶ所 

（短期入所）6か所 

市内 

（日中活動）10ヶ所 

（短期入所）7か所 

健康福祉部 

障害者福祉課 

 

重点施策６ 在宅福祉サービスなどの充実         【基本目標４-施策区分（５）】
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第5部  資料編 

 

第１章  障害者の動向 

１． 障害者手帳所持者の状況 

○手帳所持者数は３障害合計（重複含む）で平成 24 年度末現在で 16,876 人となっています（身

体障害者手帳：13,085 人、療育手帳：1,947 人、精神障害者保健福祉手帳：1,844 人）。 

○第１期計画策定時（平成 18 年度）からの推移をみると、全体で 1,872 人増、1.1 倍となって

いますが、精神障害者保健福祉手帳所持者の伸びが大きく、1.9 倍に増加しています。 

図表－７  障害者手帳所持者数の推移【３障害（全体）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

平成
18年度

平成
19年度

平成
20年度

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

増減数
（Ｈ24-Ｈ18）

増減率
（Ｈ24/Ｈ18）

身体障害者手帳所持者 12,339 12,709 12,826 13,025 12,977 13,084 13,085 746 1.1倍

療育手帳所持者 1,710 1,807 1,861 1,968 1,997 1,927 1,947 237 1.1倍

精神障害者保健福祉手帳所持者 955 1,030 1,266 1,439 1,609 1,773 1,844 889 1.9倍

合　　計 15,004 15,546 15,953 16,432 16,583 16,784 16,876 1,872 1.1倍

資料／障害者福祉課（各年度末現在）
※合計は各手帳所持者数の計（重複含む）

0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000

Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24（人）

身体障害者手帳所持者 療育手帳所持者

精神障害者保健福祉手帳所持者
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２． 身体障害者の状況 

（１） 部位［大分類］別 身体障害者手帳所持者 

○身体障害者手帳所持者の状況を部位別にみると、平成 24 年度末現在で視覚障害者 924 人（全

体の 7.1％）、言語・聴覚障害 1,473 人（同 11.3％）、肢体不自由 7,156 人（同 54.7％）、

内部障害 3,532 人（同 27.0％）となっており、肢体不自由が過半数を占めています。 

○第１期計画策定時（平成 18 年度）と比較すると、視覚障害や言語・聴覚障害は減少していま

すが、肢体不自由や内部障害は 1.1 倍に増加しています。 

図表－８  身体障害者手帳所持者数の推移【部位［大分類］別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－９  身体障害者手帳所持者 部位［大分類］別構成比（平成 24 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000

Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24（人）

視覚障害 言語・聴覚障害 肢体不自由 内部障害

（単位：人）

平成
18年度

平成
19年度

平成
20年度

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

増減数
（Ｈ24-Ｈ18）

増減率
（Ｈ24/Ｈ18）

視覚障害 1,038 1,044 1,023 1,012 994 973 924 -114 0.9倍

言語・聴覚障害 1,540 1,535 1,517 1,522 1,494 1,495 1,473 -67 1.0倍

肢体不自由 6,575 6,819 6,910 7,056 7,041 7,101 7,156 581 1.1倍

内部障害 3,186 3,311 3,376 3,435 3,448 3,515 3,532 346 1.1倍

合　計 12,339 12,709 12,826 13,025 12,977 13,084 13,085 746 1.1倍

資料／障害者福祉課（各年度末現在）

視覚

障害
7.1%

言語・

聴覚

障害

11.3%

肢体

不自由
54.7%

内部

障害
27.0%
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（２） 手帳等級別 身体障害者手帳所持者 

○身体障害者手帳所持者の状況を手帳等級別にみると、平成 24 年度末現在では 1級が 4,116

人（全体の 31.5％）と最も多く、次いで４級が 2,987 人（同 22.8％）、2級が 2,161 人（同

16.5％）となっています。また、１・２級の重度者があわせて 6,277 人（同 48.0％）と半数

弱を占めています。 

○第１期計画策定時（平成 18 年度）と比較すると、4級（1.3 倍）や１級（1.1 倍）の伸びが

顕著です。 

図表－１０  身体障害者手帳所持者数の推移【等級別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－１１  身体障害者手帳所持者 等級別構成比（平成 24 年度） 

 

 

 

 

 

 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24（人）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

（単位：人）

平成
18年度

平成
19年度

平成
20年度

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

増減数
（Ｈ24-Ｈ18）

増減率
（Ｈ24/Ｈ18）

１級 3,747 3,872 3,944 4,051 4,078 4,095 4,116 369 1.1倍

２級 2,362 2,380 2,343 2,320 2,271 2,237 2,161 -201 0.9倍

３級 1,912 1,935 1,926 1,980 1,954 1,993 1,974 62 1.0倍

４級 2,383 2,561 2,689 2,775 2,820 2,925 2,987 604 1.3倍

５級 951 971 955 939 917 884 903 -48 0.9倍

６級 984 990 969 960 937 950 944 -40 1.0倍

合　計 12,339 12,709 12,826 13,025 12,977 13,084 13,085 746 1.1倍

資料／障害者福祉課（各年度末現在）

１級

31.5%

２級

16.5%３級

15.1%

４級

22.8%

５級

6.9%

６級

7.2%
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３． 知的障害者の状況 

（１） 手帳判定別 療育手帳所持者 

○療育手帳所持者の状況を手帳判定別にみると、平成 24 年度末現在ではＡが 1,018 人（全体の

52.3％）、Ｂが 929 人（同 47.7％）となっています。 

○第１期計画策定時（平成 18 年度）以降の推移をみると、Ｂが一貫して増加しており、平成

18 年度から 1.4 倍に増加しています。 

図表－１２  療育手帳所持者数の推移【判定別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－１３  療育手帳所持者 手帳判定別構成比（平成 24 年度） 
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400
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800

1,000

1,200

1,400

Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24（人）

Ａ Ｂ

Ａ

52.3%
Ｂ

47.7%

（単位：人）

平成
18年度

平成
19年度

平成
20年度

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

増減数
（Ｈ24-Ｈ18）

増減率
（Ｈ24/Ｈ18）

Ａ
（最重度・重度）

1,028 1,064 1,098 1,142 1,130 1,025 1,018 -10 1.0倍

Ｂ
（中度・軽度）

682 743 763 826 867 902 929 247 1.4倍

合　計 1,710 1,807 1,861 1,968 1,997 1,927 1,947 237 1.1倍

資料／障害者福祉課（各年度末現在）
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４． 精神障害者の状況 

（１） 手帳等級別 精神障害者保健福祉手帳所持者 

○精神障害者保健福祉手帳所持者の状況を手帳等級別にみると、平成 24 年度末現在では 2級が

1,261 人と全体の 68.4％を占めて最も多くなっています。 

○第１期計画策定時（平成 18 年度）以降の推移をみると、１～3級いずれも増加傾向にありま

すが、1級（1.6 倍）に比べて 3級（2.5 倍）・2級（1.8 倍）の伸びが大きくなっています。 

図表－１４  精神障者保健福祉手帳所持者数の推移【等級別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－１５  精神障害者保健福祉手帳所持者 等級別構成比（平成 24 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

平成
18年度

平成
19年度

平成
20年度

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

増減数
（Ｈ24-Ｈ18）

増減率
（Ｈ24/Ｈ18）

１級 105 89 132 153 152 172 169 64 1.6倍

２級 683 748 903 1,010 1,118 1,241 1,261 578 1.8倍

３級 167 193 231 276 339 360 414 247 2.5倍

合　計 955 1,030 1,266 1,439 1,609 1,773 1,844 889 1.9倍

資料／障害者福祉課（各年度末現在）

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24（人）

１級 ２級 ３級

１級

9.2%

２級

68.4%

３級

22.5%
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（２） 自立支援医療（精神通院医療）受給者数 

○自立支援医療（精神通院医療）受給者数は、平成 24 年度末現在で 4,413 人となっており、第

１期計画策定時（平成 18 年度）から 1,166 人増加し、1.4 倍になっています。 

図表－１６  自立支援医療（精神通院医療）受給者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24（人）

精神通院医療受給者数

（単位：人）

平成
18年度

平成
19年度

平成
20年度

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

増減数
（Ｈ24-Ｈ18）

増減率
（Ｈ24/Ｈ18）

精神通院医療受給者数 3,247 3,300 3,456 3,778 4,123 4,198 4,413 1,166 1.4倍

資料／障害者福祉課（各年度末現在）
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５． 発達障害児などの状況 

（１） 幼児教育研究所 相談件数 

○幼児教育研究所の相談件数も近年一貫して増加しており、平成 24 年度末現在で 710 件となっ

ています。 

図表－１７  幼児教育研究所 相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 通級指導教室 利用人数 

○通級指導教室の児童・生徒数も近年一貫して増加しており、平成 24 年度末現在で 169 人（小

学生 147 人、中学生 22 人）となっています。 

図表－１８  通級指導教室 利用人数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：件）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

相談件数 506 541 611 665 710

資料／幼児教育研究所（各年度末現在）

（単位：人）

Ｈ20年度 Ｈ21年度 Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度

小学生 87 96 115 144 147

中学生 8 10 18 22 22

合　計 95 106 133 166 169

資料／学校教育課（各年度末現在）
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６． 難病患者の状況 

○特定疾患医療受給者証所持者数も近年増加傾向にあり、平成 24 年度末現在で 2,036 人となっ

ています。 

○平成 24 年度末現在の疾病群別内訳をみると、神経・筋疾患（531 人）や消化器系疾患（162

人）をはじめ、多岐にわたっています。疾病別にみると、潰瘍性大腸炎（396 人）やパーキ

ンソン症関連疾患（280 人）などが多くなっています。 

図表－１９  特定疾患医療受給者証所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－２０  特定疾患医療受給者証所持者の内訳（平成 24 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な疾病（100 人以上）＞ 

 

 

 

 

 

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24（人）

特定疾患医療受給者証所持者数

疾病名
人数
（人）

潰瘍性大腸炎 396

パーキンソン病関連疾患 280

後縦靭帯骨化症 142

全身性エリテマトーデス 125

クローン病 118

強皮症・皮膚筋炎及び多発性筋炎 102

疾患群

消化器系疾患

神経・筋疾患

骨・関節系疾患

免疫系疾患

消化器系疾患

皮膚・結合組織疾患

（単位：人）

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

特定疾患医療受給者証所持者数 1,730 1,809 1,937 2,036

資料／健康推進課（各年度末現在）

疾患群
人数
（人）

構成比

血液系疾患 87 4.3%

免疫系疾患 246 12.1%

内分泌系疾患 33 1.6%

代謝系疾患 33 1.6%

神経・筋疾患 531 26.1%

視覚系疾患 37 1.8%

循環器系疾患 33 1.6%

呼吸器系疾患 98 4.8%

消化器系疾患 568 27.9%

皮膚・結合組織疾患 162 8.0%

骨・関節系疾患 208 10.2%

スモン 0 0.0%

合計 2,036 100.0%

資料／健康推進課（平成24年度末現在）
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消化器系疾患
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骨・関節系疾患
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第２章  障害者（児）生活実態調査 

１． 調査の概要 

 

  ３障害 難病 発達 

調査対象 

身体障害者手帳所持者、 

療育手帳所持者、 

精神障害者保健福祉手帳所

持者、 

自立支援医療（精神通院制

度）利用者 

特定疾患医療受給者証所

持者 

（身体障害者手帳所持者

除く） 

発達の面で支援が必要と

思われる子どもを持つ保

護者 

調査方法 郵送による配布・回収 郵送による配布・回収 
機関を通じた配布・郵送に

よる回収 

標本数 3,900 人 400 人 267 人 

配布数

（※） 
3,843 人 397 人 190 人 

有効 

回収数 
1,808 人 232 人 117 人 

有効 

回収率 
47.0% 58.4% 61.6% 

調査期間 平成２４年１２月１０日～平成２５年１月７日 

（※）調査対象者の抽出後に死亡、転居その他の理由で対象者に調査票が届かなかったものを除いた数。 
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２． 地域生活全般について 

（１） 生活上の困りごと、将来に対する不安・悩みなど 

○３障害全体では「障害や健康上の不安、悩み」「経済的な不安」が 4割を超えて高く、次い

で「将来の生活が不安」「親無き後の不安」等の今後の生活に関する不安が続きます。 

○３障害別にみると、精神障害者（精神障害者、自立支援医療利用者）では身体・知的障害者

に比べて「経済的な不安」が 6割を超えて顕著に高くなっています。 

図表－２１  生活上の困りごと、将来に対する不安・悩みなど【３障害（全体）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－２２  生活上の困りごと、将来に対する不安・悩みなど【３障害別 上位５項目】 

 身体障害者 

（1339 人） 

知的障害者 

（254 人） 

精神障害者 

（294 人） 

自立支援医療利用者 

（258 人） 

障害や健康上の不安、

悩み 
親亡き後の不安 経済的な不安 経済的な不安 

第1位 

（47.2％） （58.3％） （61.9％） （64.0％） 

経済的な不安 経済的な不安 
障害や健康上の不安、

悩み 
将来の生活が不安 

第2位 

（41.8％） （37.8％） （56.5％） （57.0％） 

将来の生活が不安 
障害や健康上の不安、

悩み 
将来の生活が不安 

障害や健康上の不安、

悩み 第3位 

（32.3％） （31.9％） （54.1％） （56.2％） 

親亡き後の不安 

 
将来の生活が不安 親亡き後の不安 親亡き後の不安 

第4位 

（18.1％） （30.7％） （42.9％） （37.6％） 

介護者に負担をかける 財産の管理が不安 
生きがいを見いだせな

い 

生きがいを見いだせな

い 第5位 

（13.1％） （14.6％） （26.2％） （27.1％） 

※「特にない」「その他」「無回答」除く 

46.5
45.5

36.3
24.9

14.2
12.8

11.8
11.5
10.8

8.5
8.4
8.0
8.0
7.9

2.7
2.1

14.6
8.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

障害や健康上の不安、悩み

経済的な不安

将来の生活が不安

親亡き後の不安

住まいの不満、悩み

生きがいを見いだせない

仕事の不満または働く場がない

介護者に負担をかける

友達がいない

家庭内の問題

周囲の人の理解がない

結婚の不安、悩み

財産の管理が不安

通院、通勤、通学が困難

育児や子どもの教育の悩み

その他

特にない

無回答

（％）

３障害全体（1808人）
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（２） 今後の暮らし方の希望 

○３障害全てにおいて「家族やパートナーとの同居」の希望が最も高くなっています。 

○一人暮らし希望は精神障害者（精神障害者、自立支援医療利用者）で高く、１割を超えてい

ます。 

図表－２３  今後の暮らし方の希望【３障害別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－２４  今後の暮らし方の希望【３障害 年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.6

47.9

36.6

38.8

48.1

7.4

6.0

3.5

15.6

17.1

4.3

3.7

10.2

4.4

2.3

8.4

8.9

10.6

10.9

3.9

2.9

2.6

2.0

3.1

4.7

20.2

20.2

26.0

20.1

19.0

10.2

10.7

11.0

7.1

5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

３障害全体（1808人）

身体障害者（1339人）

知的障害者（254人）

精神障害者（294人）

自立支援医療制度利用者（258人）

家族やパートナーと同居して暮らしたい

独立して一人で暮らしたい

グループホーム等の、地域の中で仲間と共同生活できるところで暮らしたい

医療機関や福祉施設に入院・入所したい

その他

わからない

無回答

18歳未満
（125人）

18～30歳未
満（97人）

30～40歳未
満（186人）

40～50歳未
満（259人）

50～60歳未
満（407人）

60～65歳未
満（361人）

65歳以上
（340人）

家族やパートナーと同居 52.8 54.6 51.1 45.9 45.9 49.9 38.2

独立して一人暮らし 8.8 9.3 11.8 10.0 6.6 6.4 4.4

グループホーム等で共同生活 4.0 6.2 2.7 3.5 4.9 3.9 5.0

医療機関や福祉施設に入院・入所 1.6 5.2 4.3 6.2 7.4 8.0 17.4

その他 0.8 0.0 3.2 3.9 3.2 3.3 2.9

わからない 23.2 17.5 18.3 22.4 23.1 20.5 15.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0
（％）
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（３） 地域で生活するために必要な条件 

○「生活するのに十分な収入があること」が 3障害全体で 4割超と突出して高く、各障害別で

も第１位にあがっています。 

○「収入」以外では「家族と同居」「ホームヘルプ等の日常生活の介助」「医療機関が近くに

ある」等が 3障害に共通して上位にあがっています。 

図表－２５  地域で生活するために必要な条件【３障害（全体）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－２６  地域で生活するために必要な条件【３障害別 上位５項目】 

 身体障害者 

（1339 人） 

知的障害者 

（254 人） 

精神障害者 

（294 人） 

自立支援医療利用者

（258 人） 
生活するのに十分な 

収入があること 

生活するのに十分な 

収入があること 

生活するのに十分な 

収入があること 

生活するのに十分な 

収入があること 第1位 
（41.4%） （31.9%） （56.5%） （60.5%） 

主治医のいる医療機関 

が近くにあること 

家族の入院時等に利用 

できる宿泊施設（ショ 

ートステイ）が近くに 

あること 

主治医のいる医療機関 

が近くにあること 

主治医のいる医療機関 

が近くにあること 第2位 

（23.6%） （29.9%） （28.9%） （32.6%） 

家族と同居できること 

ホームヘルプや外出支 

援等の日常生活の介助 

が十分に受けられること 

住宅が確保できること 家族と同居できること 
第3位 

（22.6%） （28.3%） （22.4%） （23.3%） 
ホームヘルプや外出支 

援等の日常生活の介助 

が十分に受けられること 

家族と同居できること 

ホームヘルプや外出支 

援等の日常生活の介助 

が十分に受けられること 

住宅が確保できること 
第4位 

（20.3%） （20.9%） （19.4%） （20.5%） 
家族の入院時等に利用 

できる宿泊施設（ショ 

ートステイ）が近くにあるこ

と 

地域の人が障害を理解 

してくれること 
家族と同居できること 

ホームヘルプや外出支 

援等の日常生活の介助 

が十分に受けられること 

第5位 

（13.1%） （16.1%） （19.0%） （20.2%） 

44.1

23.7

22.6

20.1

13.3

12.9

12.2

10.6

7.9

5.9

2.5

12.2

1.4

12.1

0 10 20 30 40 50

生活するのに十分な収入があること

主治医のいる医療機関が近くにあること

家族と同居できること

ホームヘルプや外出支援等の日常生活の介助が十分に受けられること

住宅が確保できること

家族が入院した時や旅行などの時に利用できる宿泊施設（ショートステイ）が近くにあ

ること

地域の人が障害を理解してくれること

地域で何でも相談できる相談員や相談窓口があること

住居や道路などがバリアフリーであること

グループホーム等の仲間と共同生活できる場があること

その他

特にない

自宅や地域で生活したいとは思わない

無回答

（％）

３障害全体（1808人）

※「特にない」「その他」「無回答」除く 
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（４） 生活に必要な支援・サービス 

○３障害全体では「相談支援」が 4割弱と最も高く、以下「家事等支援」「外出支援（通院）」

等が続いています。 

○３障害別にみても「相談支援」が 3～4割台を占めて第一位にあがっており、このほか、「家

事等支援」「見守り支援」「外出支援（通院）」等が 1～2割台で上位にあがっています。 

図表－２７  生活に必要な支援・サービス【３障害（全体）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－２８  生活に必要な支援・サービス【3 障害別 上位 5 項目】 

 身体障害者 

（1339 人） 

知的障害者 

（254 人） 

精神障害者 

（294 人） 

自立支援医療利用者

（258 人） 

相談支援 相談支援 相談支援 相談支援 
第1位 

（33.4%） （31.9%） （44.6%） （47.3%） 

家事等支援 家事等支援 家事等支援 見守り支援 
第2位 

（25.2%） （30.7%） （28.6%） （24.8%） 

外出支援[通院] 見守り支援 見守り支援 家事等支援 
第3位 

（18.7%） （28.7%） （26.9%） （24.0%） 

外出支援[散歩・買物等] 自立生活訓練 外出支援[通院] 外出支援[通院] 
第4位 

（17.0%） （25.2%） （22.1%） （21.3%） 

見守り支援 外出支援[通院以外] 職業訓練 職業訓練 
第5位 

（15.5%） （21.3%） （19.7%） （17.4%） 
※「特にない」「その他」「無回答」除く 

36.0

24.6

19.0

18.3

17.3

11.8

11.6

10.3

7.4

5.1

2.4

19.6

15.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

何かあったときすぐに相談できる相談支援

障害のために自分ではできない家事等の支援

通院のための外出支援

常に見守ってくれるような見守り支援

散歩や買い物等の日常的な外出支援

企業に就職するための職業能力を身につけるための支援

企業の求人状況や就労に関する情報提供

家事等を身につけ、自立生活できるようにするための訓練等の支援

成年後見制度など権利を守る支援

通学・通所・通勤等の定期的な外出支援

その他

特にない

無回答

（％）

3障害全体（1808人）
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（５） 久留米市が重点的に進めるべきこと 

○３障害では共通して「年金・手当等」が半数を超えて最も高く、このほか、「就労支援」「医

療費助成」「啓発」が上位にあがっています。 

○難病患者では「医療費助成・手当」、発達の面で支援が必要と思われる子どもを持つ保護者

では「教育」「理解促進」「就労支援」「療育・訓練」が半数を超えてニーズが高くなって

います。 

 

図表－２９  久留米市が重点的に進めるべきこと【各障害別 上位５項目】 

    

 

３障害 

全体 

（1808 人） 
身体障害者 

（1339 人） 

知的障害者

（254 人）

精神障害者

（294 人）

自立支援医

療利用者 

（258 人）

難病 

（232 人） 

発達 

（117 人）

年金や手当

などの充実 

年金や手当

などの充実 

年金や手当

などの充実 

年金や手当

などの充実 

年金や手当

などの充実 

医療費等へ

の助成や手

当の充実 

教育の充実 
第 

1

位 
（53.0%） （52.6%） （51.6%） （58.2%） （58.1%） （50.4%） （81.2%） 

障害理解の

促進／ 就労支援の

充実 

就労支援の

充実 

就労支援の

充実 

通院・治療

のための医

療費の助成 

通院・治療

のための医

療費の助成 

長期入院・

入所できる

施設の確保 雇用・就労

支援の充実 

第 

2

位 

（31.8%） （29.4%） （33.1%） （36.1%） （43.8%） （41.4%） （各 70.9%）

理解を深め

るための啓

発や教育の

充実 

通院・治療

のための医

療費の助成 

理解を深め

るための啓

発や教育の

充実 

理解を深め

るための啓

発や教育の

充実 

就労支援の

充実 
医療の充実 

療育・訓練

の充実 

第 

3

位 

（29.6%） （28.8%） （29.9%） （33.3%） （36.8%） （27.6%） （65.0%） 

通院・治療

のための医

療費の助成 

理解を深め

るための啓

発や教育の

充実 

障害のある

子どもへの

保育・教育

の充実 

就労支援の

充実 

理解を深め

るための啓

発や教育の

充実 

理解を深め

るための啓

発・広報活

動 

経済的支援

の充実 

第 

4

位 

（29.4%） （28.5%） （26.4%） （32.3%） （36.0%） （22.8%） （44.4%） 

誰もが利用

しやすい交

通機関や施

設、道路・

歩道の整備 

誰もが利用

しやすい交

通機関や施

設、道路・

歩道の整備 

グループホ

ームなどの

地域で共同

生活できる

住まいの整

備 

障害者に対

する情報提

供や相談窓

口の充実 

障害者に対

する情報提

供や相談窓

口の充実 

ホームヘル

プなど在宅

サービスの

充実 

保健・医療

の充実 

第 

5

位 

（25.8%） （28.5%） （20.9%） （24.1%） （24.0%） （20.3%） （29.9%） 
※「特にない」「その他」「無回答」除く 
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３． 障害のある子どもの保育や教育などについて 

（１） 通園・通学時の困りごと 

○３障害全体では「特に問題がない」「無回答」の合計が 4割であることから、少なくとも約

6割の保護者が通園・通学に何らかの困りごとを抱えています。 

○具体的な困りごとは「通うのがたいへん」といったアクセスのしやすさが最も多く、次いで

「希望どおりの就園・就学が難しい」「職員・生徒の理解・配慮不足」など、多岐にわたっ

ています。 

図表－３０  通園・通学時の困りごと【３障害（全体）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－３１  通園・通学時の困りごと【身体・知的障害別 上位５項目】 

 身体障害者 

（65 人） 

知的障害者 

（59 人） 

通うのがたいへん 通うのがたいへん 
第 1位 

(32.3%) (28.8%) 

介助体制が十分ではない 職員や生徒の理解や配慮が足りない 
第 2位 

(16.9%) (22.0%) 

トイレ等の設備が不十分 
介助体制が十分ではない／ 

希望どおりの就園・就学が難しい 第 3位 

(13.8%) (各 16.9%) 

授業内容が難しい／ 

職員や生徒の理解や配慮が足りない 
授業内容が難しい 

第 4位 

(各 12.3%) (13.6%) 

希望どおりの就園・就学が難しい トイレ等の設備が不十分 
第 5位 

(10.8%) (11.9%) 
※「特にない」「その他」「無回答」除く 

※精神障害者（7人）・自立支援医療利用者（5人）は少数のため未掲載 

25.5

15.5

14.5

12.7

11.8

9.1

8.2

7.3

6.4

3.6

8.2

30.9

9.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

通うのがたいへん

希望どおりの就園・就学が難しい

職員や生徒の理解や配慮が足りない

授業内容が難しい

介助体制が十分ではない

トイレ等の設備が不十分

家族の同伴を求められる

友だちができない

受け入れてくれる園・学校の数が少ない

医療的なケア（吸入、導尿等）が受けられない

その他

特に問題はない

無回答

（％）

３障害全体（110人）
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（２） １８歳以降の進路の希望 

○３障害全体では「わからない・まだ考えていない」が最も多くなっています。 

○年齢別にみると 15～18 歳未満にでは「授産施設等への通所」や「一般企業等への就労」2～3

割台に上昇していますが、4人に 1人（24.0％）はこの時点でも「わからない・まだ考えて

いない」と回答し、進路を決めかねています。 

図表－３２  １８歳以降の進路の希望【３障害（全体）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－３３  １８歳以降の進路の希望【３障害（全体） 年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6歳未満（11人） 6‐12歳未満（42人） 12‐15歳未満（20人） 15‐18歳未満（25人）

授産施設、就労支援系事業所等へ通所 0.0 11.9 5.0 36.0

入所施設で生活訓練や職業訓練等 9.1 2.4 10.0 4.0

一般企業等で就労 0.0 9.5 15.0 24.0

進学 0.0 16.7 20.0 12.0

その他 0.0 0.0 0.0 0.0

わからない・まだ考えていない 90.9 54.8 45.0 24.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0
（％）

16.4

7.7

25.4

4.5

3.1

6.8

11.8

15.4

5.1

12.7

12.3

3.4

0.9

1.5

0.0

45.5

53.8

54.2

8.2

6.2

5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3障害全体（110人）

身体障害者（65人）

知的障害者（59人）

授産施設や地域活動支援センター、就労支援系事業所に通いたい
施設に入って、生活訓練や職業訓練等を受けたい
一般の企業等で働きたい
進学したい
その他
わからない・まだ考えていない
無回答
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（３） 教育に関する要望 

○「専門知識を持った教職員の増員」は３障害・発達ともに 4割を超えて 1～2位にあがってお

り、特に発達の面で支援が必要と思われる子どもを持つ保護者では 8割強と突出してニーズ

が高くなっています。 

○このほか、「理解向上・ノーマライゼーション推進」「個人のニーズに応じた教育」等も共

通して上位にあがっています。 
 

図表－３４  教育に関する要望【３障害・発達 上位５項目】 

  

 

３障害 

全体 

（110 人） 
身体障害者 

（65 人） 

知的障害者 

（59 人） 

発達 

（117 人） 

専門知識を持った教職

員を増やす 

障害に関する理解向

上・ノーマライゼーシ

ョンの推進 

専門知識を持った教職

員を増やす 

専門知識を持った教職

員の増員 第 

1 位 

(43.6%) (47.7%) (50.8%) (82.9%) 

障害に関する理解向

上・ノーマライゼーシ

ョンの推進 

専門知識を持った教職

員を増やす 

障害に関する理解向

上・ノーマライゼーシ

ョンの推進 

通級制度（定期的な通

級指導教室での指導な

ど）の充実 
第 

2 位 

(37.3%) (41.5%) (32.2%) (53.0%) 

本人が希望する学校に

入学できるなど、個人

のニーズに応じた教育 

本人が希望する学校に

入学できるなど、個人

のニーズに応じた教育

特別支援学級の教員配

置の見直し 

臨床心理士や医師など

心理的なケアができる

専門家の派遣 
第 

3 位 

(30.0%) (30.8%) (30.5%) (38.5%) 

本人が希望する学校に

入学できるなど、個人

のニーズに応じた教育 

／職業教育の充実 
進路指導の充実 進路指導の充実 

／進路指導の充実 

本人が希望する学校に

入学できるなど、個人

のニーズに応じた教育
第 

4 位 

(27.3%) (27.7%) （各 25.4%) (35.0%) 

学校の介助・看護体制

の整備／ 特別支援学級の教員配

置の見直し 特別支援学級の教員配

置の見直し 

学校の介助・看護体制

の整備 

障害に関する理解向

上・ノーマライゼーシ

ョンの推進／職業教育

の充実 

第 

5 位 

(23.6%) (各 20.0%) (16.9%) (23.9%) 

※「特にない」「その他」「無回答」除く 

※3障害のうち、精神障害者（7人）・自立支援医療利用者（5人）は少数のため未掲載 
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（４） 発達障害に関する困りごと 

○発達の面で支援が必要と思われる子どもを持つ保護者の困りごとでは「相談等を乳幼児期か

ら学校卒業まで一貫して行う機関が市内にない」（56.4％）が最も高く、次いで「気軽に相

談できる場が少ない」（43.6％）、「相談等を 1か所で受けられる機関が市内にない」（41.0％）

となっており、相談・支援機関に関するものニーズが高いことがわかります。 
 

図表－３５  発達障害に関する困りごと【発達】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.4

53.8

43.6

41.0

37.6

23.1

22.2

14.5

12.8

12.0

6.8

6.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

相談、療育、訓練を乳幼児期から学校卒業まで一貫して行う

機関が市内にない

発達障害について周囲の理解が不足している

気軽に相談できる場が少ない

相談、療育、訓練を１ヶ所で受けられる機関が市内にない

発達障害に関する情報が少ない

発達障害に関する専門的な医療を受けられる機関が近くに

ない

病院や療育相談の予約がとりづらい

療育・訓練のための移動手段で困っている

療育・訓練費の負担が大きい

療育・訓練に関する手続きが大変である

その他

無回答

（％）

発達（117人）
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４． 就労について 

（１） 就労の状況 

○一般就労・福祉的就労をあわせた、就労者の割合は、3障害全体で３割（29.8％）であり、

年代別にみると、最も高い３０歳代でも 47.9％と５割以下（一般就労は４割以下）に留まり

ます。 
 

 

図表－３６  就労者の割合（一般就労、福祉的就労）【３障害（全体） 年齢別】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※一般就労は『日中の過ごし方』における「正規の社員・従業員として働いている（自営業を含む）」「パートやアル

バイトとして働いている（家業手伝いを含む）」の回答割合の合計、福祉的就労は「授産施設や地域活動支援センター、

就労支援系事業所に通っている」の回答割合 

 

 

 

 

 

 

24.4

1.6

23.7

36.6 33.6 33.2
27.1

7.0

5.4

0.0

12.4

11.3
12.0

5.2

2.5

0.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

全
体

1
8
歳
未
満

1
8
〜
3
0
歳
未
満

3
0
〜
4
0
歳
未
満

4
0
〜
5
0
歳
未
満

5
0
〜
6
0
歳
未
満

6
0
〜
6
5
歳
未
満

6
5
歳
以
上

（％）

福祉的就労

一般就労

29.8

1 .6

36.1

47.9
45.6

38.4

29 .6

7.3

３障害全体

（1808 人） 
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（２） 仕事上の悩み・困りごと 

○３障害では共通して「収入が少ない」が第１位にあがっており、2位以下を約 10～20 ポイン

ト程度上回っており突出して高くなっています。このほか「障害への理解が得にくく、人間

関係が難しい」や「コミュニケーションがうまくとれない」「体調不良時に休みを取ること

が難しい」等も 3障害に共通して上位にあがっています。 

○難病患者は他の障害に比べて全般的に困りごとの割合が低くなっていますが、第１位として

「体調不良時に休みを取ることが難しい」（14.2％）があがっており、１割を超えています。 

図表－３７  仕事上の悩み・困りごと【３障害・難病 上位５項目】 

    

 

３障害 

全体 

（537 人） 
身体障害者 

（402 人） 

知的障害者 

（61 人） 

精神障害者 

（61 人） 

自立支援医療

利用者 

（77 人） 

難病 

（232 人） 

収入が少ない 収入が少ない 収入が少ない 収入が少ない 収入が少ない 体調が悪いと

き休みを取る

ことが難しい 

第 

1

位 
(36.5%) (34.3%) (41.0%) (57.4%) (41.6%) (14.2%) 

体調が悪いと

き休みを取る

ことが難しい 

体調が悪いと

き休みを取る

ことが難しい 

職場でのｺﾐｭﾆ

ｹｰｼｮﾝがうま

くとれない 

職場でのｺﾐｭﾆ

ｹｰｼｮﾝがうま

くとれない 

体調が悪いと

き休みを取る

ことが難しい 

病気への理解

が得にくく、

人間関係がむ

ずかしい 

第 

2

位 

(16.0%) (13.4%) (23.0%) (29.5%) (31.2%) (6.5%) 

障害への理解

が得にくく、

人間関係がむ

ずかしい／ 

障害への理解

が得にくく、

人間関係がむ

ずかしい 

職場までの通

勤がたいへん 

障害への理解

が得にくく、

人間関係がむ

ずかしい 

障害への理解

が得にくく、

人間関係がむ

ずかしい 

障害への理解

が得にくく、

人間関係がむ

ずかしい 

職場に相談し

たり職場との

間で調整した

りする人がい

ない 

第 

3

位 

(11.9%) (各 8.0%) (14.8%) (27.9%) (28.6%) (6.0%) 

職場でのｺﾐｭﾆ

ｹｰｼｮﾝがうま

くとれない／ 

職場でのｺﾐｭﾆ

ｹｰｼｮﾝがうま

くとれない 

障害がない人

と比べて、仕

事の内容や昇

進等に差があ

る 

体調が悪いと

き休みを取る

ことが難しい 

体調が悪いと

き休みを取る

ことが難しい 

職場に相談し

たり職場との

間で調整した

りする人がい

ない 

勤務する時間

や日数を調整

できない 

第 

4

位 

(9.1%) (6.5%) (11.5%) (26.2%) (各 22.1%) (5.6%) 

職場でのｺﾐｭﾆ

ｹｰｼｮﾝがうま

くとれない 

職場までの通

勤がたいへん 

職場に相談し

たり職場との

間で調整した

りする人がい

ない 

障害がない人

と比べて、仕

事の内容や昇

進等に差があ

る 

職場に相談し

たり職場との

間で調整した

りする人がい

ない 

勤務時間の長

さや時間帯が

自分にあわな

い 

周囲が病気の

ことを理解し

てくれない 

第 

5

位 

(8.2%) (各 4.7%) (8.2%) (14.8%) (11.7%) (5.2%) 
※「特にない」「その他」「無回答」除く 
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（３） 就労に必要な環境・条件 

○３障害・発達に共通して「生活資金を得られる仕事」「「障害にあった仕事」「周囲の理解」

等が上位にあがっています。 

○知的障害者、発達の面で支援が必要と思われる子どもを持つ保護者では「障害にあった仕事」

「周囲の理解」が 1～2位にあがっており、特に発達の面で支援が必要と思われる子どもを持

つ保護者では 8割を超えて顕著に高くなっています。 

○精神障害者（精神障害者、自立支援医療利用者）では「勤務時間・日数を調整できること」

が 4割前後を占めて第１位にあがっています。 

 

図表－３８  就労に必要な環境・条件【３障害・発達 上位５項目】 

    

 

３障害 

全体 

（1808 人） 
身体障害者 

（1339 人） 

知的障害者 

（254 人） 

精神障害者 

（294 人） 

自立支援医療

利用者 

（258 人） 

発達 

（117 人） 

生活していけ

るだけの賃金

を得られる職

場（仕事）が

あること 

生活していけ

るだけの賃金

を得られる職

場（仕事）が

あること 

障害にあった

仕事であるこ

と 

勤務する時間

や日数を調整

できること 

勤務する時間

や日数を調整

できること 

発達障害に対

する周囲の理

解があること 
第 

1

位 

(29.5%) (27.8%) (32.7%) (36.1%) (42.2%) (83.8%) 

勤務する時間

や日数を調整

できること 

障害にあった

仕事であるこ

と 

周囲が自分を

理解してくれ

ること 

周囲が自分を

理解してくれ

ること 

生活していけ

るだけの賃金

を得られる職

場（仕事）が

あること 

本人の特性に

合った仕事で

あること 
第 

2

位 

(28.0%) (27.3%) (32.3%) (31.6%) (37.6%) (82.9%) 

障害にあった

仕事であるこ

と 

勤務する時間

や日数を調整

できること 

生活していけ

るだけの賃金

を得られる職

場（仕事）が

あること 

生活していけ

るだけの賃金

を得られる職

場（仕事）が

あること 

周囲が自分を

理解してくれ

ること 

生活していけ

るだけの賃金

を得られる職

場（仕事）が

あること 

第 

3

位 

(27.4%) (26.3%) (25.6%) (31.3%) (36.4%) (70.1%) 

周囲が自分を

理解してくれ

ること 

周囲が自分を

理解してくれ

ること 

勤務する時間

や日数を調整

できること 

通院に配慮し

てもらえる職

場であること 

通院に配慮し

てもらえる職

場であること 

発達障害があ

っても働ける

一般企業が確

保されている

こと 

第 

4

位 

(26.9%) (23.5%) (17.7%) (29.6%) (36.0%) (66.7%) 

通院に配慮し

てもらえる職

場であること 

通院に配慮し

てもらえる職

場であること 

通勤手段があ

ること 

障害にあった

仕事であるこ

と 

障害にあった

仕事であるこ

と 

就労のための

支援や職業訓

練が充実する

こと 

第 

5

位 

(20.0%) (18.7%) (17.3%) (26.9%) (22.1%) (47.9%) 
※「特にない」「その他」「無回答」除く 
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５． 家族介助や虐待などについて 

（１） 主な介助者 

○主な介助者は「配偶者」「親」の順で高く、これらをあわせた家族・親族による介助が 7割

を占めています。 

○３障害別にみると、知的障害者、精神障害者（精神障害者、自立支援医療利用者）では「親」

が最も高く、特に知的障害者では 6割を占めており親への介助依存度が高くなっています。 
 

図表－３９  主な介助者【３障害（全体）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－４０  主な介助者【３障害別 上位５項目】 

 身体障害者 

（1339 人） 

知的障害者 

（254 人） 

精神障害者 

（294 人） 

自立支援医療利用者

（258 人） 

配偶者 親 親 親 
第1位 

(32.9%) (60.6%) (35.0%) (30.6%) 

支援をしてもらう必要

がない 

福祉施設や医療機関の

職員 

福祉施設や医療機関の

職員 

支援をしてもらう必

要がない 第2位 

(22.0%) (38.6%) (23.1%) (22.9%) 

親 その他の家族・親族 配偶者 配偶者 
第3位 

(17.7%) (14.6%) (16.0%) (20.5%) 

子ども ホームヘルパー ホームヘルパー 

福祉施設や医療機関

の職員 第4位 

(14.6%) (7.9%) (11.6%) (18.2%) 

福祉施設や医療機関の

職員 配偶者 

支援をしてもらう必要

がない ホームヘルパー 第5位 

(12.0%) (3.9%) (10.5%) (8.9%) 
※「特にない」「その他」「無回答」除く 

 

 

27.2
23.7

12.2
6.9

14.5
6.5

3.0
3.5

20.1
5.1

0 10 20 30 40

配偶者

親

子ども

その他の家族・親族

福祉施設や医療機関の職員

ホームヘルパー

その他

必要だが支援をしてくれる人がいない

支援をしてもらう必要がない

無回答

（％）

家族・親族

による介助

（70.0％）

３障害全体

（1808 人） 
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（２） 相談相手 

○３障害全体・難病患者・発達すべてにおいて「家族、親族」が半数を超えて 1～2 位にあがっ

ており、生活上の困りごとなどを相談する相手も家族・親族が中心となっていることがわか

ります。 

○「家族・親族」以外では「病院・診療所」「友人・知人等」「福祉施設職員」等が共通して

上位にあがっています。 

○行政の相談窓口は発達の面で支援が必要と思われる子どもを持つ保護者で「幼児教育研究所」

が 2割を超えるほかは 1割台以下となっています。また、3障害では相談相手がいない人も 1

割程度います。 

○障害別にみると、知的障害者では「福祉施設職員」、精神障害者（精神障害者、自立支援医

療利用者）と難病では「病院・診療所」が他の障害に比べて高くなっています。 

 

図表－４１  相談相手【３障害・難病・発達 上位５項目】 

    

 

３障害 

全体 

（1808 人） 
身体障害者 

（1339 人） 

知的障害者

（254 人）

精神障害者

（294 人）

自立支援医

療利用者 

（258 人）

難病 

（232 人） 

発達 

（117 人）

家族、親族 家族、親族 家族、親族 病院・診療

所 

家族、親族 家族・親族 通級指導教

室 

第 

1

位 (51.5%) (52.2%) (50.0%) (44.9%) (50.4%) (78.4%) (68.4%) 

病院・診療

所 

友人・知人、

近所の人 

入所・通所

している福

祉施設の職

員 

家族、親族 病院・診療

所 

医 療 機 関

（医師等） 

家 族 ・ 知

人・友人 第 

2

位 

(19.0%) (18.4%) (37.0%) (42.5%) (48.1%) (38.8%) (66.7%) 

友人・知人、

近所の人 

病院・診療

所 

病院・診療

所 

友人・知人、

近所の人 

友人・知人、

近所の人 

その他の友

人・近所の

人 

学級担任 
第 

3

位 
(18.0%) (13.2%) (14.6%) (17.7%) (21.7%) (11.6%) (40.2%) 

入所・通所

している福

祉施設の職

員 

入所・通所

している福

祉施設の職

員 

友人・知人、

近所の人／

学校・職場 

入所・通所

している福

祉施設の職

員 

入所・通所

している福

祉施設の職

員 

同じ病気の

友人・患者

会 

久留米市幼

児教育研究

所 

第 

4

位 

(12.5%) (10.2%) (各 11.8%) (15.6%) (12.4%) (4.7%) (27.4%) 

市役所・久

留米市保健

所（保健師

含む） 

市役所・久

留米市保健

所（保健師

含む） 

相談支援セ

ンター（ピ

ア く る め

等） 

市役所・久

留米市保健

所（保健師

含む） 

市役所・久

留米市保健

所（保健師

含む） 

久留米市の

窓口（保健

所以外） 

病院 

第 

5

位 

(9.6%) (9.3%) (8.7%) (14.6%) (10.9%) (1.7%) (22.2%) 

いない いない いない いない いない いない いない  
(10.5%) (10.4%) (8.7%) (12.9%) (10.1%) (3.0%) (0.9%)

※「その他」「無回答」除く 
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（３） 虐待について 

○虐待を受けた可能性のある人(「受けたことがある」「受けたかもしれない」)は 3障害全体

で 1割（12.6％）を占めており、精神障害者では約 4人に 1人と高くなっています（精神障

害者：28.6％、自立支援医療利用者：24.8％）。 

○虐待を受けたときの相談先は 3障害全てで「家族・親族」が 4割前後と最も高くなっており、

このほか「市役所」「警察」等の関連行政機関も 1～2割前後を占めています。 

図表－４２  虐待を受けた経験【３障害別】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－４３  虐待を受けたときの相談先【３障害別 上位５項目】 

    

 

３障害 

全体 

（1808 人） 
身体障害者 

（1339 人） 

知的障害者 

（254 人） 

精神障害者 

（294 人） 

自立支援医療利

用者（258人） 

家族、親族 家族、親族 家族、親族 家族、親族 家族、親族 第 

1

位 
(43.1%) (42.5%) (49.2%) (37.8%) (46.1%) 

市役所・久留米市

保健所（保健師含

む） 

市役所・久留米市

保健所（保健師含

む） 

入所・通所してい

る福祉施設の職

員 

病院・診療所 病院・診療所 
第 

2

位 
(19.2%) (19.0%) (26.4%) (34.7%) (38.4%) 

警察 警察 市役所・久留米市

保健所（保健師含

む） 

市役所・久留米市

保健所（保健師含

む） 

市役所・久留米市

保健所（保健師含

む） 

第 

3

位 
(17.3%) (17.9%) (12.6%) (21.1%) (22.9%) 

友人・知人、近所

の人 

友人・知人、近所

の人 

学校・職場 警察 友人・知人、近所

の人 

第 

4

位 (14.4%) (14.1%) (12.2%) (18.4%) (19.8%) 

病院・診療所 病院・診療所 友人・知人、近所

の人 

入所・通所してい

る福祉施設の職

員 

警察 
第 

5

位 
(13.7%) (8.4%) (10.2%) (12.9%) (19.4%) 

※「特にない」「その他」「無回答」除く 

7.0

5.2

6.3

17.0

16.3

5.6

4.6

5.9

11.6

8.5

66.6

71.2

55.5

46.3

55.0

11.6

9.3

23.2

18.0

12.8

9.2

9.6

9.1

7.1

7.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3障害全体（1808人）

身体障害者（1339人）

知的障害者（254人）

精神障害者（294人）

自立支援医療利用者（258人）

受けたことがある 受けたかもしれない 受けたことはない わからない 無回答
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６． 障害者理解や差別について 

（１） 差別を感じた経験 

○障害や病気、発達上の課題のために差別を感じたり、いやな思いをした経験がある人（「よ

くある」「時々ある」）の割合は３障害全体で 46.0％と 4 割を超えています。 

○障害別にみると、知的障害者（63.7％）や精神障害者（精神障害者：59.8％、自立支援医療

利用者：54.3％）で高く、半数を超えています。 
 

図表－４４  差別を感じた経験【３障害・難病・発達】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6

9.2

16.5

18.0

12.4

4.3

13.7

35.4

33.4

47.2

41.8

41.9

11.6

32.5

33.4

36.5

18.1

27.9

29.8

44.8

41.9

11.8

12.4

7.9

6.5

10.1

31.5

8.5

8.8

8.5

10.2

5.8

5.8

7.8

3.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3障害全体（1808人）

身体障害者（1339人）

知的障害者（254人）

精神障害者（294人）

自立支援医療利用者（258人）

難病（232人）

発達（117人）

よくある 時々ある ほとんどない まったくない 無回答
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（２） 難病や発達障害に対する市民の理解向上に必要なこと 

○難病患者では「講演会・学習会開催」「広報市等での理解促進」「マスコミを通じた周知」

のがそれぞれ 3割前後と高くなっています。 

○発達の面で支援が必要と思われる子どもを持つ保護者では「学校での福祉教育」「当事者の

社会進出」「講演会・学習会開催」「マスコミを通じた周知」がそれぞれ 4割を超えて高く

なっています。 
 

図表－４５  難病や発達障害に対する市民の理解向上に必要なこと【難病・発達】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.6

29.3

27.6

16.8

15.1

14.7

4.3

2.6

18.1

5.2

14.2

49.6

33.3

41.9

54.7

32.5

62.4

11.1

9.4

9.4

0.9

0.9

0 20 40 60 80

難病・発達障害に関する講演会や学習会などを開催する

市の広報紙等で難病や難病患者・発達障害者の理解を呼

びかける

マスコミを通じて難病患者・発達障害者の生活をもっとよく

知ってもらう

難病患者・発達障害者の社会進出

企業が積極的に福祉活動に携わる

学校での福祉教育を充実する

共に参加するイベントを開催する

その他

わからない

理解を深める必要はない

無回答

難病患者（232人）

発達（117人）
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７． 災害対策について 

（１） 災害に対する備え、自力避難 

○災害に対する備えをしていない（用意をしていない）と回答した人がすべての障害で 8割を

超えています。 

○災害時の自力での避難については、３障害（全体）の約３割（31.5％）の人が避難所まで避

難できないと回答しており、特に知的障害者では 55.9％と半数を超えて高くなっています。 

図表－４６  災害に対する備え【３障害・難病・発達】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－４７  災害時の自力避難【３障害・難病・発達】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6

8.3

6.7

7.1

8.9

7.8

12.0

83.1

81.8

82.3

83.7

86.8

85.3

88.0

9.2

9.9

11.0

9.2

4.3

6.9

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3障害全体（1808人）

身体障害者（1339人）

知的障害者（254人）

精神障害者（294人）

自立支援医療利用者（258人）

難病患者（232人）

発達（117人）

用意している 用意していない 無回答

31.5

32.2

55.9

27.6

19.4

15.9

9.4

32.4

31.2

22.0

36.7

39.5

32.3

63.2

27.2

27.3

13.0

24.8

35.3

46.6

26.5

9.0

9.3

9.1

10.9

5.8

5.2

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3障害全体（1808人）

身体障害者（1339人）

知的障害者（254人）

精神障害者（294人）

自立支援医療利用者（258人）

難病患者（232人）

発達（117人）

できないと思う できると思うが不安 できると思う 無回答
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（２） 災害時に不安なこと 

○災害時に不安なこととして、「正確な情報がなかなか流れてこない」や「必要な薬が手に入

らない、治療が受けられない」「避難所で障害にあった対応をしてくれるか心配」などが共

通して上位にあがっています。 

○精神障害者（精神障害者、自立支援医療利用者）と難病患者では「必要な薬が手に入らない、

治療を受けられない」ことに不安を感じている人の割合が 3～4割前後と高く、第 1位にあが

っています。 

図表－４８  災害時に不安なこと【３障害・難病・発達】 

    

 

３障害 

全体 

（1808 人） 
身体障害者 

（1339 人） 

知的障害者

（254 人）

精神障害者

（294 人）

自立支援医

療利用者 

（258 人）

難病 

（232 人） 

発達 

（117 人）

正確な情報

がなかなか

流れてこな

い 

正確な情報

がなかなか

流れてこな

い 

まわりの人

とのコミュ

ニケーショ

ンがとれな

い 

必要な薬が

手に入らな

い、治療を

受けられな

い 

必要な薬が

手に入らな

い、治療を

受けられな

い 

避難所で必

要な手当て

を 受 け た

り、薬をも

らったりで

きるか 

避難所で子

どもの特性

にあった適

切な対応を

してくれる

か  

第 

1

位 

(30.8%) (32.3%) (34.3%) (37.4%) (48.4%) (41.8%) (43.6%) 

避難所で障

害にあった

対応をして

くれるか心

配である 

避難所で障

害にあった

対応をして

くれるか心

配である 

安全なとこ

ろまで、す

ぐ避難する

ことができ

ない 

正確な情報

がなかなか

流れてこな

い 

正確な情報

がなかなか

流れてこな

い 

自分のけが

や病気の状

態が悪くな

らないか  

地震や風水

害などの情

報を迅速に

得られるか 

第 

2

位 

(29.4%) (30.8%) (32.7%) (30.3%) (28.7%) (38.8%) (42.7%) 

必要な薬が

手に入らな

い、治療を

受けられな

い 

安全なとこ

ろまで、す

ぐ避難する

ことができ

ない 

避難所で障

害にあった

対応をして

くれるか心

配である 

まわりの人

とのコミュ

ニケーショ

ンがとれな

い 

避難所で障

害にあった

対応をして

くれるか心

配である 

地震や風水

害などの情

報を迅速に

得られるか 

周囲の人に

助けてもら

えるか  
第 

3

位 

(27.5%) (27.6%) (32.7%) (26.2%) (26.0%) (33.2%) (30.8%) 

安全なとこ

ろまで、す

ぐ避難する

ことができ

ない 

必要な薬が

手に入らな

い、治療を

受けられな

い 

救助を求め

ることがで

きない 

被害状況や

避難所の場

所、物資の

入手方法等

がわからな

い 

被害状況や

避難所の場

所、物資の

入手方法等

がわからな

い 

避難所まで

無事に移動

できるか 

避難所まで

無事に移動

できるか  第 

4

位 

(25.2%) (25.3%) (27.6%) (26.2%) (25.6%) (29.3%) (26.5%) 

被害状況や

避難所の場

所、物資の

入手方法等

がわからな

い 

被害状況や

避難所の場

所、物資の

入手方法等

がわからな

い 

正確な情報

がなかなか

流れてこな

い 

避難所で障

害にあった

対応をして

くれるか心

配である 

まわりの人

とのコミュ

ニケーショ

ンがとれな

い 

避難所に使

いやすい設

備があるか  

子どもの状

態が悪くな

らないか 第 

5

位 

(18.6%) (16.5%) (18.1%) (25.5%) (20.9%) (19.0%) (25.6%) 
※「特にない」「その他」「無回答」除く 
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８． 外出について 

○３障害全体では「道路等の段差、電車等の乗り降りがたいへん」「交通費の負担が大きい」

「まわりの人の目が気になる」等が上位にあがっています。 

○障害別にみると、知的障害者・精神障害者（精神障害者、自立支援医療利用者）では「外出

先でコミュニケーションがとりにくい」や「まわりの人の目が気になる」、「必要なときに

まわりの人の手助けや配慮が足りない」等が共通して上位にあがっています。 
 

図表－４９  外出時に不便・困難を感じること【３障害（全体）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.3 

17.0 

14.7 

12.6 

12.3 

11.6 

9.5 

9.3 

8.7 

8.2 

7.7 

4.7 

8.4 

13.4 

4.5 

25.1 

0.0  5.0  10.0  15.0  20.0  25.0  30.0 

道路・建物の段差や、電車・バス等の乗り降りがたいへん

交通費の負担が大きい

まわりの人の目が気になる

障害者用トイレが少ない

障害者用の駐車スペースや案内表示等、障害者に配慮した設備が不十分であ

る

外出先でコミュニケーションがとりにくい

気軽に利用できる移動手段が少ない（福祉タクシーやリフト付きバス等）

通路上に自転車や看板等の障害物があってとおりにくい

必要なときに、まわりの人の手助けや配慮が足りない

付き添ってくれる人がいない

バリアフリー等、障害者への配慮に関する情報が入手しにくい

その他

福祉サービスを利用している限りにおいては、特に不便や困難を感じることは

ない

福祉サービスを利用しなくても、特に不便や困難を感じることはない

ほとんど外出しないのでわからない

無回答

（％）

3障害全体（1808人）
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図表－５０  外出時に不便・困難を感じること【３障害別 上位 5 項目】 

 身体障害者 

（1339 人） 

知的障害者 

（254 人） 

精神障害者 

（294 人） 

自立支援医療利用者 

（258 人） 

道路・建物の段差や、

電車・バス等の乗り降

りがたいへん 

外出先でコミュニケー

ションがとりにくい 

まわりの人の目が気に

なる 

交通費の負担が大きい
第

1

位 
(23.7%) (24.4%) (31.0%) (26.7%) 

障害者用トイレが少な

い 

まわりの人の目が気に

なる 

交通費の負担が大きい まわりの人の目が気に

なる 

第

2

位 (15.7%) (19.7%) (29.6%) (24.4%) 

障害者用の駐車スペー

スや案内表示等、障害

者に配慮した設備が不

十分である 

道路・建物の段差や、

電車・バス等の乗り降

りがたいへん 

外出先でコミュニケー

ションがとりにくい 

外出先でコミュニケー

ションがとりにくい 第

3

位 

(15.6%) (14.6%) (20.7%) (17.4%) 

交通費の負担が大きい 必要なときに、まわり

の人の手助けや配慮が

足りない 

必要なときに、まわり

の人の手助けや配慮が

足りない 

必要なときに、まわり

の人の手助けや配慮が

足りない 

第

4

位 
(15.5%) (12.6%) (12.2%) (10.1%) 

通路上に自転車や看板

等の障害物があってと

おりにくい 

障害者用トイレが少な

い 

付き添ってくれる人が

いない 

道路・建物の段差や、

電車・バス等の乗り降

りがたいへん 

第

5

位 
(11.6%) (12.2%) (10.5%) (8.5%) 

※「特にない」「その他」「無回答」除く 
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９． 地域での活動について 

（１） 地域活動への参加状況 

○地域活動については、参加していない人が３障害全体で 7割（68.2％）を占めています。 

図表－５１  地域活動への参加状況【３障害（全体）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6

6.2

4.5

2.9

1.9

1.4

0.9

0.7

0.2

68.2

9.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

自治会の活動

障害者団体の活動

ボランティア活動

その他

老人クラブの活動

ＰＴＡ活動

婦人団体の活動

子ども会などの世話

青年団体の活動

参加していない

無回答

（％）

3障害全体（1808人）
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（２） 地域活動参加の妨げとなっていること 

○３障害全体では「健康や体力に自信がない」「どのような活動が行われているかを知らない」

「一緒に活動する友人・仲間がいない」等が上位にあがっています。 

○障害別にみると、知的障害者、精神障害者（精神障害者、自立支援医療利用者）では「コミ

ュニケーションが難しい」が 2～3割前後と高く、特に知的障害者では第 1位にあがっていま

す。 

図表－５２  地域活動参加の妨げとなっていること【３障害（全体）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－５３  地域活動参加の妨げとなっていること【３障害別 上位５項目】 

 身体障害者 

（1339 人） 

知的障害者 

（254 人） 

精神障害者 

（294 人） 

自立支援医療利用者 

（258 人） 

健康や体力に自信がな

い 

コミュニケーションが

難しい 

どのような活動が行わ

れているか知らない 

どのような活動が行わ

れているか知らない 

第

1

位 (28.9%) (35.0%) (35.0%) (38.0%)

どのような活動が行わ

れているか知らない 

どのような活動が行わ

れているか知らない 

一緒に活動する友人・

仲間がいない 

健康や体力に自信がな

い 

第

2

位 (19.3%) (23.2%) (31.3%) (32.9%)

一緒に活動する友人・

仲間がいない 

一緒に活動する友人・

仲間がいない 

コミュニケーションが

難しい 

一緒に活動する友人・

仲間がいない 

第

3

位 (14.7%) (20.9%) (29.3%) (30.2%)

気軽に参加できる活動

が少ない 

気軽に参加できる活動

が少ない 

健康や体力に自信がな

い 

コミュニケーションが

難しい 

第

4

位 (11.7%) (16.1%) (25.9%) (26.0%)

参加したくなるような

ものがない 

健康や体力に自信がな

い 

気軽に参加できる活動

が少ない 

気軽に参加できる活動

が少ない 

第

5

位 (10.7%) (15.0%) (18.7%) (21.3%)
※「特にない」「その他」「無回答」除く 

26.8 

22.5 

18.9 

16.2 

13.5 

12.4 

7.4 

7.2 

5.4 

2.4 

23.0 

15.9 

0.0  5.0  10.0  15.0  20.0  25.0  30.0 

健康や体力に自信がない

どのような活動が行われているか知らない

一緒に活動する友人・仲間がいない

コミュニケーションが難しい

気軽に参加できる活動が少ない

参加したくなるようなものがない

障害者を受け入れる設備が整っていない

活動場所が近くにない・移動手段がない

介助者がいない

その他

特にない

無回答

（％）

3障害全体（1808人）



 

- 113 - 

 

第３章  関係団体等インタビュー調査 

１． 調査の概要 

調査対象 

２３団体 

 難病などの当事者団体 １０団体 

・難病関連（8団体） 

・引きこもり、高次脳機能障害関連（２団体） 

 生活関連事業団体  １３団体 

            ・保育・教育関連（６団体）、交通関連（２団体）、 

            ・金融・商業関連（２団体）、 

・その他［住宅、就労支援、文化］（３団体） 

調査内容 

＜難病などの当事者団体＞ 

 ○生活上の課題  ○必要な支援 

 

＜生活関連事業団体＞ 

 ○障害者の利用状況 ○障害者の利用に際して配慮していること・課題 

 ○行政との連携・調整等が必要なこと             など 

調査手法 各団体別のインタビュー方式（１～２時間程度） 

調査期間 平成 25 年 8～11 月 
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２． 難病などについて 

○難病などについては、稀な病気・障害であり周囲の無理解や偏見があることから、広報啓発

による地域や企業（職場）での理解促進が強く求められています。 

○専門医が少ないことや、治療や服薬、関連機器・用具等の医療費の負担が大きいなど、医療

に関する課題も深刻です。 

○生計や家事の担い手が発症した場合、家族への影響も大きいことが指摘されています（家計

維持などの経済的負担、介助や家事などの身体的負担、精神的負担など）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪主な意見（難病、高次脳機能障害、引きこもりの当事者団体）≫ 

【周囲の理解について】 

 ■稀な病気・障害であるため、特性が理解されにくい（「接触感染する」などの誤解、大人の発達障害

への無理解など）。 

 ■外見でわかりづらい病気・障害の場合、無理解や偏見が大きい（「怠けている」などの誤解、公共交

通機関の優先席に座りにくい など）。「マタニティマーク」「ハート・プラスマーク」のような周

囲に難病等を理解してもらうしくみがあればよい。 

 ■医療機関や福祉施設等でも無理解や偏見がある（受診拒否など）。 

 ■難病等について広報啓発し、理解を促進してほしい（当事者による講演や交流など）。 

 ■行政職員も難病等の特性や国等の関連政策について知識を深めてほしい。 

【医療について】 

■医療費や関連機器・用具等の費用負担が大きい（薬、酸素ボンベやストマなどの費用負担、多科受診

による負担増など）。補助制度を充実してほしい。 

■専門医が少ない。他県など遠方に通院しなければならない。通院費や介助家族の負担も大きい。 

【日常生活について】 

■情報が少ない（病気のことや医療機関、利用できるサービス等の情報）。当事者団体参加者は会合や

会報、インターネット・電子メール等を活用して情報共有しているが、その他の人は情報入手に苦労

していると思われる。情報入手支援の一環として、行政から当事者団体の紹介をしてほしい。 

■難病患者等が利用できるサービス等の情報提供を進めてほしい。 

■大人の発達障害や引きこもりに関する相談窓口や情報が少ない。親無き後の不安も大きい（日常生活

や就職、財産管理など）。 

【就労について】 

■就職や就労継続のためには周囲の理解・支援が不可欠。雇用主だけでなく、現場の同僚等の理解が必

要である（病気の特性への理解や、急な体調悪化の際の配慮など）。 

■一般就労して自立できるよう支援してほしい。 

【災害について】 

■車いす利用者等は災害時の避難が難しい。災害時要援護者名簿に難病も登録してほしい。 

■避難した場合に必要な医療や関連機器・用具等を入手できるか不安である（薬、酸素ボンベやストマ、

カテーテル等の機器・用具の確保、機器等を動かす電気の確保など） 

【生活環境について】 

■車いす利用者等が外出・移動しにくい環境がある（道路や公共施設、バス停やバス車輛など）。当事

者の意見も聞きながらバリアフリー化を進めてほしい。 

【その他】 

■障害者手帳が取得できる人は一部だけであり、医療費負担やサービス利用、就労などで不利である。

難病手帳がほしい。 

■難病は、家庭生活や仕事、日々の生活の質（ＱＯＬ）に大きく影響し、長期にわたる治療等のため将

来の不安も大きいため、うつ病を発症したり、引きこもりになる人もいる。生計や家事の担い手が発

症した場合、家族の経済的・身体的・精神的負担も大きい。 
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３． 保育・教育について 

○就学前の保育・教育については、認可保育園では全園で、幼稚園においても各園の方針に応

じて障害児等の受入れが進められています。各園が安心して障害児等を受け入れられるよう

人員の配置や研修、園への指導助言などの支援が必要とされています。 

○幼稚園については、認可保育園に比べて加配や研修等の支援が少ないとの指摘があり、幼稚

園への支援の充実が求められています。 

○特別支援学校や通級指導教室においては、各児童生徒の個別の教育的ニーズに応じた支援が

行われていますが、よりよい教育を行うため、研修等による教職員の資質向上やＩＣＴ機器

等の教材の有効活用などが必要とされています。 

○市立高校や特別支援学校では進路に関する課題も多く、企業等への理解促進や就労支援や重

度者の卒業後の居場所づくり等に関する要望があがっています。 

○各保育・教育機関からの共通の課題として、保護者の障害受容の問題があがっており、障害

を早期に把握し支援することが必要だが相談につながりにくい家庭（保護者）がいることが

指摘されています。 

○また、保育園・幼稚園、小学校、中学校、高校での情報共有・連携の強化や、障害福祉と児

童福祉、教育といった行政の関係部署間の連携強化が必要とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪主な意見（保育園・幼稚園、市立高校、特別支援学校、通級指導教室関係者）≫ 

【認可保育園について】 

■障害や発達の遅れがある子どもを認可保育園全園で受入れており、個別カリキュラムの作成や職員研

修での知識向上等により配慮している。 

■障害児等がいることで周囲の子どもや保護者の障害者理解が進んでいる。 

■医療的ケアが必要な子どもへの対応が難しく、受入れにあたっての不安・負担感が大きい。園が安心

して要医療やその他の障害児等を受け入れられるよう、支援してほしい（看護師や理学療法士・作業

療法士等の専門職の加配、保健師等による各園への指導・助言など）。 

【私立幼稚園について】 

■障害や発達の遅れがある子どもの受入れ状況には園によって差がある。受入れが難しい原因は、本人

の障害の状況や園の人員体制・施設環境面の問題であり、人員体制については保育園のように公的加

配がないためである。 

■障害児等を受入れている園では人員配置を厚くしたり、個別カリキュラム作成などにより配慮してい

る。 

■障害児等がいることで周囲の子どもや保護者の障害者理解が進んでいる。 

■認可保育園に比べて加配や研修等の支援があまりにも少ない。各園の経営理念に基づき受け入れてい

る現状であり、そのような園を大切にしてほしい。保育園と同じ就学前保育・教育の場としてもっと

公的な支援がほしい。 

【特別支援学校について】 

■障害特性に応じた個別対応を基本とし、教材にも配慮している（視覚支援用具、ＩＣＴ機器の活用）。

■知的障害児の対応から始まった学校であるため、重度者のためのバリアフリー化や安全面で課題があ

る。 

■市立校として普通校との人事異動があるため、教師の知識・経験の蓄積が難しい。研修の強化が必要

である。 

■就職先となる企業等への理解促進に協力してほしい（特に知的障害、発達障害）。ジョブコーチの充

実や現場実習時の移動支援サービスを検討してほしい。 

■医療ケアが必要な生徒等の重度者の卒業後の通所施設等を充実してほしい。 
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【通級指導教室について】 

■発達障害等のコミュニケーション障害支援として、個別学習と団体学習を組み合わせて実施してお

り、教材にも配慮している（視覚支援用具、ＩＣＴ機器の活用）。ＩＣＴ機器は教材として有効であ

り、在籍校も含めた好事例の共有が必要である。 

■低学年からの通級が効果的であり、高学年から通級する児童は対応が難しいケースが多い。早期から

の関わりが重要である（早期の関わりで自分の苦手や特性を把握し、訓練することでその後の生活自

立が可能となりやすい）。 

【市立高校について】 

■障害等のある生徒の入学・在籍は多くはないものの、車いす利用や、視覚・聴覚障害、内部障害、発

達障害等の受入れはある。発達障害については気になる生徒が増加している。 

■障害等のある生徒への対応に際しては、会議等で教師間で情報共有やケース会議等を行っているほ

か、注射が必要な生徒のためのスペース確保や手すり設置等ハード面も可能な限り配慮している。 

■重度障害者等が入学する場合にはハード面の改修の費用を確保してほしい。 

■発達障害等の生徒対応のために特別支援コーディネータの配置やコーディネータと専門家が連携で

きるしくみが必要である。 

■中学校との情報共有・連携が必要である。入学決定後速やかに情報入手したい。 

■大学や企業等の進学・就職先への理解促進に協力してほしい。 

【その他】 

■保護者の障害受容が難しく、早期の把握・支援につながりにくい家庭（保護者）も多い。就学前にお

いては「障害者福祉」ではなく「子育て支援」という観点からの保護者支援が有効と思われる。地域

子育て支援センター等の相談窓口との連携が必要である。 

■就学前と小学校、中学校と高校との支援の差が大きい。スムーズに進学できるよう、情報共有等をし

ながら支援することが必要である。 

■学校卒業後に福祉面での支援を必要とする児童生徒がいるため、福祉分野での本人・家族支援のため

の相談を充実してほしい。 

■乳幼児期から一貫した支援のために、障害福祉と児童福祉、教育などの行政の関係部署間の連携を強

化して取り組んでほしい。 



 

- 117 - 

４． 居住や就労の支援について 

○民間賃貸住宅については、貸主や周辺住民の無理解・偏見や、緊急時等に対する不安等から、

障害者の入居は厳しい状況にあり、周囲の理解促進や保証サービスの活用等で安心して賃貸

契約が結べるようなしくみづくりが求められています。 

○就労については、障害者と雇用者の間で就労形態や職種のミスマッチが発生しています。企

業側も受入れ意向があっても不安・負担を感じるケースもあることから、企業等に対する理

解促進とともに、企業側への雇用支援や情報提供が必要とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪主な意見（住宅、就労支援 関連事業団体）≫ 

【住宅確保について】 

■民間住宅への入居については、医療機関やケアマネジャー等の関係者からの相談が多い。本人面談も

必ず実施しているが、精神障害者は症状に波があり判断が難しい。 

■緊急時やトラブル発生時に対応してくれる人（保証人）がいないと貸主の理解が得にくいため、障害

者の入居は難しい。特に精神障害者の入居は難しく、医療機関等による入居後の支援が必要である。

■民間住宅でのグループホーム開設についても貸主や周辺住民の理解を得ることが難しいが、開設後は

徐々に理解が進むところが多い。 

■保証人については、近年、民間の保証サービスが増加し内容も充実している（家賃収納代行や家賃保

証、トラブル発生時の退室勧奨や死亡保障など）。公的保証人制度については、以前、生活保護受給

者への対応として行政と協議していたが実現できなかった。民間保証サービスの活用促進も居住支援

の一環として有効と思われる。 

【就労支援について（ハローワーク）】 

■精神障害者の利用が大幅に増加しており、相談体制強化として精神保健福祉士を配置した。 

■正社員希望者が多いが、企業等からの募集は臨時やパート等の非正規雇用が多く、ミスマッチがある。

職種では知的・精神障害者を中心に清掃業の希望が比較的多いが、久留米地区での募集は少ない状況

である。 

■就労及び定着支援として、県等の関係機関と連携し、トライアル雇用やジョブコーチ導入等を行って

いる。また、ハローワークでもチャレンジ雇用を実施している。 

■知的・精神障害者の就労や職場定着が難しい。企業側も受入れにあたり不安や負担を感じるところが

多い。 

■企業等に対する障害者雇用の理解促進とともに、企業側への雇用支援や情報提供が必要である。 
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５． 生活関連施設や交通について 

○各種生活関連施設や交通事業者においては、関連法令や業界団体の指針等に基づき、施設・

設備のバリアフリー化や障害者等に配慮した接遇等が行われています。 

○障害者の施設等の利用にあたっては、事業者はもとより、障害者以外の利用者や周辺住民等

の理解・協力が不可欠ですが、一部の人の無理解等があることが指摘されており、広報啓発

等による理解促進が課題となっています。 

○また、行政に対しては、道路のバリアフリー化の推進や、障害者に配慮した交通車輛導入等

への支援が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪主な意見（交通、金融・商業、文化 関連事業団体）≫ 

【交通について】 

■交通バリアフリー法等に基づき、バス・鉄道の駅舎や車輛等のバリアフリー化を計画的に進めている。

バスはスロープ付きバス導入から順次推進、タクシーも各社でユニバーサルデザイン車輛等の取り組

みが進んでいる。障害者の利用に配慮した車輛等の導入に対して補助してほしい。 

■従業員研修の一環として障害者等への配慮について研修しており、障害者等に対する積極的な声かけ

や支援を指示している（バスでの車いす乗降時の支援や筆談用具の常備など）。 

■公共交通機関（バス・鉄軌道）において障害者に配慮するにあたっては、他の乗客や周辺住民の理解・

協力が必要である。広報啓発などにより障害者理解を促進してほしい。 

■公共交通機関（バス・鉄軌道）の精神障害者運賃割引を当事者団体等から要望されているが、事業者

単独での対応が厳しい。 

■ＮＰＯ等による福祉有償運送については価格だけでなく、安全面等も重視して慎重に導入を検討すべ

きである。 

■行政において道路環境のバリアフリー化を進めてほしい。行政が作成するバリアフリーマップに公共

交通施設等の情報も掲載してほしい。 

【金融・商業施設、文化施設について】 

■ハートビル法等の法令や業界団体の指針等に基づき、施設・設備のバリアフリー化を計画的に進めて

いる（点字ブロックやスロープ設置、ローカウンター導入、多目的トイレ設置、障害者用駐車スペー

ス確保、車いす貸し出し など）。 

■従業員研修の一環として障害者等への配慮について研修している（金融機関では手話研修も実施）。

商業施設では障害者等への支援や介助等を行う人員（エスコート係）も配置している。 

■障害者用駐車スペースに健常者が駐車するなどの無理解があるため、広報啓発などにより障害者理解

を促進してほしい。 

■文化施設等の公共施設についてはバリアフリー化のための予算を確保し、推進してほしい。 

 



 

- 119 - 

 

第４章  計画策定の経緯 

期日 内 容 

平成 24 年 12 月～ 

平成 25 年 1 月 
障害者（児）生活実態調査の実施 

平成 25 年 05 月 30

日 
久留米市障害者計画等策定推進会議（第 1回） 

06 月 20 日 久留米市障害者計画等策定推進調整会議（第 1回） 

07 月 17 日 久留米市障害者計画等策定推進担当者会議（第 1回） 

07 月 30 日 久留米市障害者計画策定等検討部会（第 1回） 

8～11 月 関係団体等インタビュー調査の実施 

08 月 19 日 久留米市障害者計画等策定推進調整会議（第 2回） 

08 月 26 日 久留米市障害者計画等策定推進会議（第 2回） 

09 月 05 日 久留米市障害者計画策定等検討部会（第 2回） 

10 月 29 日 久留米市障害者計画策定等検討部会（第 3回） 

11 月 02 日 久留米市障害者計画市民説明会 

11 月 08 日 久留米市障害者計画等策定推進調整会議（第 3回） 

11 月 19 日 久留米市障害者計画等策定推進会議（第 3回） 

11 月 28 日 久留米市障害者計画市民説明会希望者個別インタビュー 

12 月 03 日 久留米市障害者計画策定等検討部会（第 4回） 

12 月 24 日 久留米市障害者計画等策定推進調整会議（第 4回） 

平成 26 年 01 月 10

日 
久留米市障害者計画等策定推進会議（第 4回） 

1 月 28 日 久留米市障害者計画策定等検討部会（第 5回） 

02 月 1 日 

～03 月 3 日 

久留米市障害者計画（原案）に対する市民意見提出手続（パブリックコメ

ント）の実施【予定】 

3 月●日 久留米市障害者計画等策定推進会議（第 5回） 【予定】 

3 月●日 久留米市障害者計画策定等検討部会（第 6回） 【予定】 

3 月●日 久留米市障害者地域生活支援協議会 【予定】 
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第５章  久留米市障害者地域生活支援協議会 設置要綱、専門部会

名簿 

１． 久留米市障害者地域生活支援協議会設置要綱 

（目的） 

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３

号。以下「障害者総合支援法」という。）第８９条の３に基づき、関係機関、関係団体並びに障

害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者そ

の他の関係者（以下「関係機関等」という。）が、相互の連携を図ることにより、地域における

障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図ると

ともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うため、久留米市障害者地域生活支援

協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

(1) 地域の関係機関によるネットワーク構築、課題の情報共有に関すること。 

(2) 相談支援事業者のうち、市から委託を受けた事業者に対する運営評価に関すること。 

(3) その他、地域における障害者等への支援体制の整備に関すること。 

２ 協議会は、障害者総合支援法第８８条第８項に基づき、久留米市の市町村障害福祉計画の策定

又は変更に際して、市長の求めに応じて意見を述べるものとする。 

 

（委員） 

第３条 協議会は、２０人以内の委員をもって構成する。 

２ 委員は、障害者等の福祉に関する関係団体等に属する者から市長が委嘱する。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員が前条の関係団体等に属さなくなったときは、その任が解かれるものとする。 

３ 委員は再任できるものとする。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は会長が召集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

 

（意見の聴取等） 

第７条 協議会は、必要あるときは委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を

聴き、又は資料の提出を求めることができる。 
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第８条 削除 

 

（部会） 

第９条 協議会は、部会を置くことができる。 

２ 部会は、協議会が指定する事項について検討する。 

３ 部会の委員は、関係機関等に属する者及び市民から選出された者（以下「公募者」という。）

を市長が委嘱する。 

４ 部会の委員の任期は、２年以内で部会の目的を達するに必要な期間とする。 

５ 部会に部会長及び副部会長を置く。 

６ 部会長は、会務を総括し、部会での検討結果を協議会に報告する。 

７ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

８ 第４条第２項及び第３項並びに第６条の規定は、部会に準用する。ただし、部会の委員が公募

者の場合は、第４条第２項の規定は適用しない。 

 

（守秘義務） 

第１０条 協議会、幹事会及び専門部会（以下「協議会等」という。）の委員等は、障害者等及び

その家族の個人情報の保護に万全を期すものとし、協議会等において知り得た秘密を他に漏ら

してはならない。協議会等の委員等を退いた後も同様とする。 

 

（事務） 

第１１条 協議会等の事務は、久留米市及び地域活動支援センターⅠ型事業受託事業者において処

理する。 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年２月１日から施行する。 

 

（任期の特例） 

２ この要綱の施行後初めて委嘱される協議会等の委員等の任期は、第４条第１項、第８条第６項

及び第９条第７項の規定に関わらず、平成２１年３月３１日までとする。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年８月１日から施行する。 

 

 （専門部会に関する経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の久留米市障害者自立支援協議会設置要綱（以下「旧要綱」と

いう。）第９条第１項の規定により設置している専門部会は、この要綱による改正後の久留米市

障害者地域生活支援協議会設置要綱（以下「新要綱」という。）第９条第１項の規定により設置

された部会とみなす。 
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３ この要綱の施行の際現に旧要綱第９条３項の規定により専門部会の委員として委嘱されてい

るものは、新要綱第９条第３項の規定により前項の部会の委員として委嘱されたものとみなす。 
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２． 久留米市障害者地域生活支援協議会専門部会（障害者計画策定等

検討部会）名簿 

 

任期：平成２５年７月３０日～平成２６年３月３１日 

 

 選出区分 選出団体 委員氏名 備考 

1 学識経験者 久留米大学 片岡 靖子 部会長 

2 
保健・医療・福祉関

係 

ＮＰＯ法人 久留米市介護福祉サービス事

業者協議会（障害者部会） 
浦川 直人  

3 〃 久留米市障害者支援施設協議会 原口 頼人  

4 〃 
ＮＰＯ法人 久留米市介護福祉サービス事

業者協議会（訪問看護部会） 
二田 佳支子  

5 児童福祉関係 久留米市私立幼稚園協会 早川 成 副部会長

6 雇用・就労関係 久留米商工会議所 今井 正雄  

7 地域関係 久留米市民生委員児童委員協議会 綾部 章子  

8 権利擁護・虐待防止
ＮＰＯ法人 権利擁護支援センター 

ふくおかネット 
古賀 敏久  

9 〃 久留米市社会福祉協議会 林田 稔男  

10 相談支援事業者 
ＮＰＯ法人 久障支援運営委員会 

障害者地域生活支援センター「ピアくるめ」
内田 雅士  

11 当事者関係 久留米市作業所連絡会 古川 克介  

12 〃 久留米市身体障害者福祉協会 内橋 修  

13 〃 久留米市聴覚障害者協会 山本 由紀子  

14 〃 久留米市手をつなぐ育成会 渡邊 健蔵  

15 〃 久留米市精神障害者地域家族会 平川 朱美  

16 〃 公募 坂本 喜教  

17 〃 公募 牛嶋 英徳  

18 〃 公募 高田 ノブ子  

19 〃 公募 林田 節子  

20 〃 公募 金子 みゆき  

21 〃 公募 中山 善人  

（敬称略） 
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第６章  久留米市障害者地域生活支援協議会の検討結果について

（報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議会（検討部会）報告 掲載 
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第７章  久留米市障害者計画等策定推進会議 設置要綱 

（設置目的） 

第１条 久留米市における障害者に関する基本的かつ総合的な施策の指針となる久留米市障害者

計画及び久留米市障害福祉計画（以下「障害者計画等」という。）の策定にあたり、原案の策定

に係る市行政内部における連絡調整を図るため、次の組織を設置する。 

(1) 久留米市障害者計画等策定推進会議（以下「推進会議」という。） 

(2) 久留米市障害者計画等策定推進調整会議（以下「調整会議」という。） 

(3) 久留米市障害者計画等策定推進担当者会議（以下「担当者会議」という。） 

 

（推進会議） 

第２条 推進会議は障害者計画等の策定について調整会議の報告をもとに原案の検討を行う。 

２ 推進会議の委員は別表 1の職にあるものをもって構成する。 

３ 推進会議に会長及び副会長を置く。 

４ 推進会議の会長は健康福祉部を所管する副市長をもって充て、副会長は健康福祉部長をもって

充てる。 

５ 会長は推進会議を代表し、会務を総理する。 

６ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

７ 推進会議は会長が招集し、主宰する。 

 

（調整会議） 

第３条 調整会議は、次に掲げる事項について審議及び調整を行い、推進会議に報告を行う。 

(1) 障害者計画等の原案策定に関すること 

(2) 障害者計画等策定に関する関係各部の連携の確保、連絡調整に関すること 

(3) 担当者会議の指導に関すること 

(4) その他、目的達成に必要と認められる事項に関すること 

２ 調整会議の幹事は別表２に掲げる職にある者をもって充てる。 

３ 調整会議に代表及び副代表を置く。 

４ 調整会議の代表は健康福祉部次長をもって充て、副代表は総合政策部総合政策課長をもって充

てる。 

５ 調整会議は代表が招集し、主宰する。 

 

（担当者会議） 

第４条 専門的事項及び各部横断的な事項に関し、調査、研究及び検討作業を行い、障害者計画等

の素案の検討を行う。 

２ 担当者会議は、別表３に掲げる担当課等の職員をもって構成する。 

３ 担当者会議に代表を置き、障害者福祉課長をもって充てる。 

４ 担当者会議の会議は、議事に応じ、第２項に規定する者の中から代表が指名する者をもって構

成する。 

 

（関係部局の協力） 

第５条 関係各部局は、障害者施策の効果的かつ円滑な推進を図るため、推進会議、調整会議及び

担当者会議の任務遂行に積極的に参加、協力するものとする。 

 

（庶務） 

第６条 推進会議、調整会議及び担当者会議の事務局は、健康福祉部障害者福祉課に置く。 
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（その他） 

第７条 推進会議、調整会議及び担当者会議は、障害者計画等の策定をもって解散する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 1８年８月２８日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２５年５月１３日から施行する。 

 

 

別表１ 

会 長 健康福祉部を所管する副市長 

副会長 健康福祉部長 

委 員 総合政策部長 

総務部長 

協働推進部長 

市民文化部長 

保健所長 

子ども未来部長 

商工観光労働部長 

都市建設部長 

教育部長 

久留米広域消防本部消防長 

 

別表２ 

代 表 健康福祉部次長 

副代表 総合政策部総合政策課長 

幹 事 総務部次長 

総務部人事厚生課長 

総務部契約課長 

協働推進部次長 

市民文化部生涯学習推進課長 

健康福祉部地域福祉課長 

健康福祉部医療・年金課長 

健康福祉部障害者福祉課長 

健康福祉部長寿支援課長 

健康福祉部介護保険課長 

健康福祉部保健所健康推進課長 

健康福祉部保健所保健予防課長 

子ども未来部次長 

子ども未来部児童保育課長 

子ども未来部幼児教育研究所長 

商工労働部次長 

商工労働部労政課長 

都市建設部次長 

都市建設部防災対策課長 

都市建設部住宅政策課長 

都市建設部生活道路課長 

教育部次長 

教育部学校教育課長 

久留米広域消防本部予防課長 
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別表３ 

代 表 障害者福祉課長 

幹 事 総合政策部広報課 

総務部情報政策課 

総務部人事厚生課 

総務部人材育成課 

総務部契約課 

総務部工事検査課 

協働推進部協働推進課 

協働推進部地域コミュニティ課 

協働推進部安全安心推進課 

協働推進部広聴・相談課 

協働推進部消費生活センター 

協働推進部人権啓発センター 

市民文化部市民税課 

市民文化部資産税課 

市民文化部文化振興課 

市民文化部生涯学習推進課 

市民文化部体育スポーツ課 

市民文化部中央図書館 

市民文化部視聴覚ライブラリー 

健康福祉部地域福祉課 

健康福祉部医療・年金課 

健康福祉部障害者福祉課 

健康福祉部長寿支援課 

健康福祉部介護保険課 

健康福祉部保健所保健予防課 

健康福祉部保健所健康推進課 

子ども未来部児童保育課 

子ども未来部幼児教育研究所 

環境部資源循環推進課 

商工労働部商工政策課 

商工労働部企業誘致推進課 

商工観光労働部観光・国際課 

商工観光労働部労政課 

都市建設部防災対策課 

都市建設部建築指導課 

都市建設部住宅政策課 

都市建設部公園緑化推進課 

都市建設部生活道路課 

都市建設部広域道路対策課 

教育部学校施設課 

教育部学校教育課 

教育部教育センター 

議会事務局議事調査課 

選挙管理委員会事務局 

久留米広域消防本部予防課 

久留米広域消防本部情報指令課 
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第８章  用語解説 

あ行 

● インクルーシブ教育 

障害の有無によらず、誰もが地域の学校で学べる教育のこと。 

 

● うつ病 

精神障害のひとつ。うつ気分になることが特徴。躁うつ病の概念の中に含まれているが、その中

でうつ病だけを示す場合に使われる。症状は、うつ気分のほかに活動に対する意欲が低下する、

思考が低下する、自分を責める、眠れないなどがみられる。 

 

● ＮＰＯ法人 

Non-Profit Organization の略称で、日本語では特定非営利活動法人という。1997 年に特定非営利

活動促進法（NPO 法）が成立し、社会貢献のための活発な活動を行うボランティア団体に法人格

を付与し、活動しやすい体制・環境を整えようという試みでスタートした。 

 

か行 

 

● ケアマネジャー 

介護保険のサービス利用者の相談に応じ、介護サービス計画を立案する介護支援専門員のこと。

利用者の自立を助けるための専門知識と技術をもち、適切な在宅・施設サービスを利用できるよ

う、市区町村や在宅サービス事業者、介護保険施設などと連絡調整を行う。 

 

● 高次脳機能障害 

交通事故や病気などによる脳への損傷に基づく後遺症により、記憶、注意、遂行機能、社会的行

動などの認知機能（高次脳機能）が障害された状態のこと。 

 

● 合理的配慮 

障害者権利条約で定義されている概念であり、障害者が他の人同様の人権と基本的自由を享受で

きるように、物事の本質を変えてしまったり、多大な負担を強いたりしない限りにおいて、配慮

や調整を行うこと。 

 

さ行 

 

● 肢体不自由 

上肢・下肢及び体幹の機能の障害を指す。なお、知能の障害が原因で運動機能に障害がある場合

はこれに含まれない。 

 

● 重症心身障害 

重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複している障害。 

 

● 障害者基本法 

障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共

団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本

となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的か

つ計画的に推進し、もって障害者の福祉を増進することを目的として制定された法律。平成23年

7月に改正され、障害者の定義の見直しや合理的配慮、差別禁止等が明記された。 
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● 障害者虐待防止法（障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律） 

虐待を受けた障害者に対する保護、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障

害者虐待の防止に関する施策を促進するための法律。平成 23 年 6月成立。 

 

● 障害者権利条約（障害者の権利に関する条約） 

障害者の権利及び尊厳を保護し、及び促進するための包括的かつ総合的な国際条約。平成18年12

月に国連で採択され、我が国は平成19年9月に署名、平成26年1月批准、同年2月発効。 

 

● 障害者雇用促進法（障害者の雇用の促進等に関する法律） 

障害者の雇用と在宅就労の促進について定めた法律であり、従業員の一定の割合(法定雇用率)を

障害者とするよう企業に義務づけている。平成25年4月の改正により、雇用分野における障害者

に対する差別を禁止するための措置及び精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることなど

が盛り込まれた。 

 

● 障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律） 

障害者基本法の基本理念である差別禁止の概念を具体化する法律であり、障害を理由とする差別

の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解

消するための措置等を定めている。平成25年6月成立、平成28年4月施行。 

 

● 障害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律） 

地域社会における共生の実現に向けて障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するため、障害者自立支援法を改正したもの（平成24年6月成立）。自立支援

給付の対象者、内容、手続き等、地域生活支援事業、サービスの整備のための障害福祉計画の作

成、費用の負担等について定めた法律であり、障害者の定義に難病等を追加し、平成26年4月1

日から、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施され

る。 

 

● 障害者優先調達推進法（国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法

律） 

障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労

施設等が供給する物品等に対する受容の増進等を図り、障害者の自立の促進を図ることを目的と

した法律。平成 24 年 6月成立。 

 

● ジョブコーチ 

知的障害や精神障害など、円滑なコミュニケーションが困難な障害者の職業生活の安定を図るた

め、一緒に職場に入り、付き添って仕事や訓練をサポートし、職場内の人間関係の調整などにあ

たることで、職場環境などへの適応を支援する指導員。 

 

● スクールカウンセラー 

児童・生徒・保護者・教師の相談にのるため、学校に配置される臨床心理士などの専門家。 

 

● 成年後見制度 

知的障害者、精神障害者などで、主として意思能力が十分でない人の財産が、その人の意思に即

して保全活用され、また日常生活において、主体性がよりよく実現されるよう、財産管理や日常

生活上の援助をする制度。 

 

● セルプ 
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セルプとは Self-Help「自助自立」の造語で、障害者が、自分に合った働き方で社会に貢献し、自

立した生活を自らの手で獲得することを目指す活動のことであり、授産施設などでの活動が該当

する。「セルプ製品」とはセルプの活動で生産された製品のこと。 

 

 

た行 

● タウンモビリティ 

高齢者や障害・病気・ケガなどでスムーズな移動ができない人たちに、商店街や商業施設が、電

動スクーターや車いすを貸し出し、買い物や散策ができるようにする外出支援の取り組み。街の

バリアフリー化、商店街の売上アップなどの経済効果もある。 

 

● 多目的トイレ 

障害者だけでなく、高齢者、妊婦、小さな子どもを連れた人、大きな荷物を持っている人などが

利用しやすいよう配慮してつくられたトイレ。 

 

● 特別支援教育 

学習障害（LD）、注意欠陥多動性障害（ADHD）、高機能自閉症を含めて障害のある児童生徒の

自立や社会参加に向け、その一人ひとりの教育ニーズを把握し、その持っている力を高め、生活

や学習上の困難を改善または克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行うもの。

従来の障害の程度等に応じて、特別の場で指導を行う「特殊学級」からの転換が図られている。 

 

な行 

● 内部障害 

身体障害者福祉法に定められた障害の中で、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒ

ト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障害の総称。 

 

● ノーマライゼーション 

障害者や高齢者など社会的に不利を受けやすい人々が、社会の中で他の人々と同じように生活し、

活動することが社会の本来あるべき姿であるという考え方。また、それに基づく社会福祉政策。 

 

は行 

● 発達障害 

「発達障害者支援法」の定義によると、自閉症、アスペルガー症候群、その他の広凡性発達障害、

学習障害（ＬＤ）、注意欠陥・多動性障害（ＡＤＨＤ）、その他これに類する脳機能の障害であ

って、その症状が通常低年齢において発現する障害のこと。 

 

● 発達障害者支援法 

発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにし

た上で、地域における一貫した支援を行うこと、専門家を確保するよう努めること、一貫した支

援のための関係者の緊密な連携を確保すること、そして、発達障害への国民の理解を促進するこ

とが示されている。 

 

● バリアフリー 

障害者が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去するという意味で、もともと

住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く障害者の社会

参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも用いられる。 
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● バリアフリー法 

高齢者や障害者が移動しやすいまちづくりを進めるため、駅などを対象とする交通バリアフリー

法と、建物を対象とするハートビル法を統合して拡充させたもの。正式名称を高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律という。これまでは駅やビルなど、いわば“点”のバリア

フリー化を進めてきたが、新法では駅から役所まで、駅から病院までというように、高齢者や障

害者がよく利用する地域一帯を“面”的に整備するようになる。 

 

● 引きこもり 

様々な要因によって社会的な参加の場面が狭まり、自宅以外での生活の場が長期にわたって失わ

れている状態のこと。 

 

● 福祉的就労 

一般企業などでの就労が困難な障害者が、就労継続支援事業所や地域活動支援センターなどで訓

練などを受けながら働くこと。自立、更生を促進し、生きがいをつくるという意味合いがある。 

 

● 法定雇用率（法定雇用率制度） 

身体障害者及び知的障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会

を与えることとし、常用労働者の数に対する割合（障害者雇用率）を設定し、事業主等に障害者

雇用率達成義務を課すことにより、それを保障するもの。平成25年4月現在では民間企業2.0％、

国・地方公共団体等2.3％、都道府県等の教育委員会2.2％。障害者雇用促進法の改正により、平

成30年4月から法定雇用率の算定基礎に精神障害者が追加される（精神障害者を雇用義務の対象

に追加）。 

 

ま行 

● 民生委員・児童委員 

地域の中から選ばれ、厚生労働大臣の委嘱を受け、無報酬で地域福祉の向上のために活動するボ

ランティア。任期は３年で、社会奉仕の精神、基本的人権の尊重、政党・政治目的への地位利用

の禁止を基本姿勢とし、地域住民の立場に立って活動を行う。また、行政とのパイプ役としても

役割を果たす。 

 

や行 

● ユニバーサルデザイン 

すべての人のためのデザインをいう。障害者や高齢者、外国人、男女などそれぞれの違いを越え、

すべての人が暮らしやすいよう、まちづくり、ものづくり、環境づくりなどを行っていこうとす

る考え方である。 

 

● 要約筆記 

聴覚障害者に、話の内容をその場で文字にして伝える筆記通訳のこと。話すスピードは書くより

も数倍早く、すべてを書くことは不可能なため、話の内容を要約して伝えるもの。 

 

ら行 

● リハビリテーション 

障害者に対して、機能訓練と社会生活への復帰を目指して行われる治療や訓練のこと。 

 

● 療育 

障害児に対し、その発達に即して、一定の医療的な行為を行い、かつ保育を実施すること。「療」

は医療を、「育」は養育・保育・教育を意味する。 
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● レスパイトケア 

障害者の家族に対して、一時的に一定期間、介護から解放し、休息とリフレッシュを提供するこ

とによって、日頃の心身の疲れを回復できるようにする援助。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




